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租税貿担の研究

1. 租税負担の衣味と範囲とについて

2. 閲！税の阻界と担税能力と について

目

(A) 課税の限界について

（イ） 数字的摂準による課税の限界

（口） 抽象的誤準による課税の際界

(B) 租税兵担能力について

(C) 租税兵担能力と人的控除について

3. 田家経衣の生産性と担税能力の関係について

4. 租税の種類による負担の性安の差異について

5. 租税負担の同際比較

• 第 2京租税負担の総括的測定

~ 1. 租税牧入のオ入に占める地位

｝ 2. 租税負担の総括的比較

I 3． 税制の構成と租税負担について
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次 :
(A) 直接税間接税の区分に関する詮

(B) 国税における直接税間接税の区分の問題点

H) 霰時中における直接税の優位

(P) 終霰後における間接税の比率の増大

f') 不況期における間挨税の優位

4. 間接税負担の逆進性について

5. 租税と消費及び貯苫との関係

第 3章 直 接 個 人税負担の測定

1・ 所得税負担の変溢

2. 所得種類別の仕担

（イ） 勤労者の税負担

（口） 股業者の税負担

（ハ） 営業者の税負担

3. 所得階級別の負担

H) 所得分布の比較

(P) 所得税課税の所得分布に及ぽす彩笞

ま え

租税負担については古来多く の研究が行われ、ある場合に

は租税原則論より名担義が説かれ、またちる楊合には釘担の

具体的測定より負担の軽前足非がいわれてきた。しかしなが

ら租税名担の性質は、個人経済的にいつても国民経済的にい

つても多衰多紐であり 、一我的に規定することはきわめて困

が き

第 1章租税負担研究上の問題点

9

ヽ
I
l
/）
l
:
I
I
I
I
(
／
；

t
t
‘
(
l
$
i]

租税制度に恒常的乃至は普逼的な制度というものはあり得ない。租税制度自体は、その国のおかれている自然的條件あるい

はその時々の政治的 ・ 社会的 • 経済的諸係件に即応しつつ、 より合理的なものへと変化して行き、 また変化して行かねばなら
ないものである。シヤウプ勧告害の日頭にいう「恒久的な租税制度」なるものもまた、こうした制約つ埓外に立つという意味

ではなく 、 日本の戦後における経済的混乱、なかんずく イソフレの異常な昂進によつて、ややもすれば合理吐の範疇を逸脱

し、負担の公平を失った日本の税制を、再び合理的な公平原則にかなう税制にひき戻し、安定経済に即応した合理的な税制を

確立するとい う意味に解してよいと思う。

このように祖税制度は諸々の時間的、 空間的諸條件に制約されて、時と処により翠しくその形態と性質を異にするものであ

るが、それは沿に国民経済研様相を反映するのみにと どまらず、国民経済の流函過程におげる一の間門として、 その消長をも

左右する大きな力をもつている。しかるが故に、より一そう合理的な税制を団立し、税務行政を改密するためには、国民経済

と租税体系との関係を具体的事実に即 して明確に認識することが、その理論的究明とともに不可欠の前提をなすものである。

このため当局においては、これまでに国税 ・地方税を通じた国民の租税負担つ実態は如何にあるかについて、種々の観点よ

り研究を取ねて：来たのであるが、この皮これまでに行つた研究の一端を世にfifJうこととした。ただしこのような研究の常とし

て、この小誤においてもその一部については部内に稲々の窪見があり、局つ公的な見解として発表する段階に逹 していないも

のもある。しかしこのような研究は、一般の財政研究者の御批判・ 御助言等によつてはじめて完きをうるものと考えられるか

ら、このようなものも敢えて研究過程のまま、一応未定郡と して発表する こと とした。したがつてこの点にくれぐれも御注意

あらんことを御願いする。

本研究について、語登の御教示 ・御 I..;正を得ることができれば、今後の調在研究を進める うえに大いに幸せと考える次第で

大蔵省主税局調査課

序 詮 難であつて、このような事間は、租税原則論ゃ臼担漁が如何

に多様であるかという ことによつてもよく灰うことができ

る。たとえば、国民経済的観点よりしても、時と処を異にす

るに従つてそれぞれ異つた社会経済政策が要，liiされている拮

果、負担の強度や負担の経済的効果にそれぞれ異る意茂が与

えられ、一義的な価餡判断を行うことができない。また個人 II

騨的観点よりしても、租税として強制謀徽されるlけの性質
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は個々の経済主休によつて異つているから、貨幣価俯等によ

つて表示される名担呪指標を一義的に解択するならば、事実

から遠ざがつてしまう危険がおる。このような理白にlふい
て、問睦は究明されるとし・うよりは、むしろより一そう粉糾

しつつあるようにすら見える。祖税負担研問題のこのような

経紛ほ、われわれをして、問題を具体的に、そしてまた個別

的に解明ナることに想到せしめる。租税負担の研究にとり、

租税原則酷や租税負担差が二次的に扱われているのは、それ

らが無寇袈なためではなく 、脱題を個別的具体的に解明する

ことの方がより布用であるからにほかならない。方法詮上の

諸肋廷を解決するための土淫準が合目的性におかれるのも、こ

のような傾向かーのおらわれでちるといえよう。方法玲の話

準が合目的性にあるということは、負担測定の意味や方法を

多様ならしめるのであるが、課税の祇界や租税負担能力に関

する学説は、種々の問題を解決する有力な指鉗を与えるもの

であるから、以下において簡単にのぺてみよう。

1. 租税負担の意味と範園とについて

租税負担の研究においてまず問題となるのは、租税負担の

意味 を如何に限定するかとい うことである。この問適は、租

接には、負担される租税の範囲を何処で区切るかということ

である。一般に租税負担の研究にちたつては、租税の中には、

租税の名称をもち、かつ強制課呟されることを特色とする

ものが含ましめられるのが普通である。しかしながら、国家

オ入の中には租税的性笠をもちながらも租税の名称を欠いて

いるものが多く存在する故、これらのもののいずれの部分ま

でを負担される租税の中に含ましめるかが問題となる。

このように租税の名称を欠いた租税的なるものとしては、

政府企業の純益金、＠琉益金、その他天手数料、強甑寄附金、

麟 J公依等のほか、軍嫁その他のサーピスの提供のごとき悶

れた国家経究や、保誰関税等において顕若にみとめられる実

効負担、あるいは財政ィ ・／フレ等もあげられる。

（イ） 忠元益金は、政府の班売事業より生ずる粧益で、一

1 種の独占利潤であるが、私企莱における独占利潤とは異つ

湿翻j性をもつており、租税的なものと して扱うよりは、

租税とみなしてしまうことの方がより妥当である と思われ

る。その他功政府企業か純益も、国家オ入となり 、税収を

それだけ減少せしめるから、租税と同様にみなすのが妥当

であると思われる。とくにわが国の煙京呼売益金は、諸外

国の煙迅税 に見合うものであるから、比校の使宜のために

も租税として扱われるのが普通である。

（口） 狭義の手数料は、明らかに国民の臼担を樅成 し租税

的性筏を布するが、広義の手数料はその全額が租税的性収

を布するものとはいいがたく 、役収するのを至当とみなさ

れる額を超えた部分のみがこれに該当する。

(1ヽ） 寄附金、納付金は、本来は任慈的なものでちるが、

これらが国家や地方公共団体の財政孟疫を充足するための

ものであり、 また、強制性をもつものでもる場合には引税

的性質を布するといいうる。昭和23、24年当時において、

地方公共団体が強制的符附金に多分に依存してした こ と

は、国民の記沼に未だ新たなところでもる。

C二） 強制公似ほ、国家が人為的方注によつて国民'l)rn
力を吸収するものであるから、F税と同氏の臼担を匡民1こ

名わしめる。

（ホ） 屈れた国家径骰とは、公共か利益のたがこ国民にで

求された用益の報団を伴わない部分でちつて、消極的こn
担を描成することは明らかであるが、涎済価位の積極約裟

失を招来しなし故に、これを租税と同知こみる ことには祖

当の間姪があろう。

Cへ） 突効負担は保箆凋税や統i認価格設定等の場合に該当

する。すなわち、脱税は怜入莉品の価格を騰毀させ、滓打

者はこれをf1担しなければならないが、消究者つ名担額j-;_

関税収入と必ずしも等しくはない。何故なれば、消投者は

国産の同毯商品の価格騰i't、ナなわち、「麻れた要税」をも

負担しなければならないからでちる。

後iこのべるが、間接甫費税1)釘担の測定に際し、われわ

れは諾租の消投税負担；こ二のような芯れた突効角祖を も含

ましめなければならなかつた。消費税を脱税している非況

紀商品の価格は、配紀沿j品つ価格に比して脱税額だけ炭価

ではないから、消毀者の．＼＇r．場よりすれば、明らかに実効臼

担を形成しているといいうるのである。

（卜） 財政イソフレが名担を構成するという のは、医家が

人為的方法で国民の肘罪買力を減失させることを、本質上一

の課税とみなすことによつて説明される。したがつて、イ

ソフレーシヨソが純梓に並貨の濫発にのみ基因するなら

ば、それは他の負担と同視されるべきであろ うが、現実の

イゾフレーシヨンの原因としては、租々の要因があげられ

るべく 、イソフレージョソによる負担の増加は、単純に他

の租税的なものと同一にみなすこ とはできない。

このように、租税 と同様の負担を樅成十る租税的なものを

全て含ましめ、「租税負担」 を広義の 「財政負担」 の窯味1こ

解しえない理由はない oしかしながら、その限界を基変づけ

る根拠が乏しいという理論上の理由と、負担測定に際しては、

統計技術 上の制約が拮t合を決定する霞要な契椴になると1.ヽ

う実際上の理由よ りして、一般的に規定するこ とはあま り意

味がないであろう。事史、米国とわが国の租税負担を比較す

る場合において、米同の屈用税 （社会保節税）に見合 う税が

わが国にはなく 、かつその税収の占める比李が比較的大きI.ヽ

とい う理由よりして、これを負担税額より除くといつたよう

な操作の加え られることが屈々あるのである。また、実効負

担を見るような場合も、利税の経済的機能を見るというなら

ともかく 、その全効果を利税名祖に含ま しめようとするなら

ば、二次潤品、三次製品にもわたる広汎な迎鎖作用をも含ま

しめねばならぬこととなり 、これらを物価やその他の経済で

動と区別して数字にあらわすということは、現在の統計技術

をもつてしては全く 不可能でちるとい うことによつても、租

税の範囲を一義的に規定ナることの無慈味さが明らかであろ

．）。
今日わが国においては月1税はきわめてら(I.範 囲に限られ、

国税は一般会計租税及び印紙収入と煙1位が泥益金の合計額と

されるつが将通である。

厳密にいうならば、印紙収人の中には、罰金、科混、手哀

臼 わょ うな税以外のものも含まれているが、手数将等は一

空可祖税とみなされるし、また、これらの金額を明確に区分

咋ことが困難でちるこ となどの理由により 、全額を引税と

して改扱つている。このほか、北支吋埒特別税、地方分与税、

財宅税等収入金特別会計受入金のよ うに特別会，了「として計

上された用税については、取扱い方は芭々様々でちる。 地方

分与苔つ うち坦付税は、全額が地方公共団体に迎付されるか

環逹はないが、配付税は特定の税収入の一定額を配付する

もかでちり 、その内訳を区分する程のこともないので、普通

ぷ瞑中に含ましめているから、これに伴つて；T付税も国税

に入れるようになつている。しかし、都逍府黙別に財政呪府

瑾肉況を見るといつたような場合にほ、二れぞれ逹当な燥作

を加えるべきでもろう。財廂税等収入金特'•JIJ全計受入金は財
ま空と戦時補依特別拐の収入でちるが、両者とも晋涌の租税

五質を異にするために、秤遥にほ租税負担額1.)中に入れず

類 IJの扱いをしている。これに反し、北支2：ふ件特別税は普通

の税と何 ら異るところがないために、租税に入れるのが普通

になっている。

わが国における租税の範囲は大体以上の通りであるが、も

し財政支出の経済的分析が計数的にでき、かつ財政負担を措

哀するすぺての租税的なものが、国民経済内において如何に

稽環しているかが測定できるならば、租税名担を最広義に解

うることはきわめて有益であろう。何故なれば、そこでは、

租税印担ほ、i肖毀者の行動理論といつた一il'ii的な解釈にとら

われず、経済循哀の過程において綜合的に様察され5るから

である。

2. 課税の限界と担税能力とについて

A) 課税の限界

課税の阻界は、絶対的限界、すなわち、国家が国民！こ租税

環臼しうる最大限度と、相対的限界、すなわち、国家もる

臼文社会とい う全体的見地よりして妥‘且と考えられる利税負

担の程度の二に解されている。

課税の絶対的限界については、同一の所得を単純再生産し

うるよ うな額、すなわち企業については森太淮持毀、労拗力

については最低生活毀を沼保した限界であるのか、それとも

翠本減耗の如何は問わず、単に生存を維持しうるような限界

を意味するのであるかという問題が生ずる。なる租戦時等の

ごとく桓澤！こ逼迫した状態においては、後の誼味におけるよ

沿汲界にまで国民は一時的には耐えうるのであるが、それ

此くまでも一時的の現象であつて、かかる状態が継続する

這 は、生産は縮少されてしまうから、正常な経済2jFが1にお

苓諜税の絶対的阪界は、前者の誼味に解すぺきであろう。

色碓拍勺根界をこのように解するならば、それは国民所街より

最低生活費を控除した額として冥定され、また相対的限界は、

これよりさらに咬本器租部分を控除した額、すなわち、所得

廷大 再生産しうる最低の限界であると規定されえよう 。

くイ） 数字的撲道による課税の限界

諜税の限界を計数的に表現した例は古来数が多く 、たと

えば、シュマルツは所得の40％を限度、ユ人テイは所得の
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3分の1を過市、4分の 1を大、6分の 1を中、8分の 1

を小とし、ピーレフエルドは4分の 1を困度、＊ックほ自

由所得（所得より最旺生活費を控除した額）の15劣、ボー

リューは7~89るが至当、10~12劣が前、それ以上は過頂

としている。このよ うな説は、如何なる社会を背梨と して

立論されているのか必ずしも明らかではないが、いずれも

明確な理論的扱拠によるものではなく 、その時代に行われ

ていた税制やその国民鰈に及ぽす影否等を考慮して、漠

然と大体の感想を述ぺたに！r.まるものが多い。そしてま

た、その知砂頷向をのぺるならば、前吝主茨び時代には、

疇について認められる価俯が大でもつたために、課税の

限界は殆んど無制限に近く 、これに反し、自由主義か時代

にはいわゆる夜密国家硯が支配していたから、財政面にお

いても、「安価なる政府」つモツ 1、一のもとに、 国家経安

は能う限り縮減されなければならず、課税の限界も小なら

ざるをえなかつた。最近においては、国家の占める地位が

相対的に大となつており、したがつて課税の限界も相対的

に大きく評価されている。しかし以上によつてもわかる と

おり、課税の限界は、国家観や社会的秤最その他の事情に

より相対的に差ぜられるから、たとえ数字的表現が理論的

根拠を有しているとしても、これを固定させてしまうこ と

はあまり意味がないといいうる。

（口） 抽象的標準による課税の限界

これに反し、抽象的標準によつて課税の限界を規定する

学説も数多い。

たとえば、 リソク・-Jじ、ウイクセル等は、和税と国家玲

付との間にを付、反対給付という利益報僚関係を認め、国

家給付についての価組の相殺関係によつて諜税の限界を説

き、またスクイソは、国家の行動が再生産力を有している

間は、国家活動に要する経践を支弁する租税は誼きに過ぎ

ることはないと説いている。何故なれば、課数された租税

は他日新たな生産物と してあらわれ、少しも損失とならな

いが、国家活動により生産された価値が、課傑された租税

の額に及ばない場合は、その恙額は、再生産過程に再びあ

らわれることなく永久に消浚してしまうから、租税ほ用家

が再生産しうる限度を超えてはならないということにな

る。

わが国では井蕨教投が、私経済よ り租税として財を疎牧

する場合に生ずる社会的釦’t、すなわち社会価値の疫失址

と、その財を経毀として使用することによつて生産される

社会価値の址の比絞において、課税の限界は決定されると

説いている。すなわち、生産された社会価偉の品が、社会

価値の喪失祉より大なる限り、担税余力はあるというこ と

になる。

しかしながら、これらの諸学説も、数字的標準による諸

説と同様に相対的でおつて、一義的にいうことはできな

い。ただし、これらの学説によつて、課税の眼界は単に租

税の額の如何のみによつて決定される問題ではなく 、租税

と国家経費との関述において解明されなければならぬこ と

が朗かである。
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(B) 租税負担能力について

貨幣経済が一般に行われている今Hにおいては、和税の課

徴は、 経済財 （・｛刊粥）の形態において行われるのが普通であ

る。特殊な場合においては、利税の物芍、すなわち在産によ

る租税の納付が認められているが、それもこのような物納財

産の捗得自体が政府の日的なのではなく、このような疫産を

通じて経済的支配を獲得しうること、換宮すれば、交換市場

を迎じて代産を購買力（貨幣）に変えるとい うことを前提と

して予想しているのである。このように租税が現金でtが入さ
れるという今日の一般通念よりすれば、租税を釘担しうるの

は、貨幣の流れとしての所得である という結論が泣かれるよ

うに思われる。そしてまた、咬酷課税は所紺の蹄少再生産を

もたらし、税源を涸渇せしめるものであるから、やむを得な

い塩合を除いては極力これを避けなければならないという考

えにより、今日の世界各国における税i制はいずれも所得課税

を中心と しているから、このような考えよりしても、担税能

力は、裕租された咬産よりも再生産された所得であるという

ことになり、今日一般には、所得が租税負担能力とみなされ

るようになつている。

しかしながら、利税負担能力は必ずしも所得に限られず、

蓄租された究廂もこれと祐接な凋係にある。たとえば、同一

の国民所得を有する二国でも、その所有する究話が異つてい

るならば、租税負担能力は異つているといいうるであろう。

咬産が担税能力と密接な関係にあることは、このように一般

的な場合について考えられるだけではなく 、謡痰所得税、相

続税、不動産税のような咲産課税の場合についても具体的に

みとめることができる。したがつて、租税全般についてみる

ときは、この点に注意する必要があると思われる。

(C) 租税負担能 力と人的控除について

所得税法その他における砧変控除、扶殺控防の人的控除は、

担税能力と関述して説明されるのが普通である。すなわち、

「人的控除は納税者及びその家激の生活に必要な基本額を、

謀税の対象より除外することを眼目としている」といわれ、

納税者の最低生活を保即することは、所街の源泉を涸渇せし

めないという ことによつて説明される。もつとも、このよう

な説明については種々の間題があり、一掴にいう ことはでき

ない。ある米国の租税研究家の調究によれば、過去における

米国の人的控除額と生計役との関係は逆比例的で、生計投が

雁毀したにもかかわらず人的控防額は引下げられ、また、生

計毀が低落したにもかかわらず人的控除額は引上げられる傾

向にあつたことが指摘されている。このような関係が生ずる

のは、人的控除額は所定のオ入額を確保することを最大の眼

目として決定されるということに必因している。すなわち、

財政においては祉出定入のI忍JilJが女配するから、財政支出の

規校の決定を侯つてオ入所要額が決まる。不況期になつて、

物 の下落、所得の滅少等により生活費が低下しても、財政

需要は必ずしも同即こ低下すると眼らない。佃故なれば、こ

のような防代にほ、均大する火菜者に対する救済費や蚊気打

開のための経費がより多く要求され、また、国際佑努の如何

によつては、軍事毀等の増額が要求されることもありうるか

らである。したがつて、このよ うな不況期においては、所定

のオ入額を院保するために、人的控除額を引下げるという手

段が限々とられるのである。

しかし、人的控除の硯念は、免税点という 観念とは異な

り、1屈府の閑成に即して担税能力を見ることを旨としている

から、やはり、最低生活役を課税の対象より除く目的に出ず

るものであるとするのが妥当であろう。

．
 

c̀
＞
 

さきにも述ぺたように、諜税の限界と担税能力とを考察す

るに際してほ、国家経毀の生産性との関係を無視することは

不可能である。 国家経毀の生帝性とは、秋極的に財政が如何

なる経済価値を如何程生廂したかということだけではな く、

財政活動が、 国民袷生産に如何に寄与したかという ことをも

含むものであるo租税として諜数された財が、国家径骰とし

て何らかの生産活勘に用いられ、あらたに生産された価億が

国民に再配分される場合と、直接消毀に向けられてしまう場

合とでは、国民の担税能力には大きな芸異が生ずる。このよ

うな傾向は、単に国家経費が直接生産活動に参加する粉合に

とどまらず、間接的に生廂的である場合、たとえば、社会救

済筏によつて高額所得者より低額所得者への所得の野配分が

行われ、これによつて社会全体の経務的厚生が増進したよう

な場合においても同様である。したがつて、同一の比率で示

される租税負担率も、その経済的性双を非常に異にしている

わ1ナで、実際的な問題についていえば、社会保茄制度の発逹

した米英両国の租税負担能力と、わが国のそれとを比較する

ような場合には、この点にとくに注意する必要がある。ただ

この点については、国家経役の生廂性の具体的な測定が実深

には殆んど不可能であるから、われわれはこのような点に注

意する必疫があるという ことを銘記するだけにと どめた；tれ
ばならかヽ。

4. 

国家経費の生産性と担税 能力 の関係について

租税の種 類による負担の性質の差異について

担税能力は、以上に述べたような経済的事俯のみに限らず

国により また、時によつて異る一切の経済的及び:JI,経祐的諸

事楕に左右されるものであるが、之らに、f,1担される租税の

内容が、和担の性収に市大な影密を及ぽすものである ことに

注窃しなければならない。今Hでは、世界各用とも租税中に

占める所街税の地位がきわめて大きいことや、所得税の負担

が他の消毀税や流通税の負担に比し、個々の経済主体にとり

より直接的であることなどの理由に），只き、所得税負祖の問逸

が、租税臼担の問題の中心をなすにとどまらず、そのすぺて

として受取られているようにすら見受けられる。しかしなが

ら、所得税の租税中に占める比率が如何に大きくとも、所得

税のみを切離して考察するならば、そこよ り紺られた結詮は

叫央なあやまつたものになる危険性がある。何故なれば、税

制は、全体のバラソ勺だけが考恋されるのではな く、各租税

のれ担や経硲乃．叩澤までも含め、綜合的にみた場合に始め-c

複能を安全に発即できるように組立てられてしるのが晋通で

乙るから、個々の税を切離して見ることほきわめて不従全で

:Jると I. •わなければならなI. ‘o

5. 租税負担の国際比較

臣税負担に関する具休的な計数は、何らかの他の計数と比

じされなければ殆んど、意味を失つてしまう から、胆 こ一国だ

：ナについて時系列7;)比較が行われるだけでなく、ある一時点

における国際比較もよく行われる。 しかしながら、このよう

な和税臼担の国際比較には若しい困雛が伴い、学名によつて

はこれを不可能とみなすものもある。租税t1担の国際比較が

このように不可能とみなされるのは、比較される租税の範囲

が国によつてきわめて区々であつて、ある国では租税に含ま

れるものでも他の国では租税とみなされておらず、これを計

苓的に調猿することが恣しく困難であるということにもよつ

ているが、同時に比較の甚準となる所得等の経済的性質は国

によつて若しく異るから、為替レート等による換符[tこよつて

街られた形式的な計数は、多くを語るものではないというこ

とにも基いている。

たとえば、租税の範囲の限定は別開題としても、各国の租

税収入の絶対額を比較するだけでは、国民数や国民所得等が

E慮されていないから何も知ることができず、また、一人当

/)の税負担額の比較では、経済的な担税力との関係が不明で

ちるから、これまた多くを知ることはできない等というよう

た種々の問題がある。

しかも、問廷はこのようなれ担の絶対額を比較する場合に

限られるだけでなく 、相対的な負担ヰ遠笠定するに際し・ても

生ずる。

たとえば、測定窃甚準となる租税れ担能}Jのヰ定について

は、所得だけを負担能}Jとしてとらえるか、それと も財産を

も考慮するかという大きな問題がある。 同一の国民所得を有

する二国も、その所有する財産の多姦によつて、経防力を異

にするのが常である。続計的な比絞を行おうとする限りにお

いては、何らかの客観的な甚変を決定しなければならない

が、かかる経岱力の関係を一股的に示すことのできるよ うな

数学的公式は、全然与えられていないのである。

このような担税能}Jに関する問題が解決できたと しても、

なお、各国において尊定されている国民所得がきわめて区々

であるということが、大きな問題を残して い る。今日一般

に、国民所得は、「一定期間内において、一国の住民にとり、

新たに生産された経済価値の純額」と定義されているが、各

国の経済的な特殊事梢や統計技術上の制約に払いて、具体的

に測定されている国民所得の範囲はきわめて区々である。た

とえば、国際連合統計局の調迂によれば、最近の世界各国に

おける国民所褐統計において問題となつている点及びその取

扱い方は次のようになつている。

(National Income Statistics of Various Countries 

19定 47.: Statistical Office of the United Nations, 

Lake Success, New York, 1948) 

国民所得統計に於ける問題点と世界各国の取扱い方

I 
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このように各国の取扱い方が区々であるため、邸定された

各国の国民所得は、そのまま同一のものとして取扱うことが

できない状態にある。したがつて、国民所得に対して形式的

にヰ定された租税負担李も、そのまま解釈することができず

国際比較は落しく困難となつている。この点について、われ

われはコ ーリソ ・クラークの提唱した国際単位 (I.U.

International Unitの略）を想起する。すなわち、 コーリ

~I ン・ クラークは、192を 34年の米国における 1ドILの購買力

を 1国際単位とし、為替相場や物価指数によつて各国の貨幣

|1|I 価値をこの国際単位に換邸し、これをもつて各国の国民所得

を比較したのであった。このようにして算定された国際単位

第 2章租税負担の 総 括 的 測 定

ずることは不可能である。 ただ、現在わが国が翌かれている

租税負担の測定に入る前に、速正財政規模と租税収入のオ 哀袋よりして、世界経済の流れに拮抗しうるような国民経済

I 入に占める地位の問題について一言しよう。 さきに発表され 力を涵挫することが現下の急務と思われるから、財政活動も

た税制懇談会の国税に関する答申においても、税制合理化の この線に中心を置いて行われなければならず、したがつて逹

1 基槃として、 わが国の経済力に相応した逸正財政規模を確立 正規模を決定する払準もこのような点にまず求められなけれ

すべきことが指摘されていた。 適正財政規模の確立はいまさ ばならないであろう。

らいうまでもない問題であるが、逹正とは如何なる意味であ 財政規模の適不適をみる一方法と して、国民所得と財政規

るのか、適正規模とは具体的には如何なる程度のものを指す 模を比較することが隈々行われている。この例にならつて、

のであるか等についてはこれまでに毬々論ぜられてきた。し 戦前戦後におけるわが国の国民所得と財政とを比較すれば第

かしながらこのような問題は、 結局のところ政策上の見解が 1表のとおりとなる。（第1表）

第 1表 国民 所得 と 財 距 支 出と の 比 餃

財 政支出 B I C I D 

次 国 民 所 得 CA)［ 国 家 CB)I地 方 (C)1合 計 (D) ；□□ ； 
金 額1指数金額 1指 数 金 額 I指数 1金額 1指数 彩 ％ 

％ 

— ,_—'----

I I I 
100 2,217 100 2,602 100 4,819 1001 16.5 19.3 35.8 

177 4:494 203 2,66';!, 1031 7,l61 1491 18.91 11.2 30.1 

2291 8,134 j67 3,5031 135 11,637 241 26.41 11.41 ~?-8 

342 19:872 896 4,232 163 24,104, 500 43.21 9.2 52.4 

1,128,7001 8,382 205,841 9,285 99,559 3,826 305,400 6,337 18.31 8.8 1 27.1 
I 

,! 1~:o~~ 461:914: 20:s38 301,898 11,603 763,872 

2,874,7001 21,349 699,448 31,549 465,398 17,886 1,164,8461 24,172 243 16.2 40.5 

3,314,0001 24,6121 664,5761 29,976 488,589 18,777, 1,153,i651 23,930 20.1 14.7| 34.81 

3,804,0001 28,251| 657,4211 29,654 592,518 22,772 1,249,9391 25,938 17.3 15.6 32.9 
I 

国民所得は、経済安定本部推計分百［国民所得で、昭和19年までは｝
召年、昭和22年以降は年度の計数である。

国家財政は一殻会計のみで、昭和24年までは決坑額、
25年は補正挨予卯額、26年は予舒額による。

地方財政は、一般会計及び特別会計の合計額で、昭和16年まで及u
..~22. 23年は決岱額、24年は決鉢見込額、

19.25. 26年は予鉢額である。

殿前の昭和 9~11年に比し、国民所得は、昭和2“Fは 213

倍、25年は246倍、26年は283倍と増加したのに対して、国

11家及び地方公共団体を通じた財政支出は、昭和2咋 は242倍、

, 2碑は239倍、26年は259倍となつている。 したがつて、国

民所得に対する比率は、昭和24年において 40.5%と昭和 9

~11年当時の比率を凌駕したが、25年においては、財政規校

1. 租税収入のオ入に占める地位

（単位百万円）

年

． 
昭和 年

9-:1 

14 

16 

19 

＿
一
~
疇

T
n
'
_
＇
,

22 

23 

24 

25 

26 

俯 考 (1)

(2) 

(3) 

が正しいものであるかどうかには大きな問姪があるが、この

ような考え方は方法論上の問題の解決に璽大な示唆を与える

ものである。

しかし現在においては、このよ うな統一的単位が得られな

いから、国際比較を行うにあたつては、このような制約があ

るということを、 そしてまた、負担の比較にはこのような問

題のほか、 生活水準 ・ 所得分布 • 国民経済の描澁といった経

済的問頭に限らず、国民思想といつたような問思までも、前

提として考察されなければならないという ことを常に念頭に

四かなければならならい。

如何にあるかによつて決定される問題であるから、一概に詮

の縮小の結果、9~11年の比率を位かに下廻り、26年におい

てはさらに 2％程度縮小していることがわかる。この表にお

いて国家財政は、一般会計のみで特別会計を含んでいないが

地方財政は一般会計と特別会計の合計額であるから、両者を

比較した場合には国家財政の規模が小さく感ぜられる。国家

財政について、一般会計と特別会計の純計を求めると、戦前

I:!.一般会計分の2.5倍、戦後は2.0~2.3倍となるから、実際

の国家財政つ規模はもつと大きいわけである。国民所得に対

する財政規模の形式的比半は、この表によつて明らかなよ う

に、戦前、戦後を通じて9釦器な変化はみとめられない。昭和

9~11年当時は、すでに軍森最気の時代であり、軍が投のオ

第 2表 国宍オ入中に占める租税の地位

C単位百万円）

午～ 次 オ入純計オ一般入総会計額租 税 C/A C/B 
lI (A) -. —• CB) CC) - - -

昭和 9-11年 II 6 3 1I1 | 劣劣
2,293 1,22 -I 53.5 

I| 8,962 
I 

14 4,970 2,93 32 7 59. 

16 15,798 8,602 I 4,S3 31.2 57.°3 I 
91 ;I 19 1| 80,728 21,040 12,863 15. 61. 

22 22,,250 214,467 18~,1651 I 83.， 2I 1 88. 

23 II 519,5341 508,038 445,9561 85.8 87.8 

24 760,893 758,6l2 636,068 S3.6 83 8 
I 

25 665,531 664,576 557,116 83.7 fl3.8 81 

26 11 659,718 657,421 557,590 84.5 I 84. 
＇ 

係 老

(1) 本表の数字はすべて昭和24年までは決算額、25年

は補正後予算額、26年は予焚額である。

(2) オ入純計は一般会計オ入総額と臨時軍事我待別会

計、地方分与税特別会計及び財産税等牧入金特別

会計の各オ入総額の合計額から菰複勘定を差弓Ivヽ
たものである。

(3) 租税は、租税及びEll紙牧入の外、罪痒導売益金、

地方分与税、北支屯件特別税を含む。
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出中に占める比率は、（一般会計のみ）40~50％ときわめて

高 くなつているから、（昭和 1~ 5年は28%)相当問題があ

るが、一応9~11年当時7_)規模を適正なものとみなす なら

ば、形式的比率と しては現在の規模で大体よいという ことに

なろう。しかし、国家、地方ともオ出の描威は非常に異つて

いるから、この点7)分析を行わなければ明らかな結論を得ら

れないわけである。このよう な財政規模を維持するため租税

収入に与え られた地位は、第 2表に示される。（第 2表：）

戦前の昭和9~11年当時において、租税収入が一股会計オ

入総額中に占める比率はおおむね年々増加の傾向にあつた。

しかしながら、支那事変勃発後は戦費支弁つためオ出が急激

に膨脹し、これを公俄及び借入金でより多くまかなつた結

果、オ入純計中に占める租税収入の比率は、16年頃には30劣

と若干低下し、さらに情努が逼迫するにつれて公債及び借入

金の額は巨額に上つたから、租税の占める相対的比率は，急激

に減少し、 19年には15.9％と16年に比しても半減するに至っ

ている。このように、膨脹したオ出を租税収入ではなく、公

債及び借入金でより多くまかなわなければならなかつた事梢

は、次の第3表にみられるとおり、国民所得に対する租税負

担率が、19年できわめて高率になつていることによつても理

解できる。

戦後においては、赤字公依の発行が禁11::され、予祁の均衡

を困ることが急務とされた結果、租税収入の占める地位は飛

躍的に増加した。昭和22年以降においては、租税収入のオ入

純計及び一般会計歳入に対する比率は各年とも80%を上廻つ

ている。このよ うに租税収入のオ入中に占める地位がきわめ

て高いのは、戦後批界各国に共遥した事実である。（第3表）

第 3表各国のオ入 に 占める租 税牧 入の地位

c単位 日本 ・百万円米国 ・百万ドル英国 ・百万ボソド）

- -
日 本 ＇ 米 国 英 国

年 次 ！オ入額―― `` □□三□工竺ピ竺刈 ％ □□□函□疹

昭和 16 年 15,738 4,931 31.2 34,384 13,419 39.0 4,776 1,962 41.l 

19 80,728 l2,863 15 9 100,397 44,155 43.9 6,063 3.135 51.7 

‘ム‘ム‘‘、 227,2.50 189,165 83.2 39,326 42,286 107.5 3,210 3269 101.8| 
I 

23 519,534 445,956 85.8 40,057 41,042 102.5I ! 
3,176 3,668 115.5 

24 760,893 635,0祁I 83.6 43,297 40,897 94.5 I 3,924 3,687・ 94.0 

25 665,53l 557,116 83.7 42,439 40,816 96.2 3,898 3,668 94.1 

26 659,718 557,590 84.5 I 
何考 (1) 日本については、第 2表「国家オ入中に占める租税の地位」 の偕考参照

(2) 米 国
（イ） オ入‘頷及び租税牧入額は AnnualRepor t of the Secretary of the Treasury, 1950年による。昭和 23年

までは実紐、24年以降は予邸である。

（口） 租税牧入中には、社会保即税及び租税払灰分を含んでいる。

(3) 英 国

H) オ入額及び祖税牧入頷は、昭和22年まで(.J.
t Annual Abstract of Stdtistics of United Kingdom (1949) 

23年以降は TheEconomist Iこょった。昭和24年まで実鋲、25年は予岱である。

（口） 予位に掲上されるオ入‘領中には、租税牧入、関税牧入及：]官有企業等財庄牧入のみなので、日本との比較の

便‘j_i：上、公債、借入金を含むオ入領を計上した。
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備考
(1) 国税は租税及び印紙牧入のほか、極1料な売益金、

地方分与税、北支事件特別税を含み、地方税は、地

方分与税、市町村分賦額を含まない。

(2) 国税は、昭和24年までは決坑額、25年は補正後予

算額、26年は予其額、地方税は、昭和16年まで及び

22年は決虹頷、 19年は予符額、 23年は胴定頷、24年

以條は予鉢推計額である。
(3) 人口は総理II.• J霰 1こよ る。但し昭和26年は25年と 阿

ーとした。

国民一人当りの租税負担額は、昭和9~11年当時において

は、国税が17円、地方税もあわせて27円であつたのが、戦争

末期の昭和19年においては、国税地方税をあわせて 188円と

7倍に増加し、 終戦後はさらに増加し、昭和24年においては

1人当り 9,549円と実に9~11年の354倍になつている。昭

和25、26年と続いた大巾の税；廊il改正により、国民の税負担額

ば終戦後始めて軽減されたが、しかもなお 1人当り約 9,CCQ

円の負担であつて、 まだまだ高いといわなければならない。

なお 1人当り名担額が昭和25年よりも26年において増加して

いるのは、備考にも記したとおり、 26年の人口を25年と同一

としたことに多分に甚因しているから、実際には殆んど変ら

ないとし、うことになろう。

巨親的観察に際してまず第一に考えられるのは、国民所得

に対する租税負担率の如何であろう。もつとも今日のわが国

の国民所得統計には、理論的にも統計的にも多くの問題があ

り、その箭確性については多大の疑問が抱かれているのであ

るが、一応この問題を拾象し、 国民所得統計を正確なものと

みなして租税負担率を邸定すれば、次表のとおりとなる。頃¥

5表）

ここに示された昭和19年の和税負担率は、 あまりにもわれ

われの実惑と遠く離れ、煎くなりすぎているように思われ

る。このように、われわれの租税負担の感受度とあまりにも

かけ離れた結果が生じた理由については後に述べる。 （第6

表参照）ここでは一応、昭和19年の国民所得が過小評価され

ているのではないかと思われるということを記すにとどめよ

う。

国民経済力の限度を超えて、長期間にわたり持続した戦争

経梢によつて、 国民はより一そ う霊い租税負担に耐えなけれ

ばならなかつた。戦争末期の昭和19年においては、戦争勃発

前の 2倍にも垂んとする負担率を示すに至つている。このよ

な租税負担の増加は、殆んど国税の培加｝こ碁因するもので、

うこの表にも明らかなように、地方税はあまり増加していな

い。しかし昭和16年において、423百万円、昭和29年におい

て、684百万円あつた地方分与税 （配付税を含む）は、国税

に含まれているから、実際には、地方公共団体の税収は両年

とも表に示された数字の 2倍近くなるわけで、やはり相当増

加しているといいうる。しかしそれにしても、地方税の昭和

9~11年に対する培加率はおおよそ 2倍程度にとど ま るか

ら、昭和16年において約4倍、昭和19年においては実に10倍

以上にも増加している国税負担類の増加率には、蓋かに及ば

ないのである。

租税収入のオ入中に占める地位を考察した際、 （第2表及

び第3表参，，紅）昭和19年の税収のオ入総額に対する比率が、

昭和16年に比して50劣も激滅していることを述べた。このこ

とと租税負担率のこのような激増の事実とは、全く矛府して

いるように感ぜられるかもしれない。しかしこれは、オ出の

激培に税収の埴加が応じて行くことができなかったため、 あ

まりにも多額に及ぶ公似及びt訊 金によつてオ出をまかなわ

なければならなかつたことを示すものであ り、相互に矛眉す

るものではない。
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信 考
(I) 国民所得は経済安定本部推計分配国民所得で、昭和19年までは府年、22年以降は年度の計数である。

(2) 国税は租税及び印紙牧入の外、競草専売益金（燃料局益金は合まない。）北支布件特別税、地方分与税を含むが、財

産税等牧入金特別会計受入金を含まない。負担領は昭和24年までは決算額、25年は補正後予算額、2釦Fは予岱額である。

(3) 地方税は、地方分与税及び市町村分賦額を含まず、昭和16年まで及び22年は決算額、 19年は予算額、 23年は詞定額、

2咋以降は池方財政委員会の予岱推計額である。

終戦時の混乱により 、租税収入は相対的にいつて急激に滅

少したため、租税負担率も一時恐激に小さく なつたo昭和21

年における租税負担率は、国税、9.9%地方税1.0劣、総額で

10.9彦を示すに過ぎない。しかしその後多額にわたる終戦処

鵡係の経賀を支弁しなければならなかつたのと、戦争によ

胡廷姜と終戦後のインフレーシヨン等によつて、極端に疲弊

した国民生活を救済するための社会政策費や災害復1日費等が

麟 したために、租税の増徴が行われ、ついに昭和24年におい

ては、戦前に比して 2倍の租税負担率を示すに至つたo昭和24

年において、実質的租税とみな される強制寄附金が、約400飽

円あつたと推定されていることをあわせて考厖するならば同

年の租．税負担率が如何に霞いものであつたかが偲ばれよう。

うち続くオ出の膨脹に伴つて終戦以来上昇の一途を辿つた

租税負担率は、 ドッジプラソによ る蛤衡財政の維持とシャウ

プ勧告1こよる割期的税制改革により 、昭和25年においてはじ

もて軽激を見た。実質的に租税である地方公共団体の寄附金

を含めた場合の昭和24年の租税負担率と、昭和25年の負担率

とを比較するならば、昭和25年の税制改正が如何に大規模な

ものであったかがわかるであろ う。昭和26年においてはさら

に負担軽恢が行われた。しかし20.1劣という租税負担率は、

姉 2)13.8劣に比してまだまだ煎い。

ここに注意しなければならないのは、国民所得に対するこ

〇ような租税臼担率は、それ自体実虹的な名担率を示すもの

ではなく 、名担の強度あるいは惑受度と、必ずしも比例する

もグではないという ことである。さきにも述べたように、昭

和9年の租税臼祖率は、 29.8劣と非常に高 く、戦後最協の昭

邸に比してすらなお2.4% も高くなつている。これは一

には、昭和19年の国民所得が用当過小評価されていることに

も基因している。このことは、 国民所得の恋努を示す経済諸

指標、たとえば、生蘇指数や物価指数、あるいはまた、消費

統計や労働力抗計などの推移よりしても、間接的に裏付けら

れるところである。しかし、より本質的な問題としては、国

民所紺に対するこのような形式的負摺率をもつて租税負担の

経済的謡味を考察することの限界が、非常に狭いところにあ

るということが考えられる。

さきに述べたように、租税負担能力は、負担すべき租税の

種類の如何によつて異るのみならず、その時その時の経済的

及び非経済的諸事情によつても左右され、 か〇財政支出が如

何なる部而に如何に還流して行くかということによつても、

冗大な影密を受けるものである。形式的に算定された租税臼

担率tこよれば、昭和19年と戦後との間には大きな差があるの

であるが、昭和19年においては、租税負担後（直接個人税の

負担後）の生活がまだ比較的楽であったのに比し、戦後の昭

和21• 22 • 23年頃の生活はきわめて苦しいものであつたこと

を思いあわぜるならば、このような瞬係は一府容易に首i,Jさ

れるであろ う。

今仮りに10万円の所得を持つたある人の生活を考えてみよ

う。もしも彼の生活毀がその所得の他か10％の 1万円である

ならば、彼は90％というきわめて涵率の租稀貨担率にもよく

酎えうるであろう 。しかしながら、その10万円の所得全部が

他かに彼の最低生活を維持せしめるだけのものであ るなら

ば、彼は他か1円という劣細な租税負担にも耐ええないかも

しれない。昭和19年においては、経済抗制はまだ強力に行わ

れており、一般の消費生活における物価水準は、公定価格水

準で低かつたから、比較的高率の租税負担率 もさ臣の影密を

もたら さなかつたと思われる。これに対し、戦後二、三年の

間は、経済萩制は乱れ、かつ怨激な物価騰毀と物交の絶対的

不足により 、国民生活は、経梢的にいつて も心理的にいつて



10 
11 

も、極度の兵窮に呻吟していた時であつた。

このような事研を考慮するならば、形式的負

担率においては昭和19年が高いが、実質的負

担率は、逆に戦後の方が高かつたともいいう

る。

かかる渥点より 、実質的なfll税臼担率つ推

移を示すバロメ ークーと して、われわれは食

料毀を除した国民所得に対する租税臼担率を

試算してみた。（第6表）

国民所得より最低生活究を控除した額、す

なわち、 租税負担能力（自由所得ともいう）

に対する租税負担率を算定する試みは、夙に

ヴヱリンダーの行ったところである。しかし

ながらわれわれは、最低生活毀とは何か、最

低生活袈ほ具体的に如何程であるかど うかと

いう煩雑な問題を避けるために、生活費の中

でも最も甚本的な食料究を算定し、これを国

民所得より控除して租税負担額と比較してみ

（単位百万円）

I~ 国（民：:食科費 ；ぴ警I和：c:額ー： 戸

9 % 9る

9-ll l 13,465 4,052 9,413 1,855 13.8 19. 

14 23,825 6,2701 17,555 3,690 15 5 21.］ 
16 11 30:813 6:804 24:009 5,830 18.9 紐3!

19 45,996 8,126' 37,870 13,724 29.8 36. 

22 :, 1,128,700 648,598'. 480,102 209,363 18.5 43.6 

:: Il :；:4?t: :：:4：：：：［ ：悶：：：〗 ：：：9，05:: :4i: ：] 
25 ii 3,314,000 1.2,0,800 2,C43,200 747,965 22.6 36.6 

I 

26 ii 3,804,000 l,333,300j 2,470,700 766,312 ~ . 20.1_. 31. 

備 考

」
(1) 国民所得及び租税総額については、第 5表「国民所得と租税負担」

の備考を参照のこと。

(2) 食料我は昭和19年までは経済安定本部国民所得統計による。昭和

計数的に確かめることができた。 22年以降は個人消我支出と C-P・S及び駿家経済詞査による エン

すなわち、第 6表における租税負担率のう ゲル保数と によ り算定した。

ち、C/Aによつて示される数列は形式的負担率であ り、C/B なものであるかをも、形式的租税負担率によ る楊合より一そ

によつて示される数列は実質的負担率の趨勢を示すものであ う明確に知ることができよう。

る。 もちろんここに示された数字は、実質的負担率をそのまま

形式的負担率を見るならば、昭和19年は確かに最涵を示し 示すものであると断定するこ とはできない。しかし、租税負

ている。しかし、国民所得より食料費を除いた額に対する租 担能力や課税の限界に関する諸説を思いあわせるならば、国

税負担率を見るならば、昭和19年は、戦前及び戦時中を遥じ
民生活にとつて最も碁本的な食料費を除いた国民所得に対し

て最高でおつたとはいえ、昭和26年を除く戦後の各年よりも
算定された租税負担率は、実質的租税負担率により近似して

おり 、国民の租税負担の感受度をも、よりよく反映するもの
まだ低いのである。こ こに示された数列7)意味するところしま であるというこ とができょう。

租税負担に関する国民一般の実惑よりしても、首肖されるの 国民所得に対する形式的租税負担率の意味するところが以

ではないかと思われるo 上のようであるから、次の第7表に示される諸外国の租税負

さらにあわせて、昭和25年の税制改正の効果が如何に顕翠 担率の差異も形式的に解釈されてはならない。（第7表）

第 7表 日米英の国民所得に対する租税負担率

日 本米 国 英 国 1

次 国民所1'•叶国 税 1租税総額国民所得 1国 税 1租税総額国民所得 1国 税 1租税稔額；

毎―一 低円1 ％ 劣 鉛 ド）レ ％ 形百万ポソト~I 1~ 
135 9.1 13.8 609 6.81 18.5' 4,126 18.1| 22各
2381 12.3 15.5 768 6.2)6.3 5,037 20.2 24.7 
308| 16.0 18.9 1,205 10.1' 17.2 6,941 233 31.6 
4601 28.0 29.8 1,833 22.2 27.2 8,310 37.71 40.5 

16.7 18.5 2,106 17.8 2J.2 9,07J 36.0 38.9 
20.6 24.4 2,236 15.8 22.6 9,928 36.9 39.6 
22.1 27.4 2,199 16.4 23.8 10,226 36.1 38.6 
16 8 22.6 2,310 18.9 26.6 10,660 34.4 36.8 

14.6 20.1 | 1 

た。 その結果、昭和19年と戦後の間における

実質的租税負担率の関係を；概略ではあるが
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第 6表食科費を除いた国民所得に対する租税負担率

備 考
(1) 日本は第5表 「国民所得と租税負恒」の僚考(1)ー (3)を参照のこと。
（2) 米国 国民所得は 、 分配国民所得で年度換g1を し て卯定した。昭和25年は第2•4半期分の年率換符領によつている。

叩税 （連邦税）は、 昭和24年までは決坑額、25年は予算額、地方税は、 昭和22年までは決卯頷、23、24年は推定甑、

25年は財務省査料による。但し社会保茄税は含まない。
(3) 英国 国民所得は分配国民所術で、国税は昭和24年までは実紐、25年は予卯、地方税は昭和21年まで実紐、以後は

21年 と同額と して岱定した。

租委臼担つ国際比較については前に述ぺたから、こ二には

印さ：：：：いが、第6表について述べたような点からいつても

ゎが国の形式的租税負担率が、米英両国に比して非常に低い

ことをもつて、附ちに実質的租税負担半においても低しと論

ィること（まできないとい うことを知りえよ う。米国の租税収

｀より社全保茄税を踪いたのは、これは租税収入と して一旦

に匡家た婦屈するものの、直ちにその全額が国民に遠流して

くるものであることと、わが国においてはこのよ うな税目が

こく、比絞する ことができないという理由に加ヽている。英

匡つ湯合ほ、社会保防制度がきわめて発逹しているのである

5、社会保茄税はなく 、これを普通のオ入によつてまかなつ

ている。 したがつて、英国の租税負担率がきわめて高いとは

いつても、社会1呆阿環として国民に遠流してくる分がきわめ

て多、、から、実質的租税負担率は相当低くなるといえよ う。

さらに二のような国際比較に際しては、生活水準の問題が

考室されなければならない。生活水準を示すバロメークーと

しては、物価水準のほかにエソゲル係数がよくあげられる。

巨知のように、エソゲル係数は、家計における総支出または

引得に対する食料挫研割合を示す数値であり 、この数餡は、 米英両国に比して、決して低いということはなく 、むしろ高

男得の増滅と述比例的に増祓することが知られている。エソ くなるのではないかとすら思われるのである。

五 係数によつて消袈水準を比較するためには、価格体系や 次に、物価変動を捨象した実質価値による所得の変動と税

再費爵造の分析が前提になるのではあるが、エヽ ノゲル係数の 引所得の変動を見よう。（第8表）

第 8表 税 引 国 民 所得 の 比較 （単位百万円）

国 民 所 得 租 税 税引国民所得 I I実質国民所得実質税引国民所得 ／

次 | ――  | ― 物価倍率 1 
金額 1指数金額指数金額指数 羹額指数金額 1指数

年 1 13,4651 100 1,8551 1001 11,610 100 ]．01 ]3,465! 100 11,610 100 
23,825 177 3,6901 199 20,135 173 1.5 15,883 118 13,423 116 
30,813 229 5,830 314 24,9831 215 2.l 14,673 109 11,897 102 
45.996 342 13,724 740 32,272 278 4.11 11,219 83 7,871| 681 

譴誓gl t：言塁雷晶雲温：醤｛晶翡閉：『l唱塁1 旦 t，醤 腐
2,874,700 21 349 788,532 42,508 2,086,168 17,9691 213.2, 13.484 100 9,785 84 
3,J14,0001 24,612 747,965 40,322 2,566,035 22,102 204.6 16.197| 120 12.542 108 
3,804,000 28,251 766,312 41,311 3,037,688 26.164, 222.0| 17,155 127 13,683 門

年
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恒考 （1) 国民所得及び租税負担額については、第5表「国民所得と租税負担」の備考(1)一(3)を参照のこと。

(2) 物価倍率は、昭和19年までは日本銀行小売実効物価指数、22年以降は、経済安定本部の焚定した実劾拗価倍率

（昭和 9~11年に対し、 昭和23府年で、155-1倍）と C.p.I • とによリ岱定した。 （昭和26年 2月水率）

殴酌の昭和 9~11年に比して、戦後の名目国民所得は箸し

屯 ぬし、昭和22年にお＼ ‘-r::84(音、23年は161（岩、24年は213

苗、 25年は 246倍、26年は3兆8千4十低円と、実に283（釦こな

っている。しかしながら、国税、地方税を涵ずる租税負担額

は、これよりも一そう培加し、昭和22年において 113（音、23

年は28嘩 、24年は425倍、25• 26年は税瞬征の結果24年よ

り若干俣く 、 それぞれ、 403 倍 • 413 倍となつている。した

がつて、税引名目国民所得は、名目国民所得の培加率に及ば

ナ、昭和22年において79倍、 23年は 141倍、24年は 180倍、

お年は 221陪、26年は262倍となつている。

実双所得を3防定するには、如何なる物価指数を用いるかに

ついて若千の問超がある。しかしここでは、租税負担を中心

砕すると二ろが、所得の高いものほど工ソゲル係数は低く

なるということであるから、このように分析研困雖な前提問

題は抜きにして、エンゲル係数の実際の数値を比較すること

によつても、消究水準の概略を推定することができる。

戦前におけるわが国のエソゲル係数は35％程度で、米英両

国のそれもこれとあまり迎わず、S0~35％程度であった。し

かし、戦後においては事梢はこれと全然異つている。終戦直

後のわが国におけるエゾゲル係数は、 70％を超える とい う高

い数字を示した。最近においては、所得の増加 ・物賓供給の

円滑 • これに伴う物価水準の安定等によつて、 エソゲル係数

は約50％に恢復している。 しかしながら、戦前の35％に比較

するならばまだまだ高 く、したがつて、消毀水準もまた戦前

の状態を回復していないといいうるであろう。これに対し、

米国の場合は、戦中、戦後を遥じてエソゲル係数は30~35劣

の範囲より逸脱しなかつた。英国においては、終戦徊後の昭

和21年においては迦こエゾゲル係数が下つて30％を下廻り 、

その後は約30％となつている。したがつて、さきに第6表で

示されたような実質的租税負担率を考えるならば、わが国1ま

として、国民の泊毀水準を比戟してみようとするものである

から、物価指数は、消究者物価指数または小売央効物価指数

によるのが正しいと思われる。用い うべき物価拓数は、戦後

においては、総理府統計局調、消数者物価指数 (C.P. I) 

があるが、これの戦前リゾク指数がないために、これを如何

に戦前にリンクするかについて、相当大きな問題が生ずる。

さきに経後安定本部の行ったところによれば、瞑和 9~11年 1 

に対する昭和23暦年平均の消投者物価倍率は 156.11倍であ

り、同即こして行われた総司令部及び総理府玩計局の賦箕で

は、それぞれ155.79倍、157.79倍となつている。このように

三つの試算の茫果がきわめて近似しており、また、この試算

が方法論的にいつても妥当な ものであるから、今日において



12 
]3 

は、この倍率は一般に承認されている。 常識的な史感よ り、
実質税引国民所得でも、昭和25年は戦前の 108%、昭和26年

当時の物価水準は戦油の約 200倍になつているといわれてい
は 118％と相当大Ii11こ上廻つている。もちろん、この間にお

たが、この指数とは、25％にも及ぷ開きがある。

昭和 9 ~1均 の貨幣価｛直によつて評価された国民所得及び

税引国民所得を、われわれは実質という言某を冠して表示し

た。尊定の鈷果は、われわれの生活上の実惑より相当離れて

いて、人口は、昭和9~11年の6,924万人より昭和24年は

8,260万人、 25年は8,320万人と20劣増加しているから、 国民

一人当りの金額では、次の第9表に示されるとおり増加率は

若刊恥ヽ。 しかしそれでもなお、一人当りの実質税引国民所

得は、昭和25年で戦前の90%、26年では殆んど戦前水準に近
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備考 （1) 国民所得及び租税負担御こついては、第 5表「国民所得と租税負担」の備考(1)ー (3)を参照のこと。

(2) 実汽国民所得の窮定に用いた物価指数については、第 8表「税引国民所得の比救」の備考(2)を参照のこと。

(3) 人口は総理Ji}統計局及び厚生省の濶査による。昭和26年は昭和2碑 と 同一とした。
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齢近の試邸によれば、昭和26年の国民所得は4兆 7千f慈円

にも及ぷものと見込まれている。第9表の計邸払礎となつた

国民所得は、当初見込の3兆8千4十飴円となつているから、

もし経済安定本部の試算した 4兆 7千似円という 国民所得が

正しいものであるならば、昭和26年の実質税引国民所得は、

戦前の水準をはるかに超えることとなろう。われわれの生活

上の実感よりすれば、このような数芦は若千高過ぎると思わ

れるから、このような鈷眸を紺［いた物価指数が、低きに失し

ているのではないかという 殷念が生ずるわけで之る。

これとは別に、われわれは生計費調査より央質生計費の比

較を行つてみた。 戦前の生計毀調査は一部に低したもので、

当時の平均あるいは標準とみなすことには相当の料題があろ

うが、一応この1叫函をぬきにして単純に比較を行 うと、生活

水準は昭和9~1碑 に対し、昭和24年は63%、昭和25年は65

形という 結果になつた。毀目別に見ると賊前の水準をこえて

いるのは光熟1ゼのみで、その他は、食料費（昭和z._1年は71%、

25年は74%）、雑役（両年とも62,る）、住居毀（両年とも47%）、

骰服毀（昭和24年は33%、25年は49%)となつてしる。この

ような点よ りいつても第9表にガばれている央買所得水準は

相当硲すぎるように思われる。

3. 税制の構成と租税負担について

租税負担は、負祖される租税の種類によつてヤ国を異にす

るものであるこ とは前に述ぺた。 この問起は粒局、甜税体系

の描成の問題であるから、普通に行われている直接税 ・間接

税の比絞を中心として以下に述べよう。

直接税 ・間接税の区分は、租税分類中もつとも古い起源を

有する。すでに1572年において、ジャソポークツは、フラ ソス

の財務行政を観察するに際しこの分類を用いていたといわれ

る。以来、租税転嫁論の発逹、社会主義思想の採頭とともに

両者の分類は広い論争をひきおこ し、 間接税は大衆課税であ

り、その負担は逆進的であると普通にいわれて今日に至つて

いる。しかしながら、事実上、直接税 ・間接税の区分はきわ

めて穀味であつて、人により 分類を異にするのが常である。

しかも今日においては、匝接税の太宗である所得税と雖も大

衆課税となつているから間接税を大衆課税として特色づける

従来の見地からすれば、両者を区分する意義は相当滅失して

おり、む しろ他の合理的な分類によることが望ましいのでに

ないかと思われる。直抜税 ・間接税の区分については、おお

よそこのようなl叫世があるが、この用語が古く より囮ll染まれ

ており 、広く用いられているから、ここでは一応この区分を

基準とするこ ととした。

(A) 直接税 ・間接税の区分に関する謡

醗税・間接税を区分する1，関準については次のような犀

がある。
（イ） 間接税を租税として認めず、直接税のみを租競 とみI:.

める説
（口） 租税の賦課如収という 行政技術上の手続を砧嘩として

区分する説

(9ヽ） 税源を基準として区分する説

に 転嫁の事実を非準と して区分する説

（科 立法者の意思による転嫁可能性により区分する説

（イ）の説は、間接税は、給付弗力を標準として分配されない

だけではなく 、その負担が全く恣意的であつて強制性を欠い

ているから、租税とみとめられないとするものである。間接

税 が、価格の背後に閑れてしまう から、担税者は、無意狼の

うがこ令付能力とは直接の関係なく 負担することは事実でち

るが、これのみによつて間接税を租税でないとすることはで

得税またほ財産税及び消究税の分類と大差なく 、逍接税．間

接税の区分とはいうことができないだけでなく、 消費税中、

直接消骰税をも間接税に含めることは、妥当なものではない。

⇔は、納税袈務者が担税者となるのが消接税であり、その

他のものが間接税であるとする説である。租税の転線は、他

の経梢負担の場合と同様に、市場における経済努力の関係に

よつて定まるものであり、経済社会の機描の如何によつてほ

同一の租税もちるいは転嫁し、あるいは転嫁しないものであ

る。したがつて、転嫁の事実を甚準として区分することには

著しい困態が伴う。

きない。 （おの説は今日の通説であつて、直接税は国家がその租税を
（口）の説はフラ ソスの税務’止守において用いられた区分であ

負担せしめよ うとするものより直接課徴するものであり、間
つて、直接税は確定的なもので、多少とも永続すべき事物ま 接税は、国家が納税者以外のものに転嫁されることを期待し

たは状態により賦諜されるもの、間接税は、一時的または偶 て賦課する租税であるとする説である。もつともこの分類に

然的な事物が顆現するに従つて課税するものである とする説 も多くの困難が伴う。

である。 したがつて、直接税は台帳税、間接税は従率税とい すなわち、立法者の意思は必ずしも確定しえられず、時に

うことになるが、この分類はちまりにも租税の外部的技術的 は対立する二つの意思も考えうるのみならず、経済社会の実

特徴を標準にしようとするものであつて、今日の檄税方式と
佑より して、必ずしも立法者の意思が実現されるとは限らな

いから、この分類は租税作用の解明にはあまり効果がないと
比較してもとりえないと ころである。

もいいうるのである。
、々）は和源たる所得または財痒を匝接に捕捉する税を直接税 直接税 ・間接税の区分には、このよ うな問窟があるが、洒

とし、所得または財産の支出によつて、間接にその存在を推 説に従いわが国の国税について区分すれば次の とおりとな

定して課税するものを間接税とする説である。この区分は所 る。（第10表）

第10表 直接税問接税の比率（国税）

次 1 総 額 r直接 税 間接 租 その他

ー一金竺1 五―金 額 I 劣 1金額□：I金額 I 劣

年 I 1,225,6071 100.0 426,696 34.8 700,006 57.1 

2,932,494 1 

4,931,3341 : 

1,631,162 55.6 1,130,744 38.61 :：：：::l :;; 
3,163,2201 64.11 1,516,7111 30.Bl 251,4031 5.1 

,, I 8.375.567 65.ll 3,947,1271 30.71 540,1341 4.~ 

11 I 99,409,4051 52.61 82,134,8801 43.41 7,f20,8321 4.0 

；：ご：悶］：： 32:：塁：：ii~:l ；ご：ご：：：ご：：：二；： 
557,115 47 ̀ ，, 304,150,000| 54.6 241,932,4T31 43.41 11,0認，000 2.o 

557,590 548 9ヽ 299,554,0001 53.7 248,969,5481 44.71 ,，067,000 1.6 

年

昭和 9-11 

14 

16 

19 

22 

23 

24 

25 

26 

備 考

（洋（茫千円）

(1) 税領には、歴雌毬売益金（燃料hl益金は含まない）、北支事件特別税、地方分与税を含むが、財産税等牧入金特別会

計受入金は含まない。

（公） 昭和24年までは決芥額、25年は補正後予芥頷、26年は予雰額である。

(3) 直接税 ・ 間接税 • その他の区分は大のとおリであ る。

直接税

所得税、法人税、特別法人税、地租、家民税、常業税、岱業牧益税、脊本利子税、法人呑本税、相続税、錬区税、

位荏税、外貨依特別税、取引所常榮税、取引所特別税、臨時利得税、利益配当税、公債及び社債利子税、配当利子特・

別税、埒加所得税、非戦災名特別税、北支1i件特別税、祈裕税、再評価税

間接税

洒税、泊涼飲料税、砂糖梢我税（砂糖特別泊投税を含む）、緞拐沿我税、郎発ill1税、関税、物品税、遊興飲住税、特

別行為税、匝1,t専売益金

その他

取引所取引税、とん税、有価証券移転税、兌換銀行券発行税、通行税、入場税、特別入場税、砲気ガス税、広告税

馬券税、取引高税、nl紙牧人
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(B) 国税における直接税間接税の区分の間題 点

ここに示された分類がち、次の租税については問翅が生

あるから、＼、 fれも間接税に含ましめることが考えられる。

(iv) 通行税 ・ 入坦併 • 特別入場税ほ、 いずれも直接．芍百
税であるが、巴収筏務わが介在することにより 、関揆税と

ずるであろう。
するこ とが考えられる。

Ci) 北支事件特別税は、
昭和12年に事変役の一部を支弁 地方税については、地方税つ数がきわめて多、 、;:,.つそつ

するため、課院万法の単純な特別叩n税の形式によつて、 規定が不紺iで、各税11の理解が困難でちること、地方税改

臨時的に設けられたもので、
大部分が阻接税に対する特別 する抗計が不允分でちること等の理由によつて、直接税、閏

附加税であるが、
一部分は、物品特別租として間接税であ 接税つ区分を行うことはきわめて困雉でちる。地方税の直接

る。 しかし本税は臨郡宙事究特別会計に含まれ、各年度の 税、間接税の区分が、これまでにちまり行われなかったのは

決ヰ額は紀額のみで、種邸別には行われていないから、物 このような富梢のほか、地方税7庄哉どの注窪をひく程度が少

品特別税が如何なる
比率を占めるのが不明で、便宜上全額 く、批判吟味をうげる機会が少かつたことや、戦前の地方税

を直接税に含ま しめたが、物品特別税は間接税であるか は、殆ど直接税のみより溝戌されており 、このようた区分を

ら、直接税ほ若千多くなりすぎているといえよう。
行うことの必要性が、殆どなかつたことなどに甚因している

cii) 特別行為税は、命至営業者の取引行沿に対して諜税 と思われる。

されるもので、取引高税に酷似しており 、個別的取引硲税
このよ うな問題点に招窪しつつ、われわれは、｛打名に示し

とも孵しうるから「その他」に入れることも考えられる。
たような区分にしたがつて拭祁した。そしてこれより 、地方

(iii) 叫気ガス税は、納税者は業者であるが、負担するの
税においては、終戦時まで訳接税の比率がきわめて祁く 、:ぅ

額っ90劣も占め、昭和23年にいたつて、はじめて70：：年度に
は消究者であり、

また馬券税は、競馬開他者に課税される
疇していることを知ることができる。（第11ji)

が、事実上れ担 90 
__,_-のは馬券の開買者及び払戻金受領者で

第11表 直接税閏接 税 の 比 率 （地方稽）
C紐千円）

「年 -‘
 ,‘

、-・
 

袷

一

，ウ

・

ー

t
_
-
l_1

ぐ

昭和 9-11 年

14 

16 

j9 

22 

23 

24 

25 

26 

/

0

 

額

。

／額

629,394 

757,110 

899,043 

861,324 

20,198,264 

83,083,378 

152,464,000 

100.0 

’’ 
＂ 
If 

＂ 

190,849,COO 11 

訊

I
 金

接

一
額

581,008 

710,918 

803,535 

806,48) 

17,911,351 

58,470,245 

104,069,000 

157,798,000 

税

/
0
 

0

、‘

—— l -
間接税

92.4 

93.8 

90.0 

9'3.6 

88.7 

70.4 

68.3 

82 7 

金額 1 劣

24.193 ， 3.8 

23,096 3.1 

i5,456 ]．7 

5,088 0.6 

718.086 ， 3.6 

16,339,411 19. 7 

訊，812,000 22.8 

3:.l,436,0~0 17.0 

金

の

額

24,193 

23,096 

74,052 

4::l,747 

1,568,827 

8,273,722 

13 5S3,000 

615,00'.) 

他

劣

3.S 

3.11 

&3 

5.E1 

7., 
!:l.9 

8.g 

o.s 

備 考
(1) 税領は、地方分与唸及パ市町村分賦領を含んていたい。

19年は予其畝、窃年は四定吼、
24 r以比はね方財政・委只会のf砂記丘 あ る 。

（公） 昭和16 ;1~ ま で及び22年は袂鉢叫
l3） 直接陀、間接税、その他の区分は次のとおリてある。

直接税 噂 lj地税 ・家｝繹 ・常ロ ・認］l］税 ．m．牝税 ・漁某権税 ・繹紐・地祖 ・鉱区税 ・れ迂
叩郡加税 • If・・国 民税 ． ．＊屯話加入虹 ・澤珪・＃畔 ・段別割 ・戸数割 ・戸別割 ・家鯰

税 ・罪廷 • 特別所得吃 ． 0？船舶税 ・ ＊自動ヽ此
・ 使ni 人税 ・ 固定衣産税・サ舟税••*l'.I 転車税・ ”喝車税・セ砂税 • 印滋 ・ 法定

割 ・ 市町村民税・目は投悦• と吝税 ・ 犬悦
外独立臼の大郊分（

そ fl l は咄分のみ • 印は附加弓をも含む）
間 按税 と畜税 ・接’名人税 ・法 之

•入場税 ・ 迎其飲た税 ・ 迎共税 ・ 入西免 ．
紐税 ・和気ガス税 ・洒泊収税 ・怜稲税（一部） ・

外独立悦 Cー郊）
そ 11.) 他・不動滋取得税、 ・紐引取説、 ••lt0動I餞、””荘、 ・吋霞話力0人t遠、

•·lttt揺、・渥税 C一部）広侶税、＊舟祝、

直碑、噂暉、•~金叫l（税、 法定外独立税（一部） C.;fEIlは取褐分のみ）

地方税の諜必は、国法によつてみとめられる地方税iL!度に ちる
から 財政活動に必妥な経叩、 -tuこより多く均~l.

ヽ

依存するものでちるから、地方公共団体は、その財配謬と うるものが多く支払う
ペきでもるという応益原則がとら2L-::

いたo応益＇りillllによると
きは、租税をれ担するものが不芯壱

住民の支払詣｝Jに応じて、任店に租税を課クすることを拘束

されている。しかして、地方公共団体の沿合には、In:承のtl,¥ な聞接税はしり、
巧 tられ、租税を負担する ものの明確なと季

合とは異り、七の財政活動が国民とより紅接で抒，接な戊係に 税が速ばれる＿
-とは必然である。このような見地から、2云

口―:

国においては、地方税の勺屯が直接税を中心としてなされて しいように組立てられていた地方悦ik系ぱ崩蕊つ危壊iこ渡し

きたのでちるが、さらに、女那事変以来うiプ）性に宮む有力な たので、昭和22年において、遊¥↓税 ・人湯税 ・広作税、23年

問接税は国家に存ji呆されていたから、地方税における直接税 においては、入場税 ・酒潤役税 ・内気カ・ス税 ・木材引取税等

の地位は、必然的にt母いものとたつたつである。 の間接税の採用によ り、その政格が企てられた。この逹果荘

しかしながら、終戦後、 地方自治の拡充に1,§いて財政需要 接税の比率は低落してしる。

が汚増したのと、念激なイソフレーシヨ ンカ屯暉したこと等 以上国税地方税を合計した総額1)直接税、問接＆な区分は

によつて、収益税を中心としてはいるが、収入に弾力性の乏 次のとおりである。（第12.};_)

第12表 直接税閑接税の比率 （国税、地方税の合計） C単位千円）

翌 額 1 直接税 間接税 その他
、―

金 臼ど竺．金 額 I比 李 I金 額 I比 李金 額比率

3 
％ ？6- 三

724.,199 39.0 123,098 

5,830,377 II 3,972,755 
5 1,153,840 31.3 1眈 634g

” ~,9?2,755 ~ •! 1,532,167 26.3 325,455 
9 3,952,215 28.8 589,881 乳

2:l9,363,379 " 117,320,756 SE 
529,0-,9,478 281,213,730 5: 
708,531,700 " 448,442,683 5t. 
747,964,473 " 461,948,000 6こ．`

昭和 9-11 年
14 
16 
19 

22 
23 
24 
25 
26 

ー／・

3129,,,,039108472272,,,,700708554 0 6 5 

54. 
63. 
68. 
66.9 3;952, 

5.0 

20228277946,368,~．852お767,,,邸4'"6 092 万

^^-̂ - - --- ―3.2 
• ・-・・---- 3.9 . --- -- •- --

l.8 

備考第10安及び第11表叫噌考参照のこと。

この表において明らかな点につき若干述べよう。

（イ） 霰時中における直接税の優位

較時経済への移行に際しては、何れの国においても、租

税負担つ公TEと賠買力の吸収を目的とした臨時利得税の新

設、所得税負担7)培加が行われた。わが国においても、戦

時態努に応ずる租税体系の粘術ほ、支那巧変勃発以来急浬

に行われ、昭和15年つ大改正によつて一応完成された。し

かし、戦争の緊辿化に伴う 国家財政の窮乏は、所柑税を中

心とした直接梯の培夕のみによつてまかないうるものでは

なく 、1釦臣以降は、累年問接税つ大ri]な増：校が行われた。

この活果、間接税7.)額は、相当大きく坪加したが、頂接悦

の額の培．加がより大きかつたため、直接税の占める比率は

依然として大きく 、咬浦に比し、国税7.)みでは、30.3劣、

窪では12.6％も荊加している。このように直接祐の比率

が増加したのは、臨守利柑税と所柑税7.)討1加に括因するも

のであつて、（所得税の増加については、後に所得税臼担の

梨年比較の項においてのぺる。第22表歩宦）所得税納税人

Rのこの間における坪1加半ば、きわめて大きいものとなつ

ている。所肉税の納税人員が激妍したにもかかわらず、そ

れほど直接税乃比・iiが培加しなかつたのは、北支芯件特別

税以来新設された閻接税が、臨守税たる性格を脱して同定

化したことや、澁税 ・殺物情四税 ・物品税につき、大ri]の

培公が行われた..:.とに入堕囚していつ。

（口） 終琺後に於ける間接税の比率の増大

戦埓中に年々培大した直接税つ比率は、終戦匝苅l),i阻和

19、20年において、 65劣という祁年を示したが、終戦後は

袋激に祓少し、ffH和23年においては、50劣に沢落してしま

つた。このように旗接税の比．約が．9&激に滅少した理由と し

ては、臨時利得税が廃,,沿．されたこと、生唯が減退した芍果

一人当りの実灯国民所柑が激岐したこと、所柑分布が平等

化したこと、納税思想が．悪化し、また乃税即；りが弱体化し

たこと、インフレ ーシヨンが怠激であつたこと等が名えら

れる。一人当り央沢困民所得の低下と所街分布の平等化は

所褐税における梨進品半の効果を冶しく減殺したが、これ

と財政：は要とが祖侠つて、低額所得どにまでT（い［i担が諜

9,189,659 
41,449,544 
61,831,925 
11,648,000 

4
8
8

5

 

4
7
1
1
 

せられるようになつた。後に溶22ふこ示すとおり 、納税者

の所得に対する所紺税7)/F均悦率は、終戦直前の昭和19、

20年は12.6~12.8劣であつたのが （蹂合所紺税を含む）、

終戦後においては20％を上廻るよ うになつたのでもる。所

得分布の平等度を示す係数として、一没に用いられている

バレート係数を見ると、戦涌は1.6~1.7でもつた7)が、終

戦直前は、1.7~1.8、終戦後は2.3~2.5となり 、極端iこ平

準化していることがわかる（第35表参照）。このように低額

所紺者にまで煎い所得税負担が課せられたにもかかわら

ず、なお財政品要を充足することができなかつた拮果、間

接税つ増改が行われ、その比率が相対的に増加せざるを得

なかつたのある。

（ハ） 不況期における問接税の優位

第12表におし、ては明らかでないが、一没にし 、われる「不

況期における間接税7.)裕位」について一言しよう。不況期

において、間接税の占める比率が相対的に培大ナるこ とは

第13表にも見られるとおり、各内に共遥した現＆である。

（第13表、第1図）

われわれは、ここで、炊気変動をよく反映するバロ メー

クーとして、卸充物価指数をちげた。その渚果、．溶旦五坐

び第1図に見られるとおり 、物（面指放と近接税つ比率との

間には、きわめて類似した傾向のある ことを知ることがで

きた。このような直接税の比率の相対的な底沿は、間接税

の比率の祖対的増大を意味するが、しからば何が故にこの

ような傾向がちらわれるのであろうか。

不況期において直接税牧入の1氏落する原因

思うに不況期においてiff接税の収入は、次の二つの理由

より して低下せざるを紺ない。

Ci) 名目所得の減少に伴い、税収の絶対額が減少する

とともに、訂接税t,t祖の累進性がこれによつて洛しく減

殺される。すなわち、妍大する失菜し一般の名目所紺の

低下により、多く のものば洩税蚊低限以下に低洛し、ま
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第13裏物 価 と 直 摸 税

I 
1 日 本米国 英国

年 次 扉量涵！ 直接税1 釦接税
物 価の比率卸売物価の比李卸売物価iの比率

- --1_%  l 疹―-,—― 劣
昭和 5年|106.2 34.3 86.4 68.0 100.') 58.3 

6 • I 89.81 30.0 73.0 58.6 87.8 59.0 
7 I 94.5 29.9 64.8 41.8 85.7 53.9 
8 105.3 30.41 65.9 33.9 85.7 52.l 
9 104.2 31.51 74.9 39.0 83.0 51.4 

10 1 108.8¥ 35.0I 80.0' 49.0 89.1 51.3 
ii I 115,9' 37,3 80.8 56.4 94.4 51.1 
12 I 139.7 46.7 86.3, 65.4 1os.9 53.21 
13 147.4 53.2 78.d 62.3 101.6 55.6 
14 I 162.8. 55.6 77.1 60.9, 102.9 55.71 

| | I 
15 I 197.8' 63.9 78.6 64.2 136.6 57.3 
16 213.5 64.2 87.3 73.8 152.8 61.5| 
11 I 213.4 63.5 98.1 81.8 159.4 62.si 

俯 老

(l) 日本 直接税の比率（国税）は第10表備考参照
(2) 米国及び英国の直接税の比率は、 大蔵省主税局、

「税制関係基本統計衣料集」（昭和25年版、p116,148) 

によつた。
(3) 卸売物価指数は次のとおりである。

日本 日本銀行調卸売実効物価指数（昭和5ー9年基準）
英国 Statistical Abstract for the _ United 

Kingdom及び MonthlyDigest of Statistics 

による。 (1930年基準）
米国 StatisticalAbstract of the United S:ates 

による。(1926年基準）

第 1図 物価と直接税との関係
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たその他のものも、以前よりは低所程水準に引下lie,れ

るだろう。かくして、 直接税乃最•も中心を占める所得税

は、その効力を喪失し、また名目価値の下落によつて、

他の収益税、財産税等の収入も滅9少するであろう。 しか

して、このような所得水準の低下は、物価の下落によっ

てある程度柑殺されるとはいえ、担税能力の低下を示す

ものであるから、控除の引下げや税率の引上げによつて

以前と同額の負担を強制することを不可能なら しめるの

である。

(ii) 屯接税のうち、財鋲税を課税客体とするものは、

その収入をあげることが若しく困雖となる。何故ならば

不況時代においては、納税者の手許にある貨幣額が減少

するだけでなく 、市場において財痒を換価することがき

わめて困難となり 、かつその価値が下落するから、財産

課税によつて従来の税収と同額を確保しようとするなら

ば、税源を破炭するような結果をす11来することとなる，

このような理由によつて、直接税収入は減少するのである

が、一方、オ出は必ずしも兜成するとは限らない。

不況期において問接税牧入が相対的！こ砲大する理由

この間にちつて、問接税は次のよ うな理由により、相だ

的に優位となるものとみとめられる。

間接税における課税客体は、取引砒または取引額でら

る。国家は配分された所得が消筏される過程におし・て、

租税を問徽するのであり、前接税のように、所得の配£

過捏において租税を課徴するのではない。不況期におい

て、このような取引枇または取引額は、絶体的には滅少

するであろう 。しかしながら平均消兜性向は増大するか

ら、その滅少は所得の滅少ほど急激ではない。したがつ

て、所得を課税客体とするI組［接税より、 消般を課税客F
とする間接税の収入の方が、相対的に増大するごとは話

らかでちる。

租税負担が「出接税中心でなされるか、それと も、間接税土

心でなされるかは、個々の経済主体の消毀に対して異なる影

密を与えるであろう。負担が直接税中心でなされる場合は、

個人消烈はその総額において規制されることとなり、個々 の

梢骰の選択には間接的に影密を受けるのであるが、もし問接

税中心の負担がなされるならば、租税負担は物価水準の1澄
に悶れてしまうから、個々の経箔主体は、所得を消費へ配分

するに際して、個々に規制されることになり、個々の財の消

毀を抑制するという性歿が強くなるであろ う。 一般的には、

消費性向の理論よりして、直接税も間接税も平均消費性向を

大ならしめるといわれう る。 何故なれば、訂接税負担の麟

は、可処分所得の被少となるから、平均消費性向は期大をさ'

るを得ず、また間接税負担の増加は、実質所得の低落を意昧

するから、やはり平均消費性向は培大せざるを得ない。

このよう に、直接税負担も問接税臼担も等しく平均消如

向を増大させるものであるならば、消毀者の立湯よりして、

匝接税負担と間接税負担とでは何れがより有利であろうか。

いま、x、Y二Rオがあり、 Y財について問接税が課税さi:

ているものとしよう。 この旭合における消投者の二財に対ナ

る選択は、無差別曲線と価格線の接点において決定される，

（第2図）
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第 2図 無差別曲綜1こよる税負担の解析
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とになる。したがつて、 消烈者にとつて虹接税は問接税に比

しより有利である。

4. 間接税負担の逆進性について

間接税は大衆謀税でありその負担は逆進的であるとは、よ

くいわれる ところである。このよ うな推論がなされるのは、

消毀支出金額の増加率ほど間接税負担額が増加せず、その絶

体額が比較的一定であると思われることに碁因している。問

接税負祖の逆進的傾向を最もよく示した資婆としては、英国

のコルウイソ報佑{ColwynReport; Report of Committee 

on National Debt and Taxation (1927年） があげられる。

同報告によれば、 1925年の英国において、16オ未満の子女3

名を有する有配者の間接税負担は次のとおりとなつている。

（第14表）

第14表

所 柑 陪 級

1925年7)英国における間接税負担

c単位ボゾド）

所 得 額 間接税負担額

100 11.88 I 
1,000 29.11 
10,000 121.30 

備考 Colwyn Report. (Report of Cor:-:r.ittee on 

National Debt and Taxation; 1927) 

本哀は納税者が16歳未満の子女3名を有する有配者

として行ったものである。

このように間接税の負担率は著しく逆進的であり 、負担の

公平に欠くるところがあるから、間接税全廃の議論も起hう

るのである。 しかしながら、間接税は、比較的多数の国民か

ら国家経費のために納付せしめる有効な方法であり 、また煎

接税の累進性の欠陥を是正しつつ、奢f多的消究の抑制にも有

効である等の長所を有するから、このような全廃論は当を釘

たものではないといえよ う。

このような問接税負祖の測定は、わが国でも戟哨において

二、三行われた。ーは大内教接の「家計濶査にあらわれた給

料生活者及び品業者の租税負担」、（昭和2年） であり 、他ほ

器林省の「森家の消牧税負担状況調査」＜昭和8年）である。

参考までにその差果表を掲げれば次のとお りである。 （第15
表、第16表）

第15表

和

朽 担

劣
9
0
:
"
!
 

1
2
1
 

率
＿

ー

家計調査にあらわれた絵羽生活者及び

農業者の租税負担 （昭和2年）

(1) 粕料 生活者

| 和．戸負担額 I
疇釦期麟計廊接税間接税計- -I円 呵円 ー 劣劣劣

60円未滋 0.dj 0.611 °.92 0.57 1.12 1.69 
80 ,, 0.61| o.941.55 0.88 1.34 2.2 

腐 ：：lば：盆｝醤Il喜ば悶｝盟誌：
1的，， 1.oi 1.291 2.36 o.89 1.06 1.951 

160 " l.:16 1.53 2.89 1.02 1.15 2.17 
180 、,I 1.66 1.55 3.21 1.09 1.01 2.10 
200 ", 2.44 1.64 4.08 1.4 7, 0.99, 2.461 
200円紅 1 3.60, 1.62 5.22 1.82 0.82' 2.64 
平 均 1.4! 1.34, 2.75 1.13 1.08 2.21 

- 7 

祖 率

邸IOS 7
 

eo ，
 

10 
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第15表 家計調査にあらわれtこ給病生活者及び農業者の租税負担 （続）

(2)農 業者

租税負担額 1 負
所得階 叛

直接税、間接税！計 l匝接税［

円円1 円劣
60円未 満 °•68 0.56 1.24 1.14 0.921 2.06 160円未 酒
80,,  0.94 0.67| 1.61 1.241 。•881 2.12! 180,'“.vu 
100 ,， 1.19 0.77 1.97 L28 0.84 2.12 200,， 2.81| 1.04 3.85 2.021 0.75i臼
120 ,， 1.60i 0 411 2.41 1.491 0.751 2.241 200円 以上 2.19 1.07I 3.26 1.291 0 631 192 
140 ,, 1.80 0.81| 2.61 1.43 0.641 2.07 平均 1.31| o.77| 2.081 1.36| o.80| 2.06’ 

備 考大内 兵衛家計調査にあ らわれた給料生活者及び股業者の租税負担、大原社会問題研究所雑誌 3の7

第16表 農 家 の 消 費 税 負 担状況（昭和8年）

所 得 階 級 平均 所 得
租 税 負 担 額 負 担 率

直接 税 1間接 税 I 計 甜接税 1間接税I 計

300円未 満 243ぎ円il 24.2円4 

13.19退.43 54' 

31.4円6 嘉
22溢．． 益叫I 

峰
600 II 464 25.69 35.14 5.54 

員7紐900 99 730.4, 41.91 55.45 5.74 

1,200 " I 
1,034.30' 62.46 81.89 6.04 

1,200円 以上 1 1,433.84 93.47 21.16' 114.63 6.51 1.481 

平均 747.66 48.38 13.711 62.09 6.53 1.s3I 8.30 

備考 良林省覇

これらの算定の結果によれば、わが国の間接税負担も、若

千逆進性を有していたといえよう 。しかし逆進的である とは

いつて も、昭和2年の罪定では殆ど比例的という 程度で、逆

鑑傾向は昭和8年の農家の消費税負担状況におI..べ：明らか

に認められるに過ぎない。すなわち、 第 15表によれば、昭

和2年の給料生活者の場合は、間接税負担は最高 1.34％よ

り最低0.82劣と、 稲々逆進的傾向にあるが、監業者の場合

は、最高 0.94% より最低o.63%とその負担率の差も少く、

かつ所得階級別にもきわめて不均斉な傾向を示している。こ

れに対して、 昭和8年の俣家における間接税負担の領向は、

第 16表にみられるとおり 、 より顕老な逆進的傾↑A]を示して

いる。 昭和 2年と 8年とでは税制には変化がなく 、間接税と

しては酒税、消凍飲料税、砂糖消毀税、織物消費税、関税、

煙草耶売益金があった。これらの語税の収入額は、昭和 2年

において676,800千円、昭和8年においては 607,266千円で

ぁったから、1戸当りの平均負担額を求めると、それぞれ、

56円54銭、46円 78銭となる。第15表の数字は1ヶ月を期

間とするものであるから、年間における間接税負担額を求め

ると、 飴料生活者は平均16円08銭、品菜名はこれよりきわ

めて低く平均9円24銭となり、いずれも 1戸当り平均負担

額に比して若 しく低いことがわかる。これは、間接税負担調

査とはいつても、昭和2年のそれは、仰かに酒税と煙耶耶売

益金のみの負担の調査であり、また昭和8年のそれには、当

時においては税収が比較的多かつた関税が含まれていないこ

とにもよつているが、しかし、さきに示した賭税のみでも、

1戸当り平均負担額は、昭和2年においては 34円69銭（月

額にして2円89銭）昭和8年においては38l円00銭とまだ相

当高いから、 間接税の 50劣以上は、一般の家計において負

担されていなかつたということになろ う。

このよ うなわが国の間接税負担の傾向は、元のコルウイソ

報告による英国のそれと比絞してみて、奇異に感ぜられるか

もしれない。しかし、先のコルウイソ報告による場合は、各

所得階扱と も1り：帯の規校が一定していただけではな く、所得

階級にも大きな変化があり、低所得階級と高所得階級の比率

は 100倍となつていた。これに対し、わが国の場合は、所得

階級の差はそれ程なく 、 3~4倍程度となつているに過ぎな

いから、この点よりしてもり釦啓なな傾向が現われなかつたも

のと思われる。

なおこれらの調査においては、負担率はいずれも直接税を

も含めた所得に対する比率として3防定されている。当時にお

いては、一般家庭における直接税の負担が僅少であつたから

間接消毀税の負担を配分された個人所得に対して考察する

か、それとも肛接税負担額を控除した可処分所得に対してみ

るかとし、う差は殆んどないといえる。しかし、間接税負担｛ミ

消般の函数と考えられるから、むしろ可処分所得を基準と し

て見るのが妥当ではないかと思われる。 ただし、間接税の負

担は、それのみを切離して考察する というよりも、直接税の

負担と比較考慮するために測定されるこ とが多いから、実捺

には、訂接個人税を控除する前の総所得と比較されるのが昔

涌であり 、また便利である。

最近における家計謁在より、 われわれは昭和25年にお合

る間接税の負担を測定 してみた。その結果は次表にみられる

とおりである。（第 17表）

―ヽ

第17表 家計支出隔紐別の間接消費税負担（昭和25年）

一人当り支出階級別 I世帯数 I閃均世胃翡雰<(?矛且1酒税 篇贔 l物品税 悶認 I入場税 I計 I負担

総 数 贔 畠 2,8醤 39.3円1 闊
，翌り翌

62.1円4 温 120.8円9 
2,000円未 満 167 1,571 14.88 .29 37.85 3.471 60.07 3,000 II 275 2,436 30.74 .43 52.42 7.24 98.65 4,000 ,, 188 4.30 3,324 53.31 .49 9.95 75.90 12.98 152.63 . 5,000 II 95 3.94 4,233 55.03 .86 13.56 75.80 

128235...24685 6 I 1 I 158.49 6,000 If 46 3.78 5,224 103.44 1.14 23.85 97.20 254.29 8,000 II 

りj
3.48 6,246 73.06 1.16 22.18 152.74 274.99 10,000 II 2.90・ 7,004 57.65 1.81 14.79 146.64 6187..70671 , 238.65 10,000円 以 上 4.00 12,413 105.31 .16 37.01 109.54 320.09 

備考 （1) 本表は、紀理府統計局覇消究者価格覇査 (CPS)の昭和25年8月分（東京都）について推舘した。

(2) 一人当リ支出階級別は、公租公課を含んだ支出金額によつているため支出金額（公租公課を除く）の欄の金額

とは見合わない。 ．

(3) 問接消費税は、 昭和25年8月現在の法律によつている。

この表は、昭和25年8月における東京都の消究者価格調

査を特別に集計した資料により推罪したものである。もとも

と、C.P.S.は、 独立した家計調査というよりは、 C.P. I. 

として知られている消費者物価指数の調査の付帯満査として

の性格が強いから、収支のバラ ソスが全然ないという ことや

箔究支出がすべて指数項目に統合されて しまつている等、若

干の問題がある。この推尊においては、指数項目ごとに購入

数と支出金額を求め、間接税負担額を箕定したから、指数

項目によつては分類の都合上、若干の過大評価や過小評価が

なされているかもしれない。

調査対象の1止幣諮成を同一にした方が、名担の傾向をより

よく反映する と思われるので、すぺての支出階級にわたり、

世啓規模を一定とすることが考えられた。しかしながら、こ

のよ うに世幣構成を同一にとるならば、貧料の関係上サソプ

ルの数は激滅し、各指数項目の頻度は若しく 少く なり、偶然

的原因の介入する余地が多く なつて、浩果に対する信頼度が

俣くなるから、 このような前提を設けるこ とはできなかつ

た。 したがつて、支出階級別の平均！財骰人員は、表に見られ

るとおり、低支出階級において多く、商支出階級になるにつ

れて逓減している。このため、推3位の結果は、世密規模を一

定と した場合、支出（所得）陪緑の相速によつて生ずる負担

以差異と、世帯蒋威の相違によつて生ずる負担の必異とが、

湛になつてあらわれている ことに、注誼しなければならな

l •o 

推ヰの結果は、前表の傾向と同じく 、進進的鋲向が微かに

らるというにとどまつた。すなわち、一人当りの支出階級別

で、2,000円未涵より 4,000円未酒の階級の間においては、

3.8%、4.0%、4.6％と負担は累進的であり 、逆進的頷向は、

;'J,000円を超える階緩においてあらわれている。 このような

麟の生じた理由としては、次のようなことが考えられる。

（イ）現在の間接税負担は、その大部分が酒税及び煙1肛那

売益金である。このことは間接税中に 占める 両税の比李

が、予ヰにおいては89.6%であり、この推謀の結果におい
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ても、負担額の91.2劣（国税のみで地方税である入場税を

除いた場合）という高李を示すことによつても知りうる。

飲酒する者や喫煙者の数は、特別の大世帯を除いては、世

帯箭成の如何にかかわらずあまり変化がないであろ う。 iiiJ

故なれば、この表に示される6~7人1眩帯荏度までのもの

は、批帯の大部分は子供で、かつ成年者は殆んどいないと

推定されるからである。低支出階級ほど平均世帯人員が多

いから一世帯当りの購入砒は一定であつても、批帯員一人

当り の購入数紐は、支出階級の上昇につれて逓増する傾向

がある。したがつて、このような一人当りの賠入祉の増加

李が、一人当り支出金額の培加李を超える部分に おいて：

は、負担率の累進的傾向があらわれる。表によつてもわか

るとおり 、最低支出階級より 4,000円未満の階級までの一

人当りの支出金額の増加率は、155劣及び136劣である。し

かるに、同じ陪緑の間における酒税名担額の増加率は、

207劣及び173劣とはるかに高く 、また煙草班売益金の名祖

額の増加率は、138%及び145劣とやはり相当邸い。 2,OOCI 

円未滴や 3,000円未面の阪支出階級においては、酒、煙享

等の嗜好品の消毀は、相当強く制限さ れると思われるかI

ら、さきにも述べたような、一世帯当り平均批帯只数の通

減によつて生ずる一人当り購入批の培加のほかに、一世帯

当り消毀の絶体的増加があると思．われる。したがつて、支

出金額の逓増に伴い、購入址のこのよ うに忍激な培加があ

らわれるのであろう。

さらに加えて、酒及び煙卒については、隅入批のみなら

ず、その品質も問題となる。何故なれば、次に見られる と

おり、品質別の税負担李は麻価な ものほど砧くなつている

から、支出階紐の上外につれて消究する品質の変更が行わ

れ、税名祖率は硲くなるのである。このよ うな傾向は、嗜

好品の消毀を強く抑制されている階級において、と くに卵

若にみとめられるから、税負担李が累進的になるような苗

果を招来するわけである。（第18表）
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バ ツ 1・ 110 本 15 10.8 72.o I 
価考滴洒は自 由販売洒の価格及び税額である。

このような傾向がみとめられるのは、一定の支出階級ま

でであつて、それ以上の陪級においては、ホ俯はこれとは

異つてくるであろう。何故なれば、購入し消践する品と品

奨とには、明らかな限度があるから、一定の支出階級以上

のクラスに屁する消伐者は、概ね同一品質のものを等位だ

け浩費することになるからである。もつとも、酒について

は、より上位の支出階殺となるにつれて消毀祉がコソスク

ントに培加する栢向がみとめられた。しかしそれも、支出

総額の増加率に比較するならば、きわめて位かな培加率に

過ぎない。

c.P.s.により勁労者の家計をみれば、4.7人IIJ:約で、

-1暉当り一ヶ月の和1支出金額が13,000円の階扱は、ち

ようど収女が相釘つている。 この附祓は、本表のように一

人当り支出階級別にすれば、4,000円未満の陪扱に屈す

る。このように収女相伯つて剰余を残さない陪扱において

は、いまだ消役に対する規制が大きく 、嗜好品の門費は相

当節減されていると思われる。したがつて、相当に貯裕r
る余力をもつたより上の附級において、始めて嗜好品の消

伐址の培加と、品代の変史とが」l：むといいうるであろう か

ら、第 17表において、6,000円未活の防級が1此称の負担平

を示し、これより上の陪級において逆辿的傾向を示してい

るのは、わが国の経済事t1'1をよく 反映したものであるとい

えよう。

（口） 終戟後年々問接税の培クが行われ、物品税の諜税瓦

囲もこれに伴つて沼しく拡大された桔果、一1与はn用品の

多くのものまでも課税される状態にあつた。 しかしなが

ら、昭和25年においては、13用品は殆んどJI課 税となり、

令移諜税の性格が強くなつて、一般祀庭で各乱にん＼入され

る，限税物品は、 マッチ、f介、 t脳叔‘月、はもみつ、9り子

紙、腕l!j計 、7埓環、輝饂、化粧品及び化剖用具、がま

叩枷、ライクー等であつた。このように、I！り接税がn用
品に課税されないようになり、布佳品諜税の性格を強める

に従つて、その負担の部齢的類rnJはなくなる。われわれの

推立の結果によれば、物品税のt1担半は、最低の2,000円

未活の陪級におして、0.2,,、6,000円未面の陪汲におい

て、0.5%、10,000円以上の陪扱において0.3％と、やはり

他の諸税の負担と同じ傾向を示した。昭和26年：こおして

は、さきにあげた物品のうち、半数は非課税となつたか

ら、現在の物品税のれ祖は、あまり逆進的ではないという

ことができよう。

（ハ） 砂糊消四税の負担額については、あるいは奇異乃忠

が抱かれるかもしれない。砂籾iに対する絃制はいまた措発

されておらず、配給によつて購入される一人当り数lil:li等

しいから、砂糊消費税の負担額は、各支出階綴とも等額に

ならなければならないはずであ如 われわれは毀将の侶合

上、砂糖の購入批のうちどれだけが配約によるもので、ど

れだけが非配唸ル ー1・1こよるものであるかを明らかにしぇ

たかつた。もちろんこれについては、一ヶ月一人当りの規

定された配紀批9こよつて祁定することが考えられるが、さ

きに一の(1)において実効れ担として述ぺたように、非茫＇・

）レートの砂糖の価格は、砂糖消既税を含んた陀粕価格に対

して相対的凋係にもるから、配を品の場合と同額の税を、

火効臼担として負担しているものとして罪定した。したが

つて、砂糊泊費税の負担額が、支出階翌別に逓培している

ような結果が生じたのである。

5. 租税と消費及び貯蓄との関係

前項において、われわれは、消代と租税との関係を間接税

t1担の逆進性という硯点より考寮した。しかし租税と消筏と

の関係の側郎は、これにつきるものではない。問接税負担の

郷 送の間迎は、陀分された所得を、最終消毀1こ振向けた坦合

の問迎でもるが、これより一膨朔つて、所得の配分過程にお

いてt1担せしめられた祖悦は、女II何なる経栢的性代を布する ‘ 
かが問題となる。この問題の一としに、租税と消毀及び貯召

との戊係の問題がらる。もつとも、ifi費性向やIt採抵向は、

同家経(tが女11191Iたる（饂に向！ナられているかによつて、らる

いはまた、女以変動によつても非常に3とつてくるのである

が、てこでは111愧iを租税との間にだけ限つて考察することと

しよう。
消費ヤ1：向と は、いうまでもなく 、所1,.｝を消役に配分するに

撚して選択される一拉的な心理的態度であり、平均消沢祖

は、 nI処分所1,・}に対する消費柁額の比+fとして、限界惜紐

向は、nj処分所行の培分に対する消役女出の増分の比李とし

切碑され、 すた貯裕祁‘りはこれらの逆数と して鈎定され

る。ー股的にいつて、所祖の培加は消毀の蛸加を伴うのでら

砂 、坪1加 した所得は、その全額が刑費されるものでItた

い。111J故なれは、 ii/1tによ る慾屯充足がある限度をこえると

きは、組オの動様がより曲くなる似iII.lJがある。したがつて所

得の水準が砂げるに多ilて、所柑と淫役との沿は大となる
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ばす）がちる。

このような消費性向及び貯裕性r；りが具体的に如何になつて

．るかを浪海 することは、税制の企画立溶にとり不可欠の前

足をなすものである。 何故なれば、介理的な税制を臥r．十る
て今に（文、租税m担が、国民の消費や貯浴に対して如何なる

彩きを与えるかとしう l!Il睦も、その‘9牒：として紹明されてい

な．ナればならなし、からである。

（出） 現に、昭和25年の閥人所得税の改正に際しては、

改正に よる兵担郭減が、同民の投本袷私をill（可に促進す

るかということを具佑的に測定することが強く要；Hされ

たのであつた。しかLながら、わが国においては、これ

女でに祐我性向の測定が行われたこと がなく 、かつこれ

に必要 な統計衣料も全くない状態であったか ら、われわ

れ 1::.t、 このため稲々 の仮定と推定とと用いることによつ

て 、 昭和2釦Fにおいて見込まれた佃人所得税の滋税紙

630億．mのうち 、 ゼ•:200位P]が貯おに向けられるものと打Ii

ば、政近われわれが試みたillll定によれば、わが国におけ

る限界貯蓄性向は、25劣であるからである。

これまでわが国におしては、収入と支出とを同時に見た家

計詞在はなかつた。しかし25年10月、C.P.S.の褐在方法の

改正によつて、従来の勁労者世幣収入誂在 (F.I ・S・）は、

C.P.S.と拮合されたから、勁労者については、収人と支出

とのバラソスを見ることができるようになつたっわれわれは

昨年10月より最近得：ンれた4月までの 7ヶ月の平均によつ

て、勁労者の消毀性向と貯裕性向とを測定してみた。用いた

交料が1年間ではなく 7ヶ月であるため、家計におし‘--c特殊

なホ付のみとめられる12月及び 1月の影四が過大にあらわれ

ているのでほないかという危慨が生ずる。しかし、月別に可

処分所得と湮笠及び貯荼との嗅係を比校してみた芍昂、12月

には家計支出の絶体的な培加ほみとめられるが、このような

頻向は各附肝とも同様であつて、限界消四性向や限界貯溶性

ヰ Lたのであった。枯朱的にいうならば、この11砂砂粕 向についてほ殆んど差異がみとめられなかつた。測定の結果

采1文幸千過大であつたということができよう。 1•J故なれ は第19表9こみられるとおりである。（第19表）

第19表 勧労をの消費性向及び貯蓄性向（昭和25年10月ー26年4月平均）

実収入階紐 紐刈線員公租公課Il (bCJ)処=分；；；得 I消 'l'I | 貯 蓄）元＇ I 世荏数 ―― I (A) I (B) (A)-(B)I梢究 (D)1(D)/(C)j貯裕 (E) (E)/(C 

竺3 数 15,1戸76 14,78円1 1,63円7 13,14円4 13,1568円21 I 100劣.3C -) 3円3 C -) o.3 

4,000円末沿 904 1,326 179 1,147 8, 746.5 C -) 7,358 C -) 641.5 

6,000 II 767 5,036 247 4,789 
77,，4函59 I 155.8 C -) 2 652 C -) 55.4 

8,000 II | 1,352 6,S99 365 6,634 120.6 (-) 1,371 (-) 20.11 

10,000 II 1,718 8,941 570 8,371 9,358 111.8 (-) £92 (-) 11.9 

12,COO " 
1,914 10,912 817 10,095 10,649 105.5 (-) 553 (-) 5.5 

14,000 // 1,666 12,912 1,065 11,847 11,988 101.2 (-) 145 (-) 1.2 

16,000 " 1,561 14,919 1,404 13,515 13,441 99.5 82 ~:!j 18,000 " 
1,185 16,910 1,686 15,224 14,540 95.5 655 

20,000 ‘’ 
966 18,917 2,026 16,891 15,!!59 93.9 1,021 6.01 

22,000 " 750 20,836 2,4171 18,419 16,809 91.3 1,605 8.7 

2-1.,CO'.> II 511 22,984 2,690 20,294 18,258 ¥?0.5 1,c-91 9.8 

26,000 ,, 416 2'1,929 3,162 21,767 19,512 89.6 2,1糾 10.0 

28,000 ,, ） と24 26,928 3,696 23/1-32 19,848 
85.4 I 3,397 14.6 

30,000 ’’ 
217 28,931 4,128 24,803 21,332 86.0 3,1¥96 14.1 

~0,000 円以上 925 40,";"47 7,5C6 33,241 26,558 79.9 6,660 20.0 

置 考

(l) 本表は総迎l(」粒計局~lの勤労名についての C P SIこJ:リ丼定したも ので昭和25年10月ー26年 4月の 7ヶ月平均（月

名）である。

(2) 蛮級 別は突牧入金額を基変として区分したもので実牧入は勤労牧入の外財並牧人等である。

'.3) 公租公課は旺接佃人税の兵担頷である。

(4) 泊 衣 は家計梢我である。CPSにおいてはこの中に公租公課が含まれているがこの表においては送引いてある。

(5) 貯窃は純貯桁額で翌月への繰越金、預貯金、偕金返済、共金の正の貯苫と前月よリ の繰屈金、予貯金弓（出、代金返

済交入、借入金のれの貯裕との差である。

6) 沿衣 と貯苫との合計領が可処分所1~に符合しないのは記入不術があるためである。

こ の表において、最低の二つの陪級、すなわち、央収入が 若干異る領向が現わられている。（第3函ち照）これは、この

い，の0円末洒と 6,000円未和の階級においては、他の階扱と 二つの階級のものは、勤労名とはいつても、勁労収人で宋叶
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浬烈の50%をまかなうことができない もので、 普遥の勤労

世帯とはその性質を異にしているためと思われる。実収入の

疇より直接個人税負担額を控除した可処分所得に対する平

均消喪性向は、廊労者総数の平均で、殆ど 100劣を示して

いる。したがつてその平均貯荼性向は、殆ど 0%となつてい

る。実収入階緑別に見るならば、 8,000円未満の階祓では、

平均消費性向は 120.6%となつている。 もつとも、この階緩

においてこのような家計の赤字が現われるのは収入の絶体的

該によるもので、公租公課の負担がないものとしても、平

疇 毀性向は 114.3？るとなり、依然として高い。公租公課が

家計の赤字と等しくなるのは、概ね10,000円～12,000円の階

級においてである。表によつてわかるとおり、この階級に

おける1!.t幣数は、すべての階級を酒じて最も多い。したがつ

て、実収入10,000円～13,000円の陪語においては、租税負担

が家計の赤字の直接の原因となつており 、このような階緑に

属する勁労者の世棺数は、総数1)20劣を占めているという こ

第 3図 勤労者の 貯菩性向及 び消我性向

（昭和25年10月～26年 4月平均）
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とができよう。もちろんこれ以下の階扱においても、家計の

赤字を租税負担が大き くしているこ 配とはボ実である。 しか

し、租税負担が家計の赤字の 50劣以上を占めるのは、8,000

~l0,000円の階級においてであつて、これ以下の［昔級におい

ては、収入の絶体的不足が、家計における赤字のより強い屎

因となつているといえよう。

実収入階級で、13,000円の階級を超えるならば、家計の赤

字は消滅し、階級の上昇につれて平均消挫性向は逓祓する。

表にみられると •おり 、 24, 000 円未満呵皆級では平均消筏性
向は90劣となり 、30,000円以上の階級では80％となつてい

る。

しかしながら、 先］こ述べたように、滅税による貯器の増加

額を測定するというような場合には、このような平均消既性

向や平均貯裕性向ではなくして、 限界貯裕性向が問薙とな

る。われわれは、 第19表を図式化して第3図を得た。 （第3

図）

0oS 

s~ o.i+'J. 
'f--3-

20,000 2~、ooo

ク―

2:3 

1が、資本蓄租に向けられるものと推算したのであった。し

かし、以上の測定の結果によれば、勤労者の場合の限界貯蓄

性向は、24..2形で約4分の 1であり、かつ、個人栗主の楊合

も、限界消毀性向にはあまり差異がないと思われるから、 3

分の 1が毀本苔戟に向けられるとした推箕は、若干過大であ

つたといえよう。

今日においては、所得税の諸控除額は若しく引上げられて

おり 、所得税を課税されるものは、概ね家計牧支のバラソス

がとれて、赤字がないものとなつていると思われるから、も

し、「祖接個人税の減税が行われるならば、その25劣相当部分

は貯器に向けられるもの と推定することは、大体において正

しいのではないかと思われる。

このような性向を諸外国と比較することは、査料の関係上

著しく困難である。われわれは、1935~36年（昭和10~11年）

における米国の所得階級別収支バランスによつて、米国にお

ける消費性向のi¥lli定を試みた。 冥定の基礎となつた資料は次

のとおりである。（第20表）
この衰料により 、われわれは、一世帯当り平均の可処分所

得、 淫費及び貯荼を求め、グラフを描いた。（第4図）

第4図 米国における泊我性向と貯蓄性向

(1935~36年）

日10.000

30,000円

可処分所得

すなわち、可処分所街を横軸に、消毀及び貯裕を縦軸に目

盛つた場合、その領向は図にみられるとおり、顕著な直線的

傾向として現われる。そ して、われわれが今問煙にしている

屎界貯蓄性向と限界消牲性向は、この祖線の方向係数にほか

ならない。何故なれば、限界貯裕性向は、所得の増分に対す＇ る貯荼Z)増分の比率、すなわち、所得が増加した場合、その

うちより貯菩に向けられる部分の比率であり、図においては

これが腹線のなす角度の正切として現われるからである。

もつと も、直線的傾向 とはいつても、さきにも述べた最低

の二つの階級、及び最裔の階級においては、若干異つた傾向

が認められた。貯蓄IJ!：向についていえば、傾向は大部分は腹

線的ではあるが、可処分所得が20,000円をこえる階語におい

ては、眼線的というよりも、横軸に凸な、きわめて緩かな曲

線の傾向を示しているといいうる。 このように、限界貯祖性

向が逓増する傾向にあるということは、貯紫性向の性質より

も類淮し うるところであるが、この調査に用いられた資料で

は、この部分のサソプルの数がきわめて少く 、かつ階祓区分

にも問庭があるから、ここではこのような逓増の傾向が認め

られるということを注意するにとどめなければならなかつ

た。 後に1935~36年の米国における消費性向の測定について

述べるが、C第4図参照）米国の場合は、きわめて高額所得階

府まで資料があり、このような曲線的傾向は、きわめて顕若

にみとめられた。

われわれは最小自乗法によつて、この直線的頷向を数式化

した。かくして消費と可処分所得との関係を示す数式として、

C =3,041+0.755 x 

C＝消毀 X＝可処分所得

鑓た。方向係数は X の係数であるから、これによつて、限

界消費性向紐756、すなわち 75.6劣であるという結論に到

逹した。
同椋にして、貯薬と可処分所得とについては、

:／/:0:／n;3:R[00/／す／処：m分rn:／/：／：三6年／：E：xp処岱：／／，：19:；3h[d ：゚；Ol〗／貯／c : C9/／介

消
贄
令
貯
蓄

iQOOO 

消杓

（い）砂い19表の数＇字 2払浪~とし7 伍小自采北によ ＇）求のた．
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これによれば、消控性向も貯蓄性向も、ともに相当梵曲し

た曲線祝傾向を示している。したがつて、これらの性向を単

純に算定するこ とはできない のであるが「5,0COドル未洒」

以 下の階級においては、比較的曲線の梵Ill!度が絞く 、かつ、

これらの階級に屎する世魯数は、総数灰98劣を占めるので、

この部分について腹線趨努線をあてはめてみた。その結果、

限界浬毀性向は75.2%、限界貯芸性向は24.8劣という 結論を

第 3章

租税はすべて国民によつて負担されるものであるが、この

砂間接税 （流通税を含む） は、市場における価格の背後に

悶れ、直接の負担を摺成しないから、国民にとつてほ、それ

ほど大きな負担の感 受度を与えないであろう。これに比して

所得税 • 財産税 ・ 住民税 ・ 固定衰涯税等の直接個人税は、 納
税者の「直接納付によつて負担されるから、これの与え・る負担

第21表

年 次

昭 和
9-11 

14 

]6 

19 

, 22 

'2 3  
＇ 

24 

25 

26 

一年

個人所得(A)l 
3,007 

:2,515 

8,394 

1,777 

19,300 

8,200 

2,000 

2,000l 

3,647,000 

得、わが国の場合と殆んど差異がないことを知る ことができ

た。

訣気笈動は、平均淫毀性向や平均貯怒性向に対しては別召

な影密を及ぽすが、限界消吸性向や限界貯滋性向は、それほ

ど変化するものとは思われないから、 ここに測定された75.2

％及び24.8%という数字は、大体において、米国における消

究者の選択の度合を示すものではないかと思われる。

直接個人税負担の測定

4,052 

6,270 

6,804 

8,126 

648,598 

1,048,000 

1,233,::iOO 

1,270,800 

1,333,3001 

の感受度は、 きわめて大である。と くに近時におしては、な

接税の太宗である所得税につき、 負担の公正の観点より、相

当孤李の累進税李が採用されているから、納税者の負担の葱

受度はより強くなっているといえよう。戦前戦後にお．ナる直

接個人税負担の変逗は、 第 21表に見られるとおりである。

（第2壕）

食料費を除いた個人所得に対する直接個人税の負担額

食料費を除いた 直接個人税

食料 翌
I 

個 人所 得CB) 負担額 (C) I 

8,9551 6451 

16,245 

21,590 

33,651 

490,702 

1,100,200 

1,558,500 

1,901,200 

2,313,700 

1,236 

2,320 

5,199 

100,644 

240,365 

374,170 
＇ 361,646 

345,924| 

負

CIA 

（単位百万円）
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俯考
(1) 個人所得は、経済安定本部推計、但し、昭和25年以騨は分配国民所得を基準と して悌定した。

（・:l) 女料我は昭和19年 までは経済安定本部国民所得統計による。

昭和2訟以砕は個人消費支出 とC.P. S.及び殷家経済翫査によるエンゲル係数とにより打定した。

(3) 直接涸人税負拒頷は国税及び地方税 這 咋 次 の 詰 税 の個人分で、国税は昭和24年までは決坪額、お年は捕正後予

芽額、26年は予i1割 、地方税は昭和16年まで及び2咋 は決 符訊 19年は予打額、23年はサ遺見込額、24年以降は予惇

推計額である。
国税 所得税、地租家民税、岱業税、泌粟牧益税、相続税、臨時利得税、衣本利子税、培加所得税、ガ戦災者特別税、

富裕税、再評価税
地方税 地租附加税、営業牧益税附加税、所得税附加税、鉱菜税附加税、特別地税及びl口］附加税、家屋税及びIn]附加

税 常業税及び同附加税、戸数割、段別割、家屈割、不勁症取褐税、逍）飢屈民税、市町村民税、事染税及び同附加

税、特別所得税及び同附加税、 自動車税及び同附加税、霞話税及び同附加税、舟税、自転車税、訂 ii税、法定外独

立税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、その他

個人所得に対す る附接個人税の負担率を見るに際し、われ
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但

に

なっている。すなわち、昭和19年においては、弟に食料役の

比李が低いだけではなく国民は消毀する機会をもつていなか

つた。これに対し、戦後においては、国民は消致 しうる充分

なだけの所得をもつていなかつたのである。

直接個人税負担額は、昭和2“F1こおいては3,74.2低円と、

実に 9~11年の 580倍に増加 し、 個人所得に 対する負担率

も、13.4劣と最高を示した。しかし、それでも、食料費を除

いた個人所得に対する名担率が24.0劣である という のは、あ

るいは些か軽すぎる結論があ らわオ、ているように感ぜられる

かもしれない。 実質的に租税であった強制寄附金を含めて

も、この数字はさらに 2.5劣程度増加するにすぎない。しか

し表によつてもわかるとおり 、同年における個人所得に対す

る食料毀の比率は、まだ44.2%という高率を示してい る。総

理計局消費者価格調宜によれば、全都市平均の一批幣当

り家計支出金額は、昭和24暦 年において、142,618円、24年

度においては143,983円で、その食料毀は、それぞれ86,815

円、86,012円となっているから、エソゲル仔数は60.9％及び

59.7劣とやはりまだ栢当に『5い。このように食料毀の比李が

相対的に大きい粍果、他の支出項目は強く圧迫されてい ると

思われるから、食料喪を除いた個人所得に対する臼担宇が低

くても、負担の感受度は強かつたわけである。

いては、所得税のみの臼担李でもこの数字を上廻る状態でお

るから、個人所得税のみに且いらず、すべての匝接個人税をち

わせた坦合の負担率がこのように低しと¥,•うことは、 現在に

おけるわれわれの負担と比較 してみて、
梵異的ですらもる。

当時の所紺税は、今日の法人税である第一祀所得税、利子

所得などに対する第二稲所得税、利子所得以外の憫人所得に

対する第三租所紺税となって いた0
• 第：：：：：種所得税の免税点

年

昭和年

I 9-n 
14 

16 

19 

22 

23 

24 

25 

26 

偲考

{l) 所得金額は基礎控除、勤労控除等の諸控除前の金額で税窟iは諌税額 （賦課領）である。

(2) 昭和 9~11年及び14年の計数は第三穂所得 税のみで人員は同居栽族を含む納税者総数である。

(3) 昭和16年及び19年の計数は分類所得 税及び綜合所得税について次の通リ符定した。

H) 人且は分類所得税賦諜課税分の当初決定人只と甲稲劾労所得及び甲種退琺所1和の実際納税人旦（推計） の合計で
ある。

（口） 所得金額及び税領は分類所得税賦課課税分と 甲釉勤労所得及び甲踵退躁所i替との合計額である。

(4) 昭和22年以飾は 111告納税分と源泉課税分とに より符定した。但し利子配当所得、退殺所得及び丙穂事業 所得に対応

する費金、原稲料及び外交且集金人等の人兵、所得及び税栢は合まない。

(5) 昭和24年 までは税務統計1こよる当初決定額、2碑 は補正後予t1によ る見込額、26年は予31の見込額であリ 、25年以
降は人貝中には同居親族を合まない。
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戦時中と戦後を迎じて、所得税の大改正は二度行われた。

そのーは昭和15年の改正であり 、他は昭和 22年の改正であ

る。その概略は、本月報第2号、所得税の税率及び控除の変

造に示されている。

昭和11年までの第三種所得税は、免税点ほ 1,200円で、

税李は0.8~36劣 あまり託くない累進税率であった。したが

つて、昭和9~1均においては、納税者の数や総所得金額が

少なかつただけでな く、表に見られるとおり 、平均税率も4.5

劣ときわめて低かつたかか納税者一人当りの税額も118円と

低かつた。昭和 12年の租税増徴に次ぎ、昭和13年には、免

税点が 1,000円に引下げられ た。 この結果、 納税人員は188

万人、総所得金額は 50低4,400万円と、 それぞれ約2倍に

増加 した。同時に税李も最低 10劣より最高 50劣と、以前に

比して相当高い累進税挙に改正されたから、平均税率も 8.7

劣と約2倍にな り、 税額は約4倍と大riJに増加した。

昭和 15年において、従来の第一種、第二種、第三種所得

税は廃止され、第一種所得税は法人税となり 、第二種及び第

三種所得税は分類所得税及び綜合所得税に改正された。同時

に分類所得税においては、従来の免税点の考え方は廃止さ

れ、今日と同様の基礎控除が取入れられた。分類所得税の特

色は、緑合所得税方式の詞ー的課税によつて生ずる負担の不

公正を避け、所得種類別の租税負担能力に応じて税率を決定

できることにある。現に昭和15年においては、税率のみなら

す・)＆礎控除にも所得梱類別の距等が設けら れ、勤労所得は

720円、退檄所得は10,000円、事業所得及び山林所得は500円

となつており、 賓産所得については控除が認められず、その

税率も高かつた。

このような改正の結果、昭和 16年においては、納税人員

は9~11年の5.2倍に増加した。 しかし免税点がより低い基

l 焚控除額に改正されて、低額所得者まで課税されるこ ととな

った結果、 総所得金額の培加索は人員 の培加率 に及ばず、

4.6倍にとどまつた。平均税率が昭和 14年と同率の8.7炒で

あるという のは、些か奇異に感ぜられるが、分類所得税にお

いて甚礎控除が採用され、かつその税李が比較的低かつたこ

とと、綜合所得税において、税李は最低10％より最麻65％ま

で7)梁進税率に引上げられたとはいえ、 その免税点は5,000

円と、なお相当益かつたこと とによつて理解されよう。平均

税率がこのように不変であったため、税額は9~11年に比し

ては 9倍となつたが、14年に対しては船所得金額の増加半と

同様に2.3倍となつている。

昭和17年の基礎控除引下げと税率の引上げに続き、 昭和

19年にはさらに税率の引上げが行われた。この鈷果、納税者

数は、16年に対 して 2.5倍となり、9~11:年に対しては13.1

倍と激妍した。 総所得金額は16年に対して 2.3倍の培加にと

どまったが、平均税率が12.6%と大巾に？ぶくなつた結果、総

税額は、16年に対して3.4倍、9~lll印こ対しては30.3倍と

大巾に増加した。このような戦時中における年々の所得税の

増啜が、戦時中における直接税の町 ＇，：となつてあらわれたこ

とについては、前述したとおりである。

終戦後の昭和22年において、分類綜合二木廷の課税方式

は廃止され、餘合課税一本に改正されるとともに、謂期的た

申告納税制度が採用された。 昭和22年における納税人員は、

9~11年に対して21倍に過ぎなかつたが、終戦後のイソフレ

ーシヨゾにより、名目価値は蓉しく膨脹した結果、実質所得

は低落しているにもかかわらず、訥説者の総所得は 209倍と

彬脹し、 税額は実に992倍にも増大した。税額のこのようた

激増は、低い基礎控除額と、最低20劣より最高85％にも及

ぷ急激な累進税率とに基因する もので、平均税奈は21.2劣と

各年を通じて最高となつている。

22年以後は24年を除き、年々控除額の引上げと税率の引

下げとが行われたのであるが、生産の増加による実質所得の

増加と、物価騰殴による名Fl所得の培加とが祖侠つて、納税

者数はあまり培加しないにもかかわらず、総所得金額は奢し

く増加し、ために税額の増加を見たのである。しかし控除額

の引上げと税率の引下げにより、平均税率が年々低下したこ

とは表によつて明らかである。

昭和25年における控除額の大巾の引上げにより、所得税

を課税されない失格者の数は若増した。この結果、9~11年

以来年々増加の一途を辿つてきた納税者数も、始めて減少す

ることとなつたのである。

さらに、税率の大巾の引下げにより、所得金額は殆ど違わ

ないにもかかわらず、税額は、24年に対して 30%かた減少

し、 23年と殆んど同額となつた。しかし、昭和 9~11年に比

餃 すれば、納税者数はまだまだ多く、有業者の大部分はまだ

所得税を負担しなければならない状態にあり、またその負担

李 も2倍以上になつているから、所得税の負担はまだまだ霞

いといわなければならない。

2． 所得種類別の負祖

次に所得税負担の変造を所得の種類別に見てみよう。この

よう な考察にあたつては、まず、国民所得の描成が、如何lこ

変化してきたかを見ることが前提となろう。わが国における

国民所得の種類別構成の変遷は、次表に見られる とおりであ

る。（第23表）
すなわち、個人純利子所得、個人貨代料所得、個人配当所

得及び煎役牧与の合計額（表産所得）ほ、戦前及 び戦時中

は、国民所得の一定割合を占め （18~22%)その比率にはあ

まり変動がなかつた。 戦時中配当制限があつたにもかかわら

ず、咬産所得の比率が安定していたのは、個人純利子所得が

とくに預貯金利子の増加が大であったことに基因している。

すなわち、国民所得笹額は、昭和9~
11年の135低円より16

年には 308鉛円と 2.3倍、19年には460似円で3.4倍となっ

七 個人賃箕料所得は、9~11年のた。 そして在部所得のうJヽ

2,404百万円 (1.6倍）、 19年は2,730
1,533百万円が16年は，

百万円 (l・嘩）、個人配当所得（諏役‘此与を含む）は、 9~

11年の625百万円が 16年には
1,293百万円 (2.1倍）、19年

いずれも国民所得の増加李
には 1,566百万円 (2.5倍）と、

を下廻つている。 これに対し個人純利子所得は、9~11年の

759百万円が 16年は1,856百万円 (2.4倍）、
19年は4,072百

万円 (5.41音）といずれも国民所1加渭加率を上廻つている。
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第23表 国民所得の種類別構成の比餃 （単fi‘i．百万円）

年
国 民所得

次
金額I劣

究涯所得―I勤 労 所 得 個人業主所得 法 人留保所得

金額 ！ 形 金 額I% I竺＿耐―%―lぎ］リ三

I ：三ここ胃9;，虞鴫冒〗！，7：聾瓢 鳳〗 (12＼凰(`〗
昭和 9-11 年

14 

， 
13,465 

23,825 
I 

100.0 2,913° 21.6 5,154 38.3 4,694 34.9! 332¥ 2.5 

16 

19 

22 

23 

24 

25 

26 

備考

30,813! 

45,996 

1,128,700 

2,165,300 

2,874,700 

3,314,000! 

3,804,000' 

,, 

" 
” ,, 

" 
” 

5,553 

8,368 

18,200 

35,400 
I 

(1) 国民所得は経済安定本部推計分配国民所得で、昭和19年までは胚年、22年以降は年度の計数である。

(2) 所得の種類別は次のとおリである。

安産所得 個人虹伐利子所得、配当及び重役買与

勤労所得 励労所得

個人業主所得 個人業主所得

法人留保所得 法人留保所得（法人税を含む）

(3) 各踵類別所得金顧の合計額が国民所得I'::符合しないのは、このほか官公企業所得、海外事架労務利益があるためで

ある。

これは、国策遂行のため強制貯苦が強力に推進されたのと、

経済統制と物咲1)欠乏から、国民は配分された所得を消既し

うる機会をもつことがあまりできず、この点より、貯祖する

傾向がより強められたことに払因するものと思われる。

戦前及び戦時中を遥じ、勤労所得は、 昭和14年を除いて

は、個人業主所得よりも多く 、その国民所得に占める比率は

37~39劣であつたが、終戦直前の昭和 19年においては、個

人菜主の配置転換、強制徴用により 、その比李は一挙に10劣

近 くも増加して、46.5％となつた。 国民所得統計によれば、

臣林水産業を除く一般産業の被餅者数は、 昭和9~11年は

988万人、14年は 1,2271万人、 16年は1,232万人、 19年は

1,319万人となつており 、 とくに昭和19年において激増した

という額向はないから、このような、国民所得に占める勤労

所街の比率の老培は、一人当り貨金の培加と、 個人業主所得

の相対的下落に1店因する ものであるという ことができよう。

個人業主所得の相対的7‘・落は、主としてその莱主数研祓少

に払因 している。国民所紺紘計によれば昭和9~11年におい

ては、品林水蘇業を除いた一般産業の個人業主数は、418万

人であつた。しかし昭和 14年においては386万人と 32万人

祓少し、1“Fにはさらに64万人滅少して322万人となり 、戦

争木期の 19年には、250万人と 9~11年の60劣に減少して

しまつた。そしてまた、戦時生産の拡大は、大企業を潤した

とはいえ、大部分の個人栗主はその影密を受けず、むしろ配

粕統制によつて、一菜主当りの取引址は滅少したから、一業

主当りの平均所得も、物価騰代の割合に比して相対的に祓少

せざるを得なかつた。したがつて、国民所得中に占める比率

も、相対的に怒しく滅少しなければならなかつたのである。

法人留保所街が若培した原因としては、配当制限による社

内留保の増加や、個人業主所得の相対的滅少に伴う会社利澗

の培加等が考えられるが、より主要な原因としては、戦時生

産の拡大があげられるべきであろう。

しかし戦後における経済変動は、このような関係を一変さ

せてしまつた。 恐激な物価騰費は、預貯金2)価値を完全に破

捩するとともに、査産より生ずる用役の価値をも滅退せしめ

たが、また人件投の暴聡や生産不振によつて配当も激滅した

ため、賽産所得の占める比率は、以前の比率の110％程度に 1,

下落してしまつた。最近は、家賃の引上げや、有配会社の増

加によ り、若干回復してはいるもののまだまだ低い。

これに対し、個人業主所得は、戦後において葱しく膨脹し

た。 昭和22年における個人菜主所得の比率は、 63.3%と戦

前の約 2倍、19年に対してほ 3倍近くにまで増加した。イソ

フレージョ・ノは個人業主を潤 した。 昭和22、四年における所

得種類別の樅成比挙は、イソフ レーシヨゾが、国民の如何な

る部面に有利であったか、如何なる部面に不利であつかを、

最も端的に示すものといえよう。しかし経済の安定にともな

つて、個人架主所得の比率は年々滅’少している。それでもな

お、昭和 26年の47.8？る という比率は、戦前に比して 1.4偕

で相当に低い。

勤労所得は戦烈な賃上げ闘争があつたにもかかわらず、あ

まり増加しなかつた。何故ならば、賃金の引上げは常に物価

の騰代を追いかけて行われ、しかも物価の聡鉗はより激しか

つたのである。

戦時中において、屈用位の培大は飽和点に逹し、遊休労鋤

力まで動員されていた。戦後復員や引揚げによつて増加した
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労懺力は、このように強制されていた就労名と交代するか、 らなかつたのである。この点にも、戦後の勁労所得が、朽対

過却地位に復掃するかしなければ、失栗するほかはなかつ 的にあま り饂 しな力つた原因があり 、そしてまた個人芦

た。何故なれば、大部分の企業は、戦時中において労蘭力の
数とその所得が飛蹄的に増加した原因がある。何故なれば、

住困からきわめて非能率的な労鋤力をもやむなく抱えこ
んで 非自発的失業を余依なくされた労鋤｝］は、生活のために物交

しまつていた。 そしてまた物究の極度の欠乏と生産設備の破 の欠乏を利したプロー カーのような個人業主へと多く化して

捩とによつて、生産は著しく低下していたから、生産の拡大 いつたからである。

は、何ら新たな雁用砿の増加を必要とせず、従来の雇用拭で
このような国民所得の箭成の変動は、当然所得税納税者つ

もありあまるほどであったからである。したがつて、雇用祉 所得の描臥に変動を与えすにはやまない。 戦前戦後における

の増加はあらわれるヘ
＇くもなく 、逆に企業は経営の合理化の 個人所得税の納税者の所得及び税額の種類別梢成は、竿24表

ため、 屈用祉を滅少してよ り効李的に稼働せしめなければな
に見られるとおりである。（第24表）

第24表 所得税純税考（個人のみ）の所得及び税額の紅類別構成の比較 （単I立百万円）

(1) 金額

総 額 賽産所 得 勤労所得 個 人 業主所 得

年 次 _ ―←-----
所得 ！税 額所得 1税額 所 得 1税 額 所 得 税 額

昭和
9-11 年$ 2,752I1 1241 1,109 67I 1 740 21 858 叫

14 5,，5し 32 4791 1,988 2431 1 1,561 88 1,869 143! 

16 10,， 448 1,2071 2,7641 5601 3,538 221 4,C23 410 

19 30,464 3,8991 3,602 1,047 I 17,936 1,381 7,251 1,2蒟， 

22 560,'948。!I 120,954 2,2991 654 274,335 30,855 276,263 81,1161 

23 1,346,478 236,794 2,965 I 725 729,074 81,318 602,203 140,30~1 

24 1,9 908,9 054 340,667 6,113 1,596 1,141,583 153,370 740,749 169,125! 

25 2,00i,209 233,9161 15,442 1,8561 1,261,787) 112,799 710,153 110,20 

26 2,041,841I , 226,983I ; 19,2191 2,159: I 1,291,446 109,129 713,610 

(2) 構成比率

昭和 年 1 

9--11 100.0 100.0 40.3 54.0 26.9 16.9 31.:, 27.4 

14 ,,,,  35. 9 50. 7 28. 2 18. 4 33. 81 29.9 

16 , ,,,  26. ： ＼ 46. 4 33. 9 18. 3 38. 5J 1 34 ~」i 
19 ヽ ,,, 11. 26. g 58. g 35. 41 I 23. 8 33. 

2 2,,  o. o. 51 48. 9 25. 5 49. 2 67. 

23 I/ II 0. 0. 3 54. 1 34. 3 44. 7 59 • 3 

24 0 II 0, 0.5 59.8 45,0i 38.8 49,61 

25 II 0. Q.8 62.9 48.21 35.4: 47, ~, 

26 " 0.9 1.01 63.2 4488. .1l1 j 3344. .99, 1 49. 4 

1 

備 考
［）） 所得及び税＇頷は個人分 のみで各年につき次のとおり1定 した。

畔 9~11及び14年 第三稲所得税、第二稲所得税の個人分
昭16年及び19年 分類所得税i原尿課税分の個人分、分類所得税賦陳課税分、綜合所得税

源泉所得税の個人分、III告所得税、甲稲勤労所得、甲稲退琺所得、
丙釉事業所得、i!;!泉森

昭22年
税撰択分、培加所得税

昭23年以降 源泉所得税の個人分、 rl辺！告所符税

なお、祝！泉課税を受けたもののIII佐分、及び綜合所得税郎税分については二重計鉢を避けるため、
税額 Ci碩泉徴

牧税額控除後） のみを褐げ所得は掲上していない。
(2) 所得及び税額は、昭和24年までは税没統計による当初決定飢お年は補正後予卯の見込額、

26年は予悦の見込＇頷で

ある。
(3) 所得の区分は次のとおリとした。

衣産所褐 不動産所得、利子陀当所得

勤労所得 袷与退磁所得

叩業所符 袋柴所褐、社菜所得、その他の項染所得 一時所得、雑所得が）ぁ
(4) 各稲類別の金割の合計面が総頷／こ符介しないのは、その他の所得（山林所得、額涙所得、

るためである。

戦浦な訥税者1)所得か中では、貸産所得が圧倒的に多かつ

た。昭和9~11年において、査荀所得は40.3劣を占め、勁労

所得 7-)26.9劣、個人菜主所得の31.2％ こ比し、相当に高かつ

たつである。これは、高額所得者ほどよ り多く査産所得をも

つているという 、平常の経梢事府にお，ナる当然の焔渚に基い

ている。国民つうちでも高額所得者である所得税訥税者が、

より多く査産所得をもつていただけでなく 、納税者Dうちで

もより高額な所得者がよ り多くをもつていた ことは、所得階

薮郷こみた種類別爵戎によつても明らかでちるが（第25表参

照）、この表から も推定し うるところでちる。すなわち、累進

税率が森られている限りにおいて、高額所得者ほど、より多

額つ税額を負担しなければならないから、所得吋晋戎比率と

税額の横戎比率とを比較した場合、税額の比李の方がより大

であれば、所得は高い陪緑に多く存在していることになり 、

したがつて、高額所得者ほどその所印をより多く もつている

ことになる。これに反して、所得の比率が税額の比率より大

である場合は、低所得陪毅に多くの部分があるわけである。

昭和 9~11年において、咲荀所紺つ比率は40.3％であった

が、その臼担税額は、54.0％とはるかにこれを凌怒してい

たっこれに対し、勤労所得においては、所得の比率は26.9劣

と全体D約4分の 1を占めてはいたもつの、その負担した税

額ほ、16.9劣と全体'!)6分Vlにすぎなかつた。個人業主所

街は、所得切担餐と税額叫t率との間にちまり差がない。し

たがつて、これよ り当時D所得階級別種頴別溝戎は、勁労所

街 は味所得階扱において多く 、個人業主所得は大体各階級に

平均的：こ分散しており、咬産所得は高所得階級において多か

ったという推維をなすことが出来る。次の第25表に見られ

るとおり、この推論はきわめて正しいものとなつている。

前にのべたような国民所得の種類別荊戎の変動によつて、

:勺税者研所得の撒成も年々 変動した。究産所得は、9~11年

の40.3劣より14年35.9%、16年 26.5劣と漸滅し、19年には

11 89とと激減している。 これに対し勤労所得は若しく増加し
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た。 9~11年にお1.ヽては26.9劣であつた1)が、16年には33.9

疹、19年には53.9劣と激増している。個人業主も国民所得に

おける推移と大体同採の変造を辿り、19年において23.8劣と

滅少した。しかし16年と19年につき、所得の比李と税額の比

率とを比較するにあたつてほ、当時は分類綜合式か課税方式

がとられ、所得種頴別の負担李が異るようになつていたとい

うことに注意しなければならない。当時においても、高額所

得者ほど査産所得をより多くもつており、勤労所得は低所得

階扱によ り多かつたのであるが、資産所得は前課されていた

から、妥産所得の税額勾碍叩：、相対的にはより一そう多く

なつている。

戦後において、資産所得は、国民所得の場合における と同

様に激滅した。 そしてその負担秘額も、概ね同率にまで低落

した。戦後においても、毀産所得はより高額の所得者によつ

て所有されている。（第25表参照）しかしその所得に占める

比李はきわめて僅かであるから、 税額の占め る比率にはあま

り変化がない。

これに対し、 申告所得税は、殆ん ど個人業主所得によつて

占められている。勤労所得の比李は用対的に多くなつたとは

いえ、源泉課税を受けるものが多く、 申告する必要のある高

額所街者の数は少いから、その負担税額の比率は、所得の比

率に比して著しく少い。戦後な高額所得者は、個人業主であ

る。このこ とは、個人業主所得においては、所得の比李より

税額の比率が著しく大きいことによつても推定 しうるところ

である。

国民所得恣計1こよれば、終戦後はいずれの年においても、． 
個人業主所得が勤労所得よりも多い。しかるに、所得税課税

の場合は、勁労所得が謡かに多くなつてし るヽ。このことは源

泉所得税と申告所得税1)税収1)比索によく反映 されている と

ころである。

戦前戦後にお：ナる所得階級別種類別の描戎は、第25表の と

おりである。（第25表）

第25表 所得階級月IJ稽類月IJ構成の 比餃 Gi紐i．百万円）
Ct) 昭和 14年度

額 究 麻 所 得 勤 労 所 得 事業 所 得

％ 金 額 i劣 金 額 I ％ 金 額 I 劣

I I I I 
100.0 545 19.91 

1,01969 4 I 40. l I 1,036 37.8/ 

225 I 31. 1 I 22. 71 315 

>II 385 I 39.9, 1881 19.5 356 37. 
104 I 

I 

” 46.2 47 20.9 69 30. 

” 
153 I 53.9 邸I

19. 7 71 25. I 

1,56;i 

9.4 88 83.0 6.6 I 101 
I 

100.0 1,500 | 29. 7 3')．9 1. ， 867 37.0 

し—-
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第25表 所得謬級別種 類月IJ構 成の比較（績）

(2) 昭和 24年度
^ ＿ ． 

!¥ 総 額

所得階緩別 ロニi| % l 
万円以下

10 

万 円超

10 

25 II 

50 " 
100 ,9 

計

備 考

295,899 

465,998 

143,433 

44,274 

17, 929 

967, 533 
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この表を作るにあたつては、 昭和9~11年に対する 24年

の物価倍率を約200倍として、把ね等価俯になるように階級

区分を行い、比較を便ならしめることが考えられた。 しか

し、物価倍率を 200倍とするならば、昭和 14年当時の免税

点 1,000円ですら約20万円となり、24年の 100万円は、位

か5,000円となつてしま うから、階級術成は若しく不均斉と

なる。したがつて、それぞれの年について、適当な区分を行

藷けにとどめなければならなかつた。また、両年とも綜合

課税方式を原則としており 、所得種頴別の納税心を罪定す

ることは、きわめて困難であるから、所得金額の摺成を見る

のみで満足しなければならなかつた。

この表に見られる結果は、前表について推定されたところ

と同じである。両年とも分類諜税方式はと・られていなかつた

から、こ こに見られるよ うな種類別階級別術成が、交産所得

椰課の領向と、勁労所街軽課の領向とを生ぜしめた の であ

る。
このように、所街種類別にみた納税者の所紺と負担税額と

を、われわれは国民所得 と比校してみた。その結果は次表の

とおりである。⑲[26表）

このような比較に際しては、所得の計邸期間を、国民所得

と納税者の所得について等しからしめることが先決問題とな

る。昭和21年までのわが国の所街税法は、前年央炭課税の

方法によつていた。前年実疫課税は、所得の計罪晶準を前年

の実級所得に求め、これによつて計邸した税額を、当年分の

税額として課税する方法であるから、国民所得と比餃する場

合には、課税された年の固民所紺と比較すべきか、それとも

所 得計加の基準となつた年の国民所得と比較すぺきかが問題

となる。実際問迎として、この表に示される昭和9~1L年及

c洋パiー百万円）
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(1) 昭和14年は第三種所得税、24年は巾告納税分について算定した。

(2) 所得階級別は納税者 （所得合芥の場合は合雰後）の総所得金額によリ区分している。

J.3) 所得の種類別は次の逍リである。
脊産所得 不動産所得、利子l'ie当所得

勤労所得 給与退躁所待

事業所得 事業所得
科） 各稲類別所得の合計額が総額に符合しないのはこ

の外山林所得、誼渡所得、一時所得、 雑所得があるためである。

び16年においては、年々の国民所得の差があまりなく 、い

ずれによるかによつてあまり座は生じないのであるが、われ

われは、前年実廊課税方式は、単に所得計罪の払準を前年の

所得に求めるだけのものであつて、 当年分の所得を同額と推

定するものであり、税額を負担するの も、 あくまで当年分所

得であるという立誰に甚き、当該各年の国民阿得と比較する

方法を選んだ。

勤労所得について源泉課税が行われるようになつてから

は、和務紘計にあらわれる勤労所得の計邸期間は、相当複雑

になつている。この点についての調整を簡単に行うことはで

きないから、われわれは、勁労所得の計算期問については、

原則として会計年度によることにした。ただし昭和1釦Eの国

民所得は圏年の計数のみで、年度の計数はないから、やむを

厨 、歴年の計数によらなければならなかつた。 もつと も当

時においては、貸銀の変動はあまりなく 、かつ麟郎数の地祓

も、腔年と会計年度との間ではあまりないと思われるから、

所街には殆んど変りはないといいう るであろう。またその悦

額については、昭和1碑 においては綜合所得税牒税分、2訟F

以降においては申告所得税課税分があるが、この表では源泉

課説分の説額のみを掲げている。したがつて税負担率は、実

際の負担率に比して若千低く なつている。

これに反し、個人栗主所得についての所得の計邸期間は常

に腔年であった。しかし昭和25.26両年の国民所得につい

ては、交料の都合上囲年の計数を得ることができたいから、

やむを関ず会計年度の計数によった。
最近における物価や

生産の推移によれば、歴年と年度のずれによる所得の絶体額

の姿は、昭和16年当時よりは大きいとはし・つて もそれほどに

大きなものでなく 、大体の領向にはて
．＇れほどの芸異がな いも
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2 個人業主所得

(1) 農業

昭和9-1痒
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S 考

(1) 国民所得は経済安定本部推計分配国民所得で、勤労所得は、昭和9~11年及び16年は府年、22年以降は年庶、個人
業主所褐は、昭和24年までは歴年、25、26年は年度に よる。

(2) 納税者の所得及び負担税額は、昭和9 ~11年は第三踵所得税、昭和16年は分類所得税及び綜介所得税、昭和22年以

降は、源泉所従税及び巾告所得税について卯定した。昭和25、26年は予鉢による数字である。

Ii)と思われる。所得計箕期間の如何にかかわらず、納税期間 資産所得については、分類の間題や所得計箕方法の問題の

唸 計年度であるから、納税額による実際の負担率は、会計 ほか、謡渡所紺や山林所得について特殊な問題があるから、

年度の国民所得と対比して求められなければならない。 この ここでは除いてある。

表においては、国民所得は勤労所得については年度、個人菜 表において B/A をもつて示される数列は、 国民所得の う

繍 得については膀年によるのを原則としたから、この点に ち課税を受けた範囲を示すものである。昭和9~11年当時

ついて若干の問姪があろう。 は、所得税の課税を受ける範囲がきわめて狭かつたことは、

＂ 
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これによつても明らかであろう。 「その他事業」において、

この比率が31.1% と、 同年における最高率を示してい るの

は、自由檄菜者が多く課税されていたことに基いている。営

疇得は29.5%とこれに次ぎ、勤労所得はその半分の14.4%

に過ぎず、さらに記業所得は位か1.9％が課税されるに過ぎ

なかつた。

昭和 15年祝税制改正の結果、課税範囲は若しく拡大した

が、とくに晏業は、9~11年磁課税人員が殆どない程その謀

税範囲が狭かつたため、 1.9劣より 19.1% と10倍にも拡大

した。
戦後における課税範囲つ推移は、所得種類別に一定してい

ない。すなわち、勁労所得は昭和24年において87.3％と最高

を示し、俣粟所得においては、昭和22年が6().1％と最高、営

菜所得においては、戦後の各年はいずれも16年7)58.8%に及

ばず、2碑切53.8％が最裔、その他の事業は23年が74.4％と

巌高になつている。農業所得の諜税範囲が昭和2叫国こおいて

最も拡大したのは、種々の事惜に基くのであるが、当時の染

気研所在と以後の染気つ移り行きをも反映したものであると

し・えよう。

しかし戦後においては、各年を通じて勁労所得の比率が最

も高い、これは、勤労所得は源泉諜税を受ナ、所得の捕捉が

きわめて容易であるのに比して、個人業主所得の場合は種々

の硲郡こより充分であるとはいい難い現状にあることや、勤

労者の平均扶旋親族数は個人菜主の場合に比して少く 、 とく

に低所得陪級には独身者が多いから、勤労控除があるにもか

かわらず失格者7.)数は比較的少いこと等の理由に払因してい

るものと思われろ。

しかし昭和25年 1_)税制改正によつて、課税範囲は咀当に縮

少された。勤労所得は87.3％より 84.3％と 3.0%滅、 品業所

得は49.9？るより43.4％えと6.5％滅、営業所得は53.8％より

45.4％へと8.4％減、 その他の事菜卿肛60.3％より49.1彩

えと11.2％呪減となつている。 そし--Cさらに昭和26年 7_)改正

によつて、課税範囲は一肝縮少されている。

C A をもつて示される数列は、 課税額による負担牽、

D/-Aは実際に納付された1公収額によるf1}砂 、C/B、D/B

は、それぞれ納税者の所得に対する負担李である。戦前にお

いこは、税祝躙は殆 どなかつたから、課税額による負担率

は、直もに納税額による央際のf,lオ註を意味した。しかし戦

Ii にこ；；；；ご、悶：：i、;;~;~~;；角てぶ、る：：：、り：：
＇ も梁迎交の茄い税率や納税思想の低下等によつて、老しく培

加した。したがつて、課税額による税法上のt,l担李は、表1こ

も見られ砂おり相当にitiいものとなつたが、咳収額による

暉加担キは、それ程邸くはなつてし ・tr.¥.、。たとえば、昭

和22年：こおける営業所得のt1担税額は、課税額では 504（認円

であったが、このう ち 256低円が災籾環付されたに過ぎな

かつたから、[1民所1,.｝に対するれ担．ギは14.2％より 7.2％へ

と、また納駆の所柑に対するf'サ荘は39.2％より19.9％へ

と、それぞれー問該している。 このよ うに梨拮した滞納税額

は、厨祈の安庄と即紘叩 こより濯次整理されつつある。し

かしその額は、今なお巨額に逹 しており 、この点につき残さ

れた問赳は多いといえよう。負担つ真実の公正を図るために

は、このような滞納による負担のずれと、課税の不当な回逹

とは徹底的に是正されなければならない。

（イ） 勤労者の税負祖

前項においては、国民所得と所得税負担との関係を見たの

であるが、次に、所得税のみに限らず、住民税、地租家全税

（固定資産税）をもあわせた直接個人税乃負担を、最近の数

年について見てみよう。（第27表）

第27表 国民所得と直接涸人税負担とJン関係

（勤労所得） （単位億円）

年 次ド屑 屯接個人税負祖額—ーロロ三：i］〗〗塁ふ：11計(:::E:/
I 

'. n' 18, 1, :_;44 9. s: 10. 5 

25 ;14, 7201 1, 1~2 
I 221, 56'. 1, 4'.l9 7 ・7j 9.&, 

26 16,760 993| 2351 56! 1,2841 5.9! 7.71 
- ---

備考 税額は昭和 23年の地方税のみ は覇定領、他は徴

牧領である。 所得税は、源泉分のみでりI告分を含まな

V‘0 

昭和 24年までは、勤労者の負担していた地方税は、あま

り多くはなかつた。地方税のうち主要な住民税、地租家登税

について見ると、その負担額は、昭和22年は 23似円、認年

は74低円、24年は 83i唸円となつており 、所得税れ担額に対

する比率は、22、23年ぱ、10%、24年は大分下つて 7%と

なつている。しかし、昭和354F-'Z)地方税改正により、他労呑

の負担 ずる住民税、同定査産税 （地租、家袷税）はそれぞれ

3倍に増加し、前者は 221［忍円、後者は56総円、 合計 277総

円とt；ったから、その所得税貨祖額に対する比李は、約25妬

に培加した。 したがつて、24年までの勤労者の直接個人税負

担睾俄は、 所得税名祖額V110％であった加：、25年には

125％になった。 このようた地方税負担は、昭和26年におい

てさらに培加し、125％は130％と刑加 している。

したがつて直接個人税叩祖を見れば、所得税の用当大巾

な軽減があったにもかかわらす、
．＂ これは地方税負担7)培加9こ

よつて祖殺され、25年にお＼
．ては24年に比して、｛＇［か 0.9,{,.

の11担軽減にとどまつた。
この推邸において、地租家哀税の

負担額は、勁労者の所有して＼．る 士地、家全のみについてヰ

定 した。しかし現央吋鴫として、（｝｝地{ii家の場合にも、地

利家咲税 1)培噂は只代料の記'tとして名担されるから、実際

の印祖とし-ci1、2j年におし ・ては殆ど軽成さ虹なかつたとも

\ • うことができよう。
前項においては、所得極1'1'i別1)国民所得と所得税負担との

閲係を、そして以J-.i-沿＼・て、i咀接個人和7)負担を見た。し

かし、fi担の公布力次現され
ているかど うかを考察するため

には、Iii．に央際に税をf,t捐し
ている率のほかに、課税が如（冠

になされているかを見なければならない。国民所得と稀負担

とつ細を見る場合には問賄はあまりないが、国民所得と所

得吏課税との関係を考察するにあたつては、すでに本月報の

華 8号において述べたように、両者における所得の摂念と範｀ 目とにほ、相当な差異があるという ことに注意しなければな

らなし ‘o

勁労所得については、国民所得と所得税課税の場合におけし

る本質的な差異はない。国民所褐統計においては、当然に所

粛こ含まれる現物袷与等のごときも、課税上は原則として所

褐とみなされ、課税されることになつている。ただ課税技術

上の理白よりして、 ある稲の現物給与は、その額が使少であ

るならば課説されないことになつているが、 もちろん、この

ような現物竿与の額は大きなものではなく 、個々の数字に変

動を与えたりするようなものではない。

勁労所得 についての唯一の差異は、所得の計算期間が、国

民所得と課和の場合とでは異つているということである。こ

二；こ振げられた国民所得は、会計年度を期間としたものであ

る。現在の所得税法と課税の実梢 とによれば、課税年度は、

ダ‘務員の場合は会計年度 と一致するが、民間産業の大部分に

ついては、会計年度 と1ヶ月のずれがあり、 3月～翌年2月

Vl年間が課稀年度になつているものと推定されるから、賃

金の没性的上昇がみとめられる今日においては、国民所得と

所得税の課税を受けた所得との間には、 若干の差異が生ず

る。二のような差異は、 とくに賃金の上昇が急激であった昭

和22、23年ごろにおいては、相当の額に上ったと思われる。

われわれの行つたきわめて大まかな推罪によれば、このよう

な期間のずれによつて生ずる差額は、各年において次のこ＇と

くなるものと思われる。すなわち、この額だけ、国民所得の

方が多くなつているのである。

差 額 国民所得に対する比率

昭和 22年 264億円 6.6劣

昭和 23年 596,, 6.1,, 

昭和 24年 115,, 0.9,, 

昭和 25年 131 ,, 0.9 II 

昭和 26年 °” 0,, 

窃

（註） 昭和26年において差頷が 0となっているのは、国民

所得の予澗に際して基準とした共金の見透しにおいては、

期間のずれによる差は原則としてないようになっているか

らである。

このような恙異のほかに、税務統計の実際より生ずる差異

も考慮されなければならない。すなわち、国民所得には所得

として含まれるが、所得税法第38條並びに施行規則第42條

の規定により源泉課税を受けず、したがつて、税務統計では

普通の勤労所褐に含まれない家事使用人の所得がある。この

ような家事仙用人の総所得は、その人数と一人当り賃金の祖

乗租として求めることができる。家事1史用人の人 数は、国努

調査や労渤力調査によ る産業別厭用者数の推移によつて、相

当正確に推計することができるが、その賃金は既存の賃金統―

計によつては知ることができない。

さらに国民所得と所得税課税との関係を考察するにあたつ

ては、失格者の所得を考慮しなければならない。

「失格者の所得」は、所得税法の規定によつて失格するもの

の所得である。元来税務統計には、失格者の人員及び所得は

示されていないから、失格者の数が幾らあるか、その一人当

り平均所得及び総所得は、幾何になっているかを推算するこ

とは、きわめて困雖である。

われわれは、勤労所得について失格者の平均所得の算定を

試みた。その算定は、昭和24年の所得階級別、扶蓑親族数別

の人員の分布を基礎とし、C統計箕料、給与所得実態調査結果

表（昭和24年参照）） 昭和24年分と昭和26年分とについて行わ

れたが、罪定の結果得られた失格者の平均所得は、昭和24年

は36,601円、26年は64,097円となつている。

勤労者全体についてのこのような租税角担が、その家 計の

収支に如何なる影密を与えているかについては、さ きに消費

性向と貯蓄性向の測定を試みた際に若干述べた。（第19表、第

環参照）これとは別に、われわれは、昭和24年について当局

か行つた租税負担実態調査にもとづき、勤労者の収支バラゾ

スを試算してみた。結果は次表のとおりである。（第28表）

第28表 勤労 所 得 のパ ラ ン ス （昭和24年）

詞 疇別 1批帯数1 所 得

I勤労所得 ！その他 I
10円万以下 12，望喜i243,715 12,6201 

I 10 ,，超 3,2211 452,366 12,041 

15,, I 1, 366' 25--1,104 6, 185 

20 9, 8291 216,367 3,058 

30 ,, I 252 
I 

100,7371 1,494 

計 7,895: 1,267,289! 35, 3981 
I 

何考

{l) 本表は大蔵省主税局が昭和24胚年について実施 Lた「勤労者の租税負担実態調査」の結采表 J:I)推計したものである。

同調査は、励労者世椋牧入覇査 (F.I. S)のサンプルより 1,000戸を抽出して行なつたものである。

(2) 勤労所得は、経済安定本部推計の国民所褐（昭和24府年）に合致をしめてある。

l公租

計 国税I地方税 Iその他Ii1“ 

I 
256,335 9, 765; 2, 853 3, 418 16,036 

464,407 29,088 4,539 5,621 39,248 
I 

260,289 32, no; 2,543 3,405 38, oss 

219,425 43, 6241 1,953 2,359, 47,936 

102,231 29, 089: 
I 1, 0441 1,266 31,399 

1,302,687 143,676, 12,932 16,069 172,677 

公 課

怒貯費消街所分

一

処可

240,299 

425,159 

222,231 

171,489 

70,832 

1,130,010 

（単位百万円）

248,928 C -) 8, 62' 

413,643 

218,326 

164,840 

__J 
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この調査1ま、総理府統計局の行つている世帯収入調査CF・
I • S)のサンプ9しより無作為抽出によつて選定 し た世待

と、 消毀者価格誨衰 (C •P•S ) の調査都市のうち高綺市を

癖 し、同市のサソプルとなつている勁労者世粗より同様に

無作為に抽出して得られた世怨について、 昭和24豚年1ケ年

間における収入支出、租税臼担額、世帯の硝成を渦査したも

のである。われわれの選定したサソプルの数は、 1,308戸で

あった。そして有効回答数ほ、76.5劣の 1,000であつた。

回答された調査原票について検討した結果、低所得階緩に

おいては、所得税負担額がきわめて過大に申告されているこ

とを発見した。調査粟に記入された勤労収入と世帯の描成と

をもつてすれば、所得税法上負担すべき税額は、明確に算定

するこ とができる。もつとも、年末調照やその他の特殊事梢

によつて、実際には若干異つた所得税額が負担されているか

もしれない。しかしながら、かかる特殊事俯に碁く差は、普

罪にはきわめて小さいものであり、税負担総額にはあまり変

化がないといいうる。勤労収入が10万円以下及び10万～15

万円の階級において申告された所得税額は、所得税法上当然

あるべき負担額に比してきわめて大きかつた。これらの階叛

に属する調査世帯のうち、50劣以上のものは、 3倍以上の過

大申告を行つており 、極端なものは、10倍以上にも及ぷ税額

を申告していた。その結果、 これらの階級の平均では、約

2.5倍に申告されていることになった。 このため、われわれ

は、個々の原棠について籾査 し、記入された1!.tそ府の雨成と勁

労収入とより、妥当と思われる税額に修正した。

このように不正確な回答が多くあらわれたのは、この調査

が、租税負担の実態調査であるとい うことを、回答者が意識

しすぎたためではないかと思われる。現在わが国において

は、多くの統計調究が行われているが、もしこのような回答

者の作為がよ く行われているIとすれば、それは恐るべきこと

である。

かかる修正によつて得られた結果表も、後に述ぺるような

稲々の問遥をもつているが、 一応このような問題点は拮い

て、これを勤労者全体に延長した場合には如何ななる結果を

生ずるかを試邸してみた。すなわち、経済安定本部の国民所

得就計によれば、昭和24暦年における勁労所得総額は 1兆2,

673鉛円となつているから、 これを茄準として原調査の勤労

所得の金額がこれに合致するような比率により各項目をその

ままで延長したのである。

この表における所得階級区分は、世帯主の勤め先からの収

入を基準と したもので、11.t特の総所得や世幣主の総所拇を基

準としたものではない。所得税法上の給与所得は、収入金額

より所定の勤労控除（昭和24年においては、勤労控除は勁労

収入金額の25劣であった）を産引いた額であるが、 ここで

は、国民所紺と同扱に、紀与の収入をそのまま所得としてい

る。

公租公諜は、国税のみならず、地方税をも通じた一切の直

接個人税負担額であり、かつ市町村割当寄附金、新制中学寄

附金、 P.T.A 寄附金、消防団寄附金、密察寄附金、諸会

毀、社会事菜寄附金等の公課負担を含んでいる。

この表においては、まず、勤労者世帯紀数1)7,895千戸が

妥当であるかどうかが問題となる。わが国の世帯祀数は、昭

和 24年 12月末現在においては、16,652千戸となつており、

勁労者世幣は、このうち約半数と推定されて いる から、7,

895千戸 という数字は、若干少いかもしれないが、椴ね当を

得ているということができよう。

公租公課の負担額は、 国税におい-C1, 437［な円、地方税、こ

おいて 129低円、その他の公課負担金は 161低円で、合計1,

727t心円となっている。

国税は、その殆どすべてが所得税である。昭和24暦年中に

おける源泉所得税の収入額は 1,381飴円で、このうち勤労丙

得に見合った税額は 1,350似円と推定されている。

この表によれば、国税負担額は 1,437低円となつており、

勤労所得税の収入額（推定額）に比 して 287鉛．円(6.4%）多

い。国税で所得税以外の阻接個人税といえば、当時は相挽弓

のみであり 、かつその年間における税収総額は約30似円にず

ぎないから、 1,437鉛円という数字は、 若干高すぎるように

思われる。

地方税は、主として住民税と地租家竪税である。第27表に

おいて、われわれは、勤労所得者が昭和年2出臣度において負

担した両税の額は、71倍円と 18倍．円で、 合計して89低円で

あることを見た。この表による地方税負担額は 129位円とな

つており、上の数字より40似円だけ多い。昭和況年度におけ

る地方税収入見込額は、地方分与税を除いて 1,525億円でら

り、このうち住民税と地租家屋税とは443(i:J：円で29.0%に過

ぎないが、勤労者の負担する税はこのほかにあまり考えられ

ず、あったとしてもその税額はあまり多くはないと思われる

から、会計年度と貯年か相蓮ということをも あわせて、こ3

表に見られる 129低円という地方税負担額は、相当多過ぎる

ように思われる。

以上によつてみると、 この表による公租公課負担捨額1,

727岱円ほ、相当過大となつており、実際には、これより100

硲．円爵度少いのではないかと思われるのであるが、このこと

は、調究対象が都市の勤労者のみに限られているということ‘

にも、相当に基因しているようである。

F. I. S や改正後の c.p.sによれば、大都市、中苔

市、小都市間における収入支出の差は比較的一定しており、

大都市ほど収入金額も公租公課負担額も家計浬毀も多くなつ

ている。このよ うな都市階府別の傾向は、都市と町村との問

にも同様にあり 、都市の方がこれらの金額が多いと思われる

から、都市のみの平均によつて勁労者全体を推すならば、ヤ

べての項目について過大評価となる傾向がちるのではないか

と思われる。

結果表に見られるとおり 、30万円超の階級においては、目

税負担はマイナスの貯裕によつてまかなわれている。し3•

し、このような傾向は、他の所得階級における貯蓄や改正後

の c.p.sと比較考批するならば、著しく不可解といわt
ければならない。何故なれば、公課臼担までも含めた租郡

担李は、15万円超の階級では14.6%、20万円超の階級でに、

21.8%、30万円超の階級では30.7％となつてお り、それ脳

までに念激な負担の増加の傾向はみとめられない。しかも、

一世杞当りの家計消費は、これら三つの階叛において、それ

ぞれ16万円、19万9千円、29万1千円となっており、30万円

超7.)階翌．において若増しているから、マイナての貯蓄は、租

税負担のためというよりは、むしろ家計消費が過大になって

いるために生じているということができよう。

これに反し、最低の 10万円以下の階級におけるマイナス

の貯蓄ほ、勁労収入の絶対的不足ということにも甚因してい

るが、主として、租税負担に基因しているということができ

る。 そして、とくにこのような傾向は、地方税や公課負担金

の比例的な負担によつて助長されているということができよ

う。すなわち、所得総額に対する地方税と公謀負担金の負担

李は、最低の 10方円以下の階級では、 2.4劣、10万～15万円

の階叛でほ、2.2劣、20万～30万円の階級では2.2劣、最高の

30万円超の階級では2.3劣と、その負担李はきわめて比例的

であるから、低所得附級にとつては、負担は相対的に限いと

いえよう。

C口） 農業者の税負担

農業所得における国民所得と直接個人税負担との関係は、

次のとおりである。（第29表）

第29表 国民所得と直接個人税負担との

関係 （農業所得） （単位似円）

1年火 1国民吋直接個人税負担額 負担率 I

疇 I
CC)! Bl:,I 得(A)I所得税1事業！住民地租家ltt

CB)税 1税駐税i

2咋 2,074 204'-1 14 10 228 9, 8 

23 1 4, 387 385 29l 37 22 473 8. 8 

6,042 432 36! 58 451 571 7. 1 

25 I; 6, 640 236 -I 91' 141 468 3. 6 

26 | 7, 430' 189-1,7 141 427 2. 5 
j 

君考 税額は地方税の昭和23年のみは調定額、他は徴牧

額による。

農業者についての事業税は、昭和22年におい て新設され

ぇ。 しかし、農業所得の大部分を占める主食の生産は、可噂業

税の諜稀客体より除外されていたため、その負担税額は多く

はなく 、昭和23年は29低円、24年は36億円に過ぎなかつ

た。そ して品粟所得に対する賽業税は、昭和25年の地方税改

正によつて全面的に廃止された。

これに反し、俣家の負担していた住民税は比較的多かつ

芯このこ とは、塁業所得者よりも所得の多い営業所得者の

負担していた住民税が、昭和22年は 13倍円、2紐Fには35似

円、（第32表参照）となつているのに対し、品業所得者の負

祖していた住民税は、昭和22年は14低円、23年は37（応円とな

つており 、いずれも、 製菜所得者の場合の方が多いことによ
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つても明らかである。もつとも、品業所得者数は営業所得者

数の 2倍ちかくもあるから、一世幣当りの負担額では裳業所

得者の方が多いのであるが、 その所街の割合よりすれば、一

世幣当り所得に対する負担李でも総体の所得に対する負担率

でも、塁業所得者の場合の方が負担は珀くなつている。森業

所得者の負担していた住民税が比較的商かつたのは、町村

が、，住民の数や経硲力に比して割高ts:財政を維持しなければ

ならなかつたという事↑けを、よく反映しているものといえよ

')。

このように、相対的に重い住民税をすでに負担していたこ

とと、昭和25年の国税の改正の結果、晨業所得者の所得税

負担がもつとも大巾に軽減されたことに原因して、昭和25• 

26年における品業所得者の住民税負担の増加李は、比較的少

くして済んだ。すなわち、昭和25年における住民税負担額ほ

91億円、26年は97節円であつて、24年の58低円に比し、それ

ぞれ、56.9劣、67.2劣増加している。 しかし、 この増加李

は、勤労者の場合は211.3％増と 231劣 増となつており、（第

27表参照）また、営業者の場合は168.4劣増と185.5％増と、

（第32表参照）いずれも昭和2~手の2.7~3.3偕となつている

から、農業所得者の場合は、相対的にいつて負担の培加率が

少かつたということができ よう。

地租家屋税（同定資産税）の負担額は、農業所得者の場合

には比較的多い。このことは、 i菱業経常には広大な袋地が不

可欠であるという自明の理に基いているが、しかし、農村に

おける賃狂価格は低いから、土地の而稼や家屋の建坪の割合

より見れば、このような地租家屋税（固定査産税）の負担額

は、若千割安であるということができよう。昭和25年にお1t

る地租家屋税（固定衰産税）の負担額は、141似円となって

おり、昭和24年の45鯰円め 3倍に培加している。しかし、税

額の算定基礎となった賃貨価格には変化はないから、地租家

屋税（固定資産税）のこのような増加は全国一律で、勤労所

得者や営業所得者の場合にも殆ど同様であり 、所紺の種類別

による差は、あまりみとめられない。

農業所得者の場合にも、昭和25年における国税の改正の効

果は、勤労所得者の場合と同採lこ、地方税の増激によつて著

しく減殺されているということができる。すなわち、 国民所

得に対する所得税のれ祖宗は、昭和25年の改正の鈷果、7.1劣

より 3.5%と50劣方低落した。 同時に、ポ業税の廃化によっ

て36低円の負担はなくなったとはいえ、住民税で33似円、地

租家屋税（固定資薪税）では96億円が増徴された結果、直接

個人税総額の負担率は、昭和24年の 9.5劣よりその 4分の 1

にあたる 2.5劣しか減少しながつた。 しかし、 塁業所得者の

場合には、勁労所得者や営業所得者の場合に比して税負担宗

は軽い。このような傾向を生ぜしめた原因は、所得税の名担

が農業所得者の場合は軽いというこ とであろ う。もちろん、

これは誤業所得者の央質的な租税臼担率についていつている
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のではない。 品家1)一戸当り所得は、営業所紺者に比しては

はるかに低く、 また勁労所紺者に比しても低いのに対し、そ

の平均世帯人員は相当に多いから、形式的な負担率において

は低くても、実質的な税負担李においては、それほど低くは

ないだけでなく 、逆に高いともいいうるのである。

この表においては、事業税及び賽業用固定毀鹿に係る地租

家屋税 （固定授産税）と囲民所得との関係に注意しなければ

ならない。所得税法上、所得を計算するにあたつては、住民

税は控除されないが、事業税（特別所得税を含む）及び事業

用の固定資産 （土地・家堅・伯却査jw)に課税された地租家

駆税 （固定査産税）は、事業収入を得るために必要な経費と

みなされ、収入金額より控除されることになっている。この

ような事業税及び地租家極税 c固定査産税）は、酒税、物品

税、遊興飲食税、入場税等の消毀税のごとく、 価格体系の中

に完全に入りこんで、事業の取引額を諮成するものと異り、

一応、所得の発生や毀澁の所有を払準として課税されるもの

で、 應接個人税であるが、見方の如何によつては、一種の問

接事業稀的なものとみなされないことはない。

現在の国民所得統計では、これらの諸税は純然たる直接個

人税として扱われ、国民所得の計算上所得より控除されてい

ない。しかし経済安定本部では、ちかく 国民所得における所

得の計算方法を改訂し、所得税法における所得の計算方法と

一致せしめる意向にあるときいているから、今後においてこ

のような比較を行うに際しては、この点に注意する必要があ

ろう。

農業所得について国民所得と所得税課税との関係を考察す

るにあたつては、次のような点に注意しなければならない。

所得税法における器業所得の計算期間は、勤労所得の課税

年度の湯合とは異つて、 1月～12月の歴年1年間であるか

ら、比較の慈準となる国民所得も魁年の計数でなければなら

なI,‘O

「非課税、免税所得」 としては、さきにも述べたように事業

税及び事菜用固定毀産に係る地租家屋税 （固定衰産税）があ

る。匝接個人税負担額と しては、地租家屋税の課税の砧準と

なつた士地家民について、事業用であるのか非事業用である

のかの区別をする必要はなく 、現史に負担された総額を掲げ

ればよい。しかし、所得税法上、非事業用の土地家屋に係る

地租家足税（固定毀産税）は、必要経毀として控除されず、

所得より支払われるべきものとされているから、非課稀、免

税所得とはならない。また、所得税法上において必要経毀と

して控除される税額は、課税額であつて実際の納税額ではな

いから、所得税課税上の「非課税、免税所得」として考慮す

ペき税額は、当然に課税額による額でなければならない。

衰料の都合上、失格者の平均所得について、勁労者の場合

のような検討をすることはできない。しか し、 品業所得者や

営業所得者が場合には、勁労所得者の場合のような傾向は生

じないであろう。

何故なれば、勤労所得者の場合は、所得階級別の平均扶玉

親族数には~I著な差異があり、低所得陪級には独身者が多い

から平均扶賽親族数はきわめて少く 、所得階級の上昇につれ

て急激に増加する傾向にある。 しかし、 税務抗計の所得種頚

別表によれば、事業所得者の場合は、所街陪綾別の平均扶姿

親族数が概ね一定しているから、失格するものは扶蓋親族数

の多いものであることを考慮するならば、大体において失格

者の平均所得は、 勤労所得者の場合に比して、より多くなる

のではないかと思われる。

このほか塁家における生韮物の自家消費分の評価方法につ

いての差異も考慮されなければならない。すなわち、国民所

得絃計では、このように自家消費した生涯物は、消毀時の生

産者価格によつて評価されるのに対し、所得税課税上は、収

麟の生産者価格によつて評価することになつている。嚢葉

パリテイ指数や品村物価調査等によつてもわかるとおり、塁

業生産物の価格'J_)変動応今もつて相当に大きいか恥評i'1li

の基準時のこのような差異は、所得の絶対額に大きな差を生

ぜしめずにはおかない。そ してその差は、生産者価格の変動

の如何によつて決定されるわけで、常にいずれか一方が多く

なるということはありえないのである。

さらに、国民所得の罪定の話礎となっている森林省調「晏

家経済蒻査」においては、所得の計算方法はすべて現金主表

によることになつている。これに対し、課税上は権利確定主

義がと られているから、これによつても両者の間には差が生

ずる。

次の第30表においても述べるが、農家経済調査の母集団に

は、第二種兼業農家の多くのものは含まれていないというこ

とよりして、この調査による裟家一戸当り平均所得と、 第二

稲兼業裟家をも含んだ総誤家戸数とによつて算定された匡民

所得は、過犬評価に陥つている という ことができよう。

われわれは、このような事梢に基く差額が幾何であるかを

具体的に示すことはできない。

勁労所得の場合と同様の収支バランス表を、昭和泌会計年

度についての俣林省凋 「品家の甜．税負担実態濶査結果表」に

よつて尊定すれば次のとおりである。（第30表）

この表にお：ナる所得階級別は、品業所得のみではなく、各

世幣の総所得を碁準としたもので、勤労所得の場合のそれと

は異つているが、他の項目は勤労所得の場合と同様で、公租

公課は実際に和担した納税額によるものである。

最初われわれは、勁労所得の場合と同様に、 結果表による

{ 
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第30表 農業所得のパランス（昭和24年）

C洋位百万円）

所得階緑別
I 所 得 ＇ 公 租公 課可 処分

世楷数 消毀 貯蓄

I 三I:9 ：：：： ：：゚；：立：：；l1, 6;： 1, ：：:l 1, ?2;1 :99 :：:| 1:,9 :； ：：99 :：悶二:183,'：悶

| l | | 塁業所得その他 計 国税 地方 税そ の他 計 所 得

5 万円以下

5万円超

7 689: 46,659 12,283 58,942; 3,9611 3,2031 2,649i 9,8131 49,129, 77,054(-) 27,925 

| 1,2061 100,9851 37, 705 138, 690! 11,699 6,9141 6,4341 25,0471 113,643! 170,684(-） 57,04] 
I 

10 、I

15 // 

20 

30 " 

計

893 

655! 123, 7411 30, 124'153, 865! 18, 231I 6, 3841 6, 2261 30, 8411 123, 0241 146, 185 C -) 23,161 

丑81,6819,730 91, 4311 13, 1871 3,7333, 5561 20,476 70,955172, 235(-） 1, 280 

4,132; 492,064 129,440 621.5041 64,188j 29,00lj 26,740J 119,9291501,5751665,908,C-) 164,3331 

恒 考

本表は森林省羽 「t.芝家の租税位担実態霰査」結果表よ lJ算定したものである。

顎査投家の品業所得を、昭和24会計年度における国民所得 し、 検討してみるこ とにした。

6,317飴円に合致するようにして各項目を廷長した。その結 農業所得は 4,921｛惑円で、 国民所得に比しては22.1劣少＜

果、1lt帯数は5,304千戸、 農業収入中供出代金は3,017(稔円、 なつている。第29表の説明の際に、国民所得就計における晨

暉 署 の所得更正決定額は4,900似円、 公租公課臼担袷額は 莱所得は過大評価されているのではないかということを述べ

l点30低円、この内所得税負担額は 808低円となった。 しか たが、このよ うな点より して も、過大評価ではtcいかという

し、このよな結果は、他の各種統計によるこれら各項目の金 推定は、正当化されるように思われる。

類に比して、著しく過大となつている。すなわち、世帯数の 国税負担額は642岱円（内所得税は629低円）で、さきの

5,304千戸は、第二種兼業器家をも含んだものとするな らば、 432億円（第29表参照）よ り相当に多いが、税務署の所得更

そう過大であるとはいえないにしても、 昭和24会計年度中に 正決定額は3,818岱円で、 税務紘計による数字に相当接近し

おいて、現実に昆家に支払われた供出代金は 2,350似円、農 てきている。しかしそれでもなお、この数字は実際の金額を

醐得についての税務翠の所得更正決定額は、当初決定額で 24.6劣も上廻つており、国税負担額のごときは、48.6劣も過

3,064倍円、（実際の決定額は審査祓等によつて3,017低円と 大となつているのである。昭和24年において、農業所得者の

たつている）所得税負担額は、第 29表において見たとおり 負担した国税と地方税の比率は大体2対 1であり、（第29表

知2億円となつており、 前記の数字は、いずれも きわめて過 参照）他労所得者の場合の10対 1に比して、地方税の比李が

大になつて＼ 、る。

愛家の場合は、これら各項目のうち、供出代金収入が最も

基準になると思われたので、 裟業所得額の如何は問わず、総

供出代金収入を基準としてとり、 これが2,350飴円に一致す

るよ うな調整倍率を乖じた結果、第30表に見られるとおりの

収支バラソ ス表が出来た。

この表によれば、i!.t帯数は 4,132千戸であり、国民所得に

ぉ，がる臣家数5,909千戸に比して 1,777千戸少い。昭和22年

到姦林省調査では、第二種兼莱農家は950千戸、第一種兼業

至家は1,684千戸あるから、この表の数字では、第一種兼業

塁家の50％は除かれていることになる。これらの除外された

配家にも、供出代金収入はあるわけで、この点より、第30表

は矛貯しているように思われる。しかし、この点についてさ

らに調酪を行 うこ とはまつたく不可能であるから、これらの

型家は、塁家とはいつても阪米品家が多く 、 したがつて、そ

の供出代金収入はあったにして もきわめて少いであろうとい

う推定に基き、われわれは、各項目の金額は一応そのままと

若しく高く なつていることは、この表にお いても明かであ

る。このような傾向は、と くに低所得陪級において額著であ

り、10万円以下の階級においては、両者の比李は 1対 1にな

つており 、さらに殆んど同額に及ぷ公課負担金のあることが

わかる。所得階扱別に見るならば、地方税の臼担が、勤労所

得者の場合にはまだ比例的傾向にあったのが、農業所得者の

場合には若しく逆進的になつていることと、公課負担金の負

担額は、各階級とも地方税負担額と概ね同額であり 、これま

た逆進的な負担を構成していることが斯若である。

すなわち、地方税の品家総所得に対する負担率は、最低の

5万円以下の階級より／順次に10.0%、6.6%、5.4%、5.0%、

4.5%、4.1劣、4.1％と若しく逆進的になつており 、その他

の公課負担金も同様の傾向にある。したがつて、所得税負祖

の累進性は相殺され、 全体の租税負担率は、板低の 5万円以

下の所得階級で29.1劣ともつとも高く 、7万～20万円の陪吸

では20劣を下廻り、最高の30万円超の階級において、 22.4%

と性かに上昇しているにすぎない。

__J 
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このようた傾向を生ぜしめた主な理由としては、さきに述

べたような所得の計算方法の姜異と、これに比いて生じた税

務署所得史正決定額と芸業所得との迩異、及び地方説の課税

楔準勾賤切性等が考えられる。

この表においては明かでないが、同到査による税務署所得

更正決定額と盗業所得あるいはまた品家総所得との比率は、

所得階級別に沼しく異つている。すなわち、品家総所得に対

する税務署所得更正決定額の比李は、最低の 5万円以下の所

得陪級においてほ 130%となつており 、この比率は所得階級

が上昇するにつれて逓滅し、最高の30万円超の所得階叛にお

いては、50彩となつている。このような差異は所得の計算方

法の差糞こも裕くものであるが、同時に、現在用いられてい

る所得標準李は、平均的な染業経営について葬定されたもの

であり、零細規模の裟業所得者にとつてはきつく 、より大規

模な経営を行っているものについては比餃的ゆるいように思

われる点があるから、この点よりして、所得階緩別のアンバ

ラ・ノスが生じているのではないかとも思われるのである。

このように染家総所得と税務署所得更正決定額との間に産

があり、かつこの差が所得階緩別に不均資であるならば、税

務署・所得決定額を秘準として課説された所得税、事業税、住

民税等の名担は、品家総所得に対しては相当異つた負担の傾

向としてあらわれなければならない。表において、所得階緩

別に見た場合の租税負担率が不均斉であるのは、一つにはこ

のような理由に基いている。

さらに、 住民税等の場合によく反映されているように、地

方税の課税標準は、必ずしも所得額の多少に比例していると

は限らない。たとえば、昭和24年までの住民税は、均等割が

20疹、只産割、所得割がそれぞれ40％の割合で描成されてい

た。一般には、高額所得者ほど究廂をより多く所有している

から、 住民税のこのような梢威は、所得に概ね比例するもの

であるということができよう。しか し、品村の場合には、所

得の絶対額が低いだけではなく 、その分布も他の個人菜主に

比してより平等であ り、所得の大小や貸産の多立の差も比餃

的少いと思われるから、低額所得者といえども相当煎い負担

に耐えなければならないことになる。表に見られる地方税の

第3l表

所 紺 階 絣

10万円以 下

20万円

30万円

30万

C備

円

考）

＂ 

" 

勁 労

這幣当り所得 I一世楷当り消費 I
I 

115, 103 111, 777 

I 
157,989 

I 
264,686 

I 
405,779 超

I
 

第28表及び第30表の備考参照。

逆進的栢向は、このような理由によつても促進されていると

思われる。

品業所得者の私負担のこのようなアソバラ、ノ スは、種 の々

陣目はあるにしても、地方租や公課印担金の負担に多く社因

しているということができる。この点に地方公共団体、とく

に町村の財政窃赤裸々な突態が物語られているのではなしか

と思われる。すなわち、地方自治の拡充により、地方公共団

体の行政活動は、以前に比してきわめて広範囲にまでわたる

ようになつた。しかし、謂ー的行政によつて、6.3i!i]の実

施、自治体巴察の設四等が行われなければならず、と くに経

済力の投困な塁村地方の町村においては、このよ うな讃ー的

行政によつて増加した財政支出をまかな うために、その住民

は、堂い地方税負担と多額にわたる寄附金とに耐えることを

余倣なくされたのである。このこ とは、寄附金等をも含めた

税負担率が、都会に多い勁労者の場合は13.3劣で あつたの

が、同年の農業者の湯合（ま、19.3％とより低くなつているこ

とによつても、襄付けられるところである。

このように相対的に煎い税負担は、各所得陪級におけるバ

ラソスが、マイナスの貯蓄としてあらわれているという こと

によつても裏付けられるように見える。しかしながら、この

ような家計収支の赤字が存在する ということのみをもつて、

早急な結論を下すことは できない。何故なれば、それはあ

るいは所得の絶対的不足により多く払因するかも しれず、ま

た、消毀水準の差異に甚因しているかもしれないからであ

る。表によれば、 15万円以下の所得階毅においては、租税負

担額は家計赤字の50%に充たない から、所得の絶対的不足

が、より多く赤字の原因になつているといいうるであろう。

そして、かかる措綴に底するIll帯数は 234万戸で、総世魯数

の50％をこ えており、この点に、写細規模経営と過剰人口と

を特色とするわが国の品業の、布命的な姿があるのではなか

ろう か。

消骰水準の差異を比較するために、さきの勤労所得の牧支

バラソスにおける一世幣当り平均所紺と家計消毀と、農業所

得者のこれらの数字とを比較してみた。その結果は次表のと

おりである。（第31表）

勤労者と展業者における一世帯当り所得と家計消費の比較

者

137,777 

198,842 

291, 190 

比

（単位円）

晨 業者
.—-. —-

李 ー 麟当り所得I 
嘩 帯 当 り 消 毀 I比 李
|------ - ---

劣＇
劣

97. 1| 72, 765 103,514 142.i 

1'57,168, 112.4 

I 223,183 

I 
Z98, 492 

87.2 

75.l 

71,8 

139,851 

234,908 

377, 8141 

3~ 

哀労者の湯合、所得陪級区分は世特の総所得ではなく 、世

菩主の勤め先からの収入を碁準としていたから、一批帯当り

干均所得は表に見られるとおり 、階敏区分とは：若＋符合して

l•ない。 しかし、 勤労者と品業者と を比較すれば、 染業者の

方が所得の割合に淫毀支出が大きく 、総所紺に対する平均消

笠埒向は、いずれの階級においてもきわめて高いこ とがわか

る。C平均消究性向は、さきにも述べたとおり、普逍には可処

分所街に対する湮費の比率として算定される。 ここでは比較

の使宜上、 総所得に対する比率として見たが、l距業者の場合

1；；；直接俯人税負担李がより高いから、可処分所得はより減少

ヤるわ、ナで、したがつて平均消費性向はより大きくなるであ （ハ） 営業者の税負担

，，，'J o)C • P • Sの物価地域差指数によれば、物価水準は大 営業者の場合の国民所得と賄接個人税負担との関係は、次

戸市ほど高く、小都市ほど低くなつているから、．町村と都市 のとおりである。（第32表）

第32表 国民所・1尋と直接個人税負祖との関係（営業所得）

とでは、前者の方が物価水準は低いと思われる。それにもか

かわらず、このように消究が塁業者において相対的に大きい

のは、世幣の梢成が誤家ではより大きいということに甚因し

ているとし、えよう。

したがつて、設家の租税負担は相対的に限く 、とくに地方

税や公課負担金の負担が用いといいうるが、同時に、宅細規

模経営と過剰人口という 相矛貯した二つの性格を もつている

わが国の晨業の宿命的な姪桔が、このような傾向をより一そ

う助長していることも見逃．がしてはならない。

C単位仰円）

年 次
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23 

24 

25 

26 

国民所筍 i fh: 
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A

7
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李

C/A 

嘉
15. 2 
16.B 

16.B 

14.9 

僭考

(1) 税額は蛾方税の昭和23年のみは濶定額、他は徴牧額による。

(2) 昭和22年の事柴税の欄の税額は常業税及同附加税である。

この表における営業者総体についての所得税負担率は、相

対的にいつて大分低いと思われる。何故なれば、営業者の一

人当 り平均所得は、勤労者や塁業者よりは大分高いから、累

進税李によつてその負担税額は相当に多く、したがつてその

負担李も高くなければならないからである。先に第26表に

おいて述べたように、営業者の課税額による所得税負担率は

高いが、滞納が多く収入歩合は他の菜梗に比して最も低いか

ら、実際の納税額による負担李はそれほど高くはなつていな

シ・つた。この表における税額は、檄収額による哭際の負担李

であるから、 B/Aによつて示される所得税負祖率は、比較

甜氏いよ うに感ぜられるわけである。税制改正によ る大巾な

配担軽滅があるにもかかわらず、昭和25• 26年における所待

弓負担率が、それほどの低下を示していないのは、営業所得

者は比較的一人当り所得が高いものが多く、改正により失

岱十るに至るものが少いことや、高額所得者は、基礎控除額

刊扶姿控除額の引上 げによる負担軽滅率が相対的に小さい

ことなどにも基因してはいるが、過去において累和した滞納

老額の整理が見込まれている結果、改正による負担軽滅の効

栗が、直ちにあらわれなし 、ということに、より多く払囚して

いる。

営業所得者の多い都市や町では、事業税その他の税収が相

当にあるこ とや、その他の梱々の理由に払いて、昭和24年ま

＇での住民税は 、比較的少い名担で梢んでいた。昭和25年の改

正によつて、営業所得者の負担する住民税は、勤労所得者の

場合と同様に若しく培加した。 すなわち、営業所得者の負担

した住民税は、昭和24年においては76飽円であったが、昭和

25年には2.7倍の204ii紅円に培加した。 同一時期において、勤

労所紺者の負担した住民税は、71岱円より221似円え と3.1倍

に膨脹し、営業所得者の場合の培加率よ りも盗 くなつている

が、これは、従前の住民税は均等割の部分が少く 、所得割と

査産割に煎点が避かれて課税されていた結果、斑産をより多

くもつている営業所得者には煎く、資産をあまり所有してい

ない勤労所得者の場合は、軽い負担となつていたことに基い

ていると思われる。これに対し、地租家発税（同定貸産税）

の負担の増加率は、さきにも述べたように、菜種によ る差は

あまりないのであるが、営業所得者の場合は、伯却毀産に対

する固定虹産税が若干あるから、昭和24年より25年への増加

率は3.7倍と、 他の業種に比して若干砧くなつている。

以上の結果を綜合すれば、営業所紺者の阻接個人税負担は

昭和22年以降年々増加し、24.年には16.8彦と最高を示したこ

と、25年の改正による所得税負担の軽滅ほ、既往年度の滞納

税額が多いためあまり明確にあらわれず、逆に住民税 ・地租

家屋税 （同定白産税）の大巾な増浜によつて、地方税の負担

額は所得税負担額に若しく接近し、総負担李では16.3％と24

年の名担率を佃か0.5％下廻るにとどまつたこと、26年にお

いては、所得税 ・地方税と もに臼担末は陀かに滅少し、直接
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個人税の総朽担牢は、14.9％と微落したこと、等というこ と
になる。

なおこの場合にも、袋業所得の場合と同梯に、亭業収入を

得るための必要経翌となる公租公課を、如何に比餃するかの

問題が残されている。
営知万得について国民所得と所得税課税との関係を考察す

るにあたり注意すべき点は次のとおりである。 「非諜税、免

税所得」は器業者の場合と同様である。

国民所得統計と税務紘計における涯業分類は、他の業種で

はあまり異つていないが、営業所得の場合には、大きな差が

ある ということに注意しなければならない。現在の国民所得

統計が依つている廂業分類は、日本標準涯業分類である。 し

かし、 税務絵計の依つている産業分類は、その沿革的理由に

碁き、標準産業分類とは相当大きな差を有する独特の産業分

類である。そしてこの差は、課税上の営業所得には含まれな

い自由業をめぐつてとくに大きいから、 （課税上、自由業は

「その他の事業」に含まれ、「営業」には含まれない） この表

における両者の有業人員は、必ずしもその範囲をーにしてい

ないわけである。このよ うな産業分類の差異を調酪すること

は、事実上不可能である。

現在国民所得統計の営業所得の算定碁礎となつているの

区

区

l
-rrffl
N

>
計

］
バ
頂

iV

第33表

I 
昭 和 10 年 昭

分 - -- ―ズ― 且 1 所ー—ず--i9----1 人
所得階暦 人 員 1 %―て―所 得 I 劣 I！所得階肝 「X丁―頁―

千円超 千人 百万円 I' 万円超： 千人
30 4. 5 0． る20 14. 2| 500 0.3 

1. ; ：：品．．名乱：［ 1,塁 塁：闘 翌t:： | 49魯t
- - - I - -＇ 

| 10,9| 2,928.8 
万円以下

10 

679.31 

所得階暦別にみた戦前戦後における所得分布の比絞（その 1)

100.0 2,263 

は、経済安定本部の行つている「個人企業経径調査」である

が、同院査は、母集団が全国の営菜所得者ではなく 、特殊な

部分に偏していることや、サゾプルの抽出、あるいはまた、

実際の調査方法等に多大の問題があり、正確なものと信する

ことはできない状態にある。このように、 現在の国民所得祓

計は、問題の多い算定i§籾こよつて推計 されているのである

から、われわれはこれを基準にして、単純に所得税の課税状

況を云々することはできない。

3. 所得階級別の負担

所得階綴別分布については、これまでにも多くのことが＼ヽ

われ、バレート係数やロ ーレソツ曲線による不平等度の算定

や、ジブラ線による分布の測定が行われてきた。これは、所

得分布に関する研究が比較的古くより行われ、経険法則が多

く定立されていたこ とに基 くものと思われるが、以下これら

の経験法則を中心として、所得分布を考察してみよ う。

Cイ）所得分布の比較
所得分布については、分布の平等度、不平等度がまず問題

となるが、われわれはこの問翅に入るまえに、戦前と戦後の

所得を、財の購買力において等価値ならしめた培合、分布は

如何になつているかを比餃してみた。（第33• 3姥長）
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(1) 昭利10年は第三稲所得税、昭和24年はrt1告所得税（源泉分は申告分に含まれるもののみを含む）について算定した。

(2) 所得階府は、昭和10年に対する昭和24年（歴年）の物価倍率を約20J倍と推定し、 脳ね等価値になるよう に区分し

た。努済安定本部の笙定によれば、昭和 9~11年に対する昭和23胚年の実劾物価倍率は156.1倍 となつているから、

これを昭和23尼年でC • P • iにリ ンクすれば昭和24年（府年）は 215.1倍と なる。

(3) 人只は実際納税人貝で同居親族を合まない。
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経済安定本部の算定によれば、昭和 9~11年に対する昭和

23暦年の消毀財の実効価格倍率は、156.1倍になることはさ

きに述べた。この倍率を、昭和23賭年括準のC • P • Iにリ

ンクすれば、昭和24暦年の物価倍李は 215.1倍となる。した

がつて、この物価倍李を一応の目安として、所得階肘を概ね

等価値なら しめれば、第 33表に見られる とおりの区分とな

る。

昭和10年当時の第三種所紺税における免税点1,200円は、

昭和24年の物価に換算すれば約25万円となる。 25万円とい

えば、昭和24年においては、中所得陪綴の上の部に屈してい

る。 これ以上の所得者 （課税分）の数は、昭和10年において

は67万 9千人あつたが、昭和24年においては50万人となり、

73. 6劣に祓少している。昭和245乍の分布は、資路の都合上申

告納税分のみに限られ、勤労所得者の分布は勘案されていな

いが、勤労所得者でも収入24万円以上の もの、及び2ケ所以

J:より給与の支払を受けるものや所得の合箕があるもので、

収入が8万円以上のものは、確定申告習を提出する義務を有

し、 申告納税すること となつていたから、この25万円以上の

所得階府には、勤労所得者も含まれており、昭和10年の場合

と異つていない。したがつて、両者を比較するに際しては、

このような事梢を考慮する必要はな く、高所得陪府における

昭和24年の人員の減少は、絶対的減少と解して差支えなしわ

けである。

昭和10年にお い て、 3万円超の高額所街者は4,500人あ

り、その所得は320百万円であつた。しかし、昭和24年にお

いては、これと樹ね等価俯になる 500万円超の階毅の所得者

暉かに300人で、 昭和10年の 6.7%にすぎず、その所得も

昭和24年の価格で2,445百万円にすぎない。 物価騰毀は、両

年の間において約 200倍となつているから、名目所得の 8偕

の饂は、実質所得の25分の 1えの滅少を意味している。し

たがつて最高の所得陪級においては、人員は15分の 1、そし

てその所得は実質的には25分の 1に滅少しているというこ と

になる。

このように、人員の減少率に対して所得の減少率が激しい

のは、昭和10年においては、当時の価格で 100万円をこえる

所得階級のものが数十人もいたのに比し、これを昭和24年の

珈価に換葬した 2鉛円以上という所街者は、まつた <1人も

おらないといつたことによつてもよく理解されるところであ

る。

これに反して、これより下の所得階級では、人員の減少率

と実質所得の滅少李との間には、それほどの姜はない。すな

砂 、第JIの階級では、人員は 8分の 1に減少したのに比し

て、 実質所得は9分の 1となつており、 また第mの陪級では

人員は 1.2分の 1に滅少しtこのに比し、 その実質所得は 1.3

分の 1に減少してし ・るにすぎない。このような傾向が生ずる

のは、これらの陪級においては、階級の上限と下限とがきま

つているため、等価値に挽箕した場合の平均所紺が、樫ね一

致していることに基因している。

叩猿は、所畑顔を等価値ならしめた場合の人且の分布

状況を暉したものであるが、これとは逆に、人只を等しく
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柑別した場合の所得の変動は、第34表に見られるとおりであ

る。

国民所得統計によれば、賠和10年に対する昭和24年の有菜

人口の比率は、110.3%となつてし・る。したがつて、総有柔

人口中に占める比李を同一ならしめるならば、昭和10年のあ

る所得階府においてあつた所得者数は、昭和24年において

は、10.3劣だけ増加していなければならない。そ して、この

ような人員に対応する所得階肝を求め、これを比絞してみる

ならば、所得分布の変動が如何にあったかが明かとなる。

すなわち、昭和10年における 3万円超の所得階級の人最

は、4,500人であつた。 しかし、総有業人口の自然増加率を

加味するならば、昭和24年においては、それは 5,000人とな

つていなければならない。 そして、この人員に対応する所得

階府は「140万円超」 となり、 昭和10年の「3万円超」に対

して46;7倍となつているわけである。

昭和9~11年に対する24暦年の実歿物価倍率は、第 8表に

ついて述べたように、若十低過ぎると思われるにしてもなお

215.1倍となつている。 しかるに、同一の人負府に対応する

所得措府は、この表において明かなように、最高の階暦にお

いては僅かに46.7倍であり 、戦前の納税者総数と等しい部分

においてすら、183.3倍と僅かに及ばない。 しかし、所得は

単純に物価の注数ではなく 、同時に生産の桑数でも ある。

G. H. Q調の鉱工業生産指数は、昭和7~1均逹基 準とし

て24腔年平均は77.2であり、9~11年平均基準に換算すれば

69.5となるから、物価指数との相乖倍数は 149.5倍となる。

この所得の増加率は、国全体について見たものであるから、

一人当り所得の平均培加率は、これを有業人口の培加李110.

3%で除した135.5倍ということになる。

この一人当 り所得の平均増加率 135.5倍を碁準とするなら

ば、中所得陪級における 183.3倍という 数字は、相当高いも

のである とい うこ とができる。したがつてわれわれは、この

表の一般的焔結として次のごとく いい うるであろ う。

所得を、消究の点を基準とし,Cその購買力で見るならば、

所得の増加李は全般的に低く 、とくに高所得階級ほどこの煩

向は強い。しかし、 一人当り所得の平均増加李を秘準として

みるならば、高額所得階級のみが低く 、所得陪級が低下する

にしたがつて、所得の増加李は逓増している。したがつて、

戦前と戦後とを比較した場合、戦後においては高額所得が老

しく 減少し、中所得陪級及び低所得階綬ほ増加し、所得分布

はより手準化したという ことができる。

このように、戦後において蒻額所得者が柑対的に少くなつ

た原因としては、種々のことが考えられるであろう 。 しか

し、 この点について、 租税名担がきわめて大きな厭囚となっ

ていたことも事実である。昭和2:2年以降2“Fまでの所得税の

税率は、最低20劣より板品85%にまで及ぷ念激な累進税率で

あつたことはさきに述べた。したがつて、高額所得者は、単に

従前に比して相対的に協い税を角担しなければならなかつた

だけではなく （本月報第2号及び第19号、等価値計立によ る

所得税率の変遷参照）虹本を裕積し、 所得を拡大再生産する

ことができないほどの、絶対的に：商い税を負担しなければな
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らなかつた。そして、戦後におるけ硲額所柑者はホ菜所得者

であり、 単にごのよう に麻い所紺税を負担しな、ナればならな

かつただけでなく 、さらに、硲額な事業税をもあわせて負担

しなければならなかつたのである。この点についての計数は

「各毬所得者の国税及び地方税を通ずる綜合負担」として、

これまでに、本月報に艇々示されたとおりである。

このように冗（い税負担は、比絞的税名担の軽い法人企業へ

の転換としてよく あらわれている。このような個人企業の法

人成は、昭和24年まではきわめて多く 、そして、個人の高額

所紺者をさらに一そう減少せしめたのであった。

所紺分布のill捉きに際して常に問題となるのは、分布の平等

度であり、そして、、分布の平等度を示すバラメ ークーとして

よく用いられるのは、パレート係数である。わが国における

バレ ート係数は、次のとお りとなつている。 （第35表）

第35表 パレー ト係数の推移
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次 1，パレート五薮！

今日一般に、 パレ ー i• の法則は「パレー 1• 常数a がより大

となればなる程、所街の分配は平等となり、 C がよ り小とな

ればなる程、 より不平等となる」と解されている。しかしな

がら、パレートがその法則を定立したときは「aがより大と

なればなるほど所得分配の不平等は班加し、C が小となれば

なるほど不平等は減少する」と、まつたく正反対の解釈を行

つている。 このよ うに正反対の二つの解釈が生ずる理由は、

バレートは、 所紺配分の均斉状態を前提とした故に、C は不

平等の散布度を示すものと解ボしたのであるが、a を一般の

測度と して用いるためには、 パレートのいう意味を逆にし

て、C をもつて分配の平等の散布度を示すものとしなければ

ならなしという解択が行われたことに基いている。すなわ

ち、両名の応異は、平等 ・不平等に凋する解択の相逹1こ舟召

するといえよう。

しかしながら、所紺分配の不平等度は、度数分布について

見れば、ある坦合には散布度の大小によつて左右され、また

ある場合には、その歪度、すなわち非対称度の大小によつて

左右されるのであつて、もしも否度が相等しければ、1詔6戻

によつて不平等度を測定するこ とが可能であり、また、も しも

散布度が相等しければ、杢度によつてこれを測定することが

可能となる。現央の社会における所得の度数分布の比較にあ

たつては、歪度が祖等しく して散布度のみが相述するとか、

あるいは、散布度が相等しく して歪度のみが相述するという

ことは、もちろんありうるはずがなく 、散布度及び歪度の両

者がともに相辿しているのが常である。 しか るに不平等度

は、常に両者によつて左右されるから、不平等度は、実際に

は、散布度のみによつても、歪度のみによつても測定しえな

いのであり 、両者を同時に測定しうる方法のみが、これを正

しく測定しうるといわなければならない。この点についてバ

レートの法則は、散布度が大 となる場合には、常に歪度も大

となることを予想しているから、散布度と歪度とが、それぞ

れ自由に変化するこ とを認めることは、その法則を否認する

ことにほかならない。 したがつて、所得分配の不平等度をバ

レー l• 線によつて測定するためには、 このような与件の分析

を前提として必要とするわけである。

以上のような問題があるにしても、現実の問賠として、バ

レート係数の数値は、所得分配の平等度をよ く反映している

という ことができる。第35表によつてみれば、わが国の限前

におけるパレート係数の数位は、1.55~1.70の間を上下して

おり 、とくに大きな変動は示していない。しかし、各年を函

じて最低の1.55である昭和1訟f-以後は、数値は年々増加し、

昭和17年におし、ては1.70とな り、18年は1.72、19年は1.76、

終戦の年である20年には1.78となった。このような所得分呈

の平等化の原因としては、やはり 、戦時経梢の特性が最大の

ものとして挙げられよう。何故なれば、戦時においては、 租

税負担の培加によつて迂本裕和が阻宝され、所得の拡大再生

産が困類になるだけではなく 、企業は経済絃制によつて直接

の制約を受け、また、戦時イソフレその他の戦時経済に特有

な経済事約によつて、没涯所得ほ滅少し、邸額所得者が相対

的に低落するのに対し、賃金統制等によつて、低所得陪級は

相対的に上外 してくるからである。

しかし、所得分配の平準化は、戦後にお＼‘てとくに若し

い。 終戦直後の21年において は、バレーl・係数は 2.15とな

り、しかもその後年ぷ培加し、昭和24年においては2.51とい

う高い数値を示すに至つた。戦前におけるわが国のパレート

係数は1.6~1.7程度であり、かつ、「現代の国家において、常

数aは大体1.5前後の位をとるこ とが計罪される」というバ

レートの言薬を思いあわせるならば、戦後における所得分布

0平等化が如何に異常なものであるかがわかるであろう。昭

和年において、 所得分程の不平等度は増大した。バレート

係放は2.25とな り、昭和2砕この水準と同一になつている。昭

和?年におけるこのような栢向は、経済の安定によつて遥常

0醐状態に復帰しつつあることを物語るものであろう。そ

してこのことは、只金が、生活袷より次第に能李祐に切換え

られつつあることによつても、裏付けられるところである。

ゼ
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この表における戦後の分は、中作納税分のみについて罪定

したもので、勤労所得老は、申告納税したもののみが含まれ

ているものであるこ とはさきに述ぺた。 勁労所柑のみについ

てのパレート係数は、x辺茶の都合上、昭和24• 25の両年の

みしか判明しない。 しかし、 両年の係数とも、 中告納税分

に比しては、さらに一そう異常な平等度を示している。 ③g 

5図）

第 5図 勤労所得のパ レ ー ト綿

``̀’ 
I 

准位狂1)
3
 

IJ 

すなわち、第 5図は、昭和8 • 24 • 25年の勁労所得のバ レ

-I・椋である。昭和8年は、労錫統計史地調森報告工楊の部

蕊数について見たもので、貨金は日給を基準と したものであ

る。昭和24• 25年の分は、国税守の実施した給与所得実態調

査結果表によつてみたもので、各年とも囲年間の収入合計額

を甚準としている。両年の結果表は、参考表として聡末に掲

” 
100 300 !'fr得柑級

（イ恥83.jD8年IJB瑶翠位 1011)

げてある。

屈表作成上の理由よりして、昭和8年における所街階級の

箪位は大巾にずらしてあるから、所街階級を比較するにあた

つては、この点に注誼しなければならない。 しかし、われわ

れが今問要に している所得分布の平等度は、パレー 1・線が横

軸となす角度であるから、座楔軸の移動は全然関係ないわけ
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である。

昭和 8年における貸金分布は、著し
＜f列曲したバレート線

となつてあらわれている。すなわち、
第 5図に見られるとお

り、バレート線は、日給40銭のF皆級より緩かなカープを

描いて 1円超の階級にいたり、
次第に梵曲度を培し、 2円超

の階級の附近においては、もつとも梵曲している。

しかし、それよりは、所得階級の上昇1こつオl--C惚曲度が弱

まり 、 3円超の階級よりは、ほと
んど直掠となつセあらわれ

ている。

これに対し、昭和24年における分布は、10万円以下の部分

を除くならば、きわめて明確な直椋的額向示している。そし

て、 昭和25年においては、より低い所得階級においても直線

的煩向に接近している。
しかし、昭和以年と25年のこのよ う

な傾向を比絞するに際しては、両年i-
→おける調査の田集団が

異つており 、24年は常仰使用人30人以上の事業所の披他者の

みについてのものであるのに対し、
25年は、30人以下の中小

企業の被傭者をも含んだものである ことに、
注意しなければ

ならない。
昭和 8年と24• 25年とを比較した場合には、所得階級につ

いては若千問題があるにしても、戦後の分布の方がより平準

化 しいるということができよう。

「---
—, - ---

昭和

所得階綴 課税前の分布 課税後の分布

口5万円以下:2,219,176'. 29.99: 2,721,llS 
I I I 

5万円 超 3,185,337¥ 43.05 3,471,8401 

I 
1,135,472: 15.34, 878,848 

421,4021 5.691 201,3881 

2.34 74,396¥ 

18,795 

28,222; 

3,6841 

1,496 

人

10 ‘‘ 
15 II 

20 ” 172,804 

25

3
0
5
0
7
0
 

II 

’’ 
II 

計

II 

第36表

2 3 

所 得税課税前後 における 所得分布

年 1
年

102,800 
I 

115,892 
I 

25,843: 0.35 
| 1 

21,0611 0.28 

I 
7,399,7871 100.001 7,399,787 

1.39 

1.57 

1.0 

昭

昭和 8年のバレー 1• 線は、 階級全般にわたつて汽曲して1J

るため、われわれは、 バレ ート方程式のヰ定を荘念しな勺L

ばならず、したがつて、分布の平準化の秤度を、計数ビに示

すことはできなかつた。

昭和24• 25両年のバレー 1•椋も 、 低所得階繋こおいて譴

当梵曲している。 したがつて、最小自乖法によ りバレー ヴ方

程式を求めるにあた・つては、範囲をいずれの部分に限定する

かがliり迫となる。 しかし、さきに第38表に示した戦荀0バン

ート係数は、比較的邸・所得陪級について邸定されたもかで

あることや、戦後のパレ ート係数は、バレー ！線が匝棟をなす

部分のみについてヰ定されたものであるこ と（ば後各年の申

告納税分において、バレ ー 1• 線が明確な「打線的傾向を示すの

は、概ね10万円以上の所得階級においてである。）等を紺深

し、 10万円以上の部分について最小自莱法によ り、方程式を

算定した。そして

昭和 24年

昭和 25年

log N = 26. 6117-4. 0892 log x 

log N =23. 7482-3.3970 log x 

但し N は累苗人員、mi所得！諏

を得ることができた。 申告納税分についてのパレート係放は

昭和24年は2.51、25年は2.25であつた。しかし、勤労所得の

場合は、それぞれ4.09、3.40とさ らに一そう裔くなつている。

和 2 4 

課税前の分布

可
36.7711,227,3081 

妬 ．92'.2,953,663 
I 

11.881 1,664,5631 

2.72! 805,575 
I 

458,712 

形

,0
 

4
 ，
 

総7
 

呵
呵
呵
呵
呵゜゚

0

0

d
 

o
 ー

217,049 

207,1811 

45,932 

29,957 

戦前のパレーl・係数の数伍やパレートの言葉よりして、

戦後の申缶納税分についてみた数俯が異常に店く 、所得配分

の疇 化が如何1こ激しいものであるかを述ぺたが、しかし、

I 
諜税後の分布 ＼課税前の分布 課税後の分布

-H 1%i了 □万ロ―

三二10.59 614,908¥ 8 081 674,868i 15 68! 603,423| 

6.031 131,658 
1.73 277,509¥ 6.45. 228,543 

::9:：2:12[ ：: ::9988323] ［〗 1，1゚：ロ
I 

0.06 
I 

， 

0.02 
I 

100.00l 7,601999:：゚011 00 004,3:;3157¥ 1二゚014,3064,；：71 10000 

％ 

2.851 

2.72 

0.61 

0.39 

備 考

(1) 本表は各年のIII告納税分につ-‘
＊ 所得梱烈別表によつて岱定した。

(2) 人且は、 尖際納税人且である
が所得合かのあつた同居郊族は虹 lいている。

昭 和

（洋位人）

2 5 年

6.83 

3-l.18 

~ .67 

14.02 

5.31 

2.21 

逗

0．去

0.15 

勁労所得についてはこ
れよりさ らに異常に蒔く 、これによつ

ても、現在の勤労所紺の分布が、
如何：こ平準化しているかが

｀ 

わかるであろう。なお今日の只金が、
紺謡より能率給へと

次第に切換えられつつあるこ とは、パレート係数が、昭和24

年には、4.09であったのが、25年においては3.40と減少して

じることにも反映されているということができよう。

（口） 所得税課税の所得分布に及ぽす影緊

所街の分布に対して所得税の負担が与える影密は、高度の

累進税李が用いられているときにおいて、とくに割老にあら

われる。 前項において、われわれは、所得分布が戦後におい

94.99 

9S9 

99 

95 

90 

80 

70 

0

5

 

4

3

2

1
 

第 6図 ヂ

所

プ

旦
b,‘‘ 

課税前の分布

ラ

税

線

課 税

／ 
認 3
ー24

ー

と

5 
げれ阜和l.l.1

一

i

—
ー

i
-
1
0

,;' ”| ?: 

尻

前

45 

て老しく平準化していることを述ぺた。 このよう に謀税浦所

得の分布が平準化しているならば、戦前に比してよ り砧度の

累進税率がとられていることよりして、所得税課税後の分布

は、より一そう平準化しているこ とが考えられる。われわれ

は、昭和認年以後の申告納税分について、所得税諜税前後の

分布を測定してみた。その結果、このよう な推定を計数的に

確かめることができた。（第3匂長、第6図、第7図）

後 の

●.............課税後の分布

300 

200 
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10 

所 得

第 7図

分 布

,<レ ー

ーヽーー

昭和 23年

昭和 24年

昭和 25年

20 30 50 ,oo 
9巧

ナなわち、謀税前の所得が50万円以上のものは、

人且 納税者総数に対する比率

昭和 23年 46,904人 0.63% 

昭和 24年 75, 889 II l. 00 fl 

昭和 25年 88, 797 fl 2. 06 II 

であった。しかし、瓦度の累進税叩こより 、所得税を臼担し

た後において、なお50万円以上の所柑を有する ものは

人 R 納税者総数に対する比率

卜綜

5

.3

2
 

(
＇
小
杜
人
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ーロ

5
 

＼`
‘ーニ

. 5 

( H~ 行•9昏，~長）

10 2.0 30 50 100 n .. 

5,180人

5,682,9 

17,216ヽ9

0.07劣

0.08,9 

0.40,, 

と、いずれの年においても激滅し、前者に対する後者の比李

は、昭和磁年は11.0劣、24年においては、央に 7.5% となつ

ている。このことによつても、当時の累進税率が、如何に急

激なものであつたか、そしてまた、地方税の臼担をも加える

ときは、如佃に前い負担が負わされていたかが推察されえよ

う。しかし、シヤウプ珈府こ碁いて、昭和25年の所得税の税

卒の累進度は若しく調照された。 したがつて、課税前の所得

50万円超のもののうち、19.4％のものは、課税後にもなお50万

円以上の所得を所有することができるようになった。名目

所得に若干の妍力りはあるにしても、昭和25年における課税，，

の所得50万円超の人且は、昭和24年に比して 3倍となつてい
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るのである。昭和26年においては、 さらに控除の引上げと税

李の調整が行われたから、このよう な頷向は、一そう強くな

つていると思われる。

これに反し、課税前の所得が万10万円以下のものほ、

人 員 納税者総数に対する比李

昭和認年 5,404,513人

昭和24年 4,180, 971,, 

昭和25年 1,560,442u 

73.04劣

54. 94,, 

36. 26,, 

であった。昭和25年において人負が急激に減少しているの

は、名目所得の増加により、低額所得者の数が滅少したこと

にもよつているが、 基礎控除が大巾に引上げられたことと、

扶荘控除が所得控除になり、やはり相当の引上げになつてい

たこと、扶査親族の範囲が、従来の年令による区分ではなく

して、所得の有無を基準とすることになつた結果、若しく広

範囲に及ぷよ うになったこと等により 、10万円以下の所得者

には、失格するものが多くなつたこ とに、主な原因がある と

思われる。．とくに、扶姿親族数が多く 、また、その所得が比

較的低額である晨業所得者において、失格者の数が激増した

ことは、さきにも述べたところである。

そして課税後の所得が10万円以下のものは、

人 負 納税者総数に対するJ:ヒ李 からである。

昭和23年 6, 192,958ノ、 83.69劣 この点に関する戦前の汽料を算定しえなかつだのは、われ

昭和24年 5, 093, 448,, 66. 93 11 

昭和25年 1,765,077,, 41. 0111 

となつており、課税前に比して、昭和23• 24年は、納税者総

数に対する比李において、10%以上の増加となつている。

このよう に、所得税の課税は著しく高額所得者数を減少せ

しめ、低額所得者を増加させ、所得の分布をより一そう平等

化せしめている。このような平等化の度合は、第 7図のバレ

ート線によくあらわれている。われわれの邸定 した課税前後

Jこおけるパレート方程式は、次のとおり となつている。

女 ＊ ＊ 

昭和四年課税前 log N = 18. 2723-2. 3873'og x 

諜税後 log N =21. 5903-3.1276 log z 

昭和24年課税前 logN =19.2081-2.5109log z 

課税後 JogN =26.1600-3.9244log z 

昭和25年課税前 logN =17.7419-2.2489!og x 

課税後 log N =22.4295-3.1792 log x 

但し Nは累稜人員 のは所得階級

すなわち、パレー ト係数は、昭和2訟Fにおいては、謀税訂

には 2.39であつたのが課税後は3.13となり、24年において

は、諜税前の2.51が課税後は3.92、25年においては、謀税訂

の2.25が課税後には3.18と、いずれも相当大きく増加してお

り、異常に平準化している所得分布は、所得税の課税によつ

て、 さらに一そう平準化せしめられているこ とがわかる。

しかし、われわれは、ここにおいて取扱われた税額はすべ

て諜税額によるもので、実際の納税額によるものではなく、

したがつて、このような課税後の分布は、必ずしも実際の分

布と一致するものではないということに注謡しなければなら

ない。何故なれば、申告納税分の滞納税額がきわめて多いこ

とは、これまでにも述べたとおりであり 、課税額によるいわ

ば税法上の負担は、必ずしも実際の負担と一致してはいない

われの深く迫憾とするところである。しかし、戦前における

税李の累進度は、戦後に比して著しく緩かであったから、所

得税の課税が所得分布に与える影密 も、よ り小さかつたとい

うことを推論することができる。そして さらに、他の直接個

人税の負担をあわせて見るならば、戦前と戦後との間にお` ナ

る負担の産はより拡大するであろ う。

税負担は年々改笹されつつある。しかし、現在われわれが

直面している負担は、戦前に比してまだまだ霞いといわな．ナ

ればならない。 （主税局調査謀）

＊ ＊ 

●
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l. 所 得 階 級 別 表 C申告納税分）

番 昭 和 22 年 昭 和 23 年 昭 和 24 年所 得 階 綴

号 I人 員 i所 得 金額員 所得金 額 人 人 員 所得金額

1 1 

I 

人I 
I 

1 万 円以 下 1
人

千円I 人

411硲 ,，,5＂22 ： I 
1. 5 I 

2 8,949, ’‘ 
I 269,8861 2 ” 3 944,389 18,105, 4,841,715 118,253/ 2,519,371 

3 ” I 4 1,499,122 I 41,745, 
I 

4 " 5 1,309,649 47,716, 1,148,0421 39,260,417 ， 552,1101 21,113,171 

I 

5 

: I 
983,168 

知 7::

| ,, 

7 754,140 46,18 2,308,9211 135,999,637 
＇ 

" 1,694,158 | ， 
’‘ 8 359,685 30,318,938I 1 

10 ” ， I 1,677,6641 144,928,872 I 1,816,4501 166,021,516 
I 12 ” 10 I 185,521 19,271,749 I 

I 
: 

11,4̂7-0,234 I 15 ” 11 84,420 1,135,472 I 140,288,981 

1,664,57: 5635 '. | | 20 ” 12 59,635 10,402,118 I 421,402 74,679,249 805, 

2 I9 13 27,621 
6,312,51310 6 I I 

珈，260:I 46,395,807 458, 

30 ” 
14 17,096 4,874, I 91,93 25,732,841 217, 

I 
37,725,51,i 

50 ’‘ 15 17,281 6,902,962 96,06 207,18 

16 I I I 
14,534,441 

2047u忠,,6i993& 11 2 I 

27,577,729 
70 ” 
lOO " 17 6,672 4,753,121 10,167,479 16,696,381 

200 ” 18 

｛ 
8,679,335 10,664,145 

500 II 19 J,952 3,741,563 
4,1B9436,.43704 0 I 4,819,650 

500 万 円超 20 1,836,4 277 2,445,427 

計 21 7,290,918 309,770,493 689,265,060 I 7,600,940I : 967,532,659 

I 
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2. 所 得 税 額 表

申 告
税 分

昭 和 22 年
昭 和 23 年 昭 24 年

区
分

利
配
臨
袷
退
山
証

一
子
当
配
与
巖
林
渡
時

事

時

所
所
所
所
所
所
所

当

番ーロニ？
所

得
得
得
紺
得
紺
柑

所

所

の
菜

等

所

所
負

所

所

所

ホ

交

の

外

の

外
産
稔

等

以

印

他供晶の

翌
岳

栗

菜

稿

営
摂
営
不
原
そ

r

'

‘
 

得
の
内
訳

ボ
菜
等
所

人
113,087 
102,141 
3,306 

1,623,113 
38,981 
121,210 
56,540 
3,089 
---

8,889,325 
2,628,353 
4,620,227 
894,295 
425,262 
15,379 

305,809 

280,739,965 
128,697,798 

合
計 10,950,792 

618,662 
8,335,732 

655 
2,738,260 

8,335,732 
1,564,102 
4,872,839 
7,•沿9,828

2,369,471, 

124;593,938 
22,926,670 

866,202 
175,870 

3,479,487 
I 

309,766,752 

l

ー

l

ー

l

|

l

,

l
ー

l
.

l

額
額
額
額
額
額
額
額
額
額
額

税

税

税

税

粽

除

収

納

足

よ

予

税
税

靡
望
誓
疇

よ

に

源

各

項

ち

控
所
に
控
1
納
う
ぅ

2

泣

の

の

過

第

の

額

額

ヰ

致

係

礎
税
保
安
5
引
税
税
ー弓

13

第

納

納

第

呻

引

引

某
課
法
扶
法
差
造
差
差
加
辿

2,921,052 
306,845,700 

306,845,700 

8,700,272 
2,753,14C 
4,595,699 
917,56(' 
245,1471 
16,614 

172,112 

1 1,043,7471 

91,196,7妬
41,974 

1,642,257 

89,512,51;> 
3,502,837 
18,744,667 
67,265,011 

6,045,648 

納 税 額 合

得
得
得
祖
得
街
得
得

計

l
.J
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
 

8,333,732 

所 得 金 ー
邸
璽
413434569529

贔
畠
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誓

9

9
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1
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額

306,845,7()() 

税 額

T-ヨ

お，お8,1的

人

A524621

的
燐
燐
即

一ーー一‘

符
1
3
1
3
7
2
6、
9111
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ー

且 所 得 金額 税 額

―—
_
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T

人 且 所 柑 金額 税 額

罹
璽
凪

警
408

璽砥
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6
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源 泉 課

番I一 昭 ー 和 ＿22-

1号人 且直）I所 1!1金 額I税

利子所得，配 当 所得 I291 T人1緊喝言
及 び 臨 時配 当所紺 30

内
2,614,520 

年

区 分

源呆 諜税翌 択 31
| 

（支払済金額）

外 10,903

29,262 

I 

沼．与所得及ひ．ill糀所柑 32
I 

所困税法第42r位の規定
による所得（駁稿笹， 1 

印税，謡演叶並に外父 33 
兵集金人等の報酬及び
烙金）

合 計 34 

C央玖；）
US,502 

2,263 

C女弘ゃ瑯）
263,118,099 

（女払金額）
1,034,432 

266,796,313 

外
内

外

年

人

一

＿
証
丑

138,030 
),732 

522,665 

4,100 

17,496 

外 1,149，?91
26,712,755 

114,607 

27,367，う23

昭

負

和 23

頃）所面;；額1税

千人 'f・PJ 
（女払済金額）
外 43,505
内 4,836

4,074,504 
I 

（女払祐金額）

外 1,250

192,293 

I 

（実際）
153,369 

I 

1,226 

（女松総額）
723,073,710 

(ii.払金額）
J,706,403 

737,046,910 

外
内

外

K
E
 

一
額

l

ァ＇

濡
817,940 

5~6 

113,899 

外 l,70~，茄5
76,1お，9泣

410,S9i 

77,471，臨
一
り

1

璽
455

喜
鸞

370789

翌
函
需
怠
燐

8

8

1
6
8
4
1
 
8,789,038 

税 分

ー

2

ー
ー
3
8

1

8
T

T
「
「

2

1

o

-

―-
60 ，
 

817939346
蕊

072

翌

ふ

岱

謳
璽

477
謳

252798
邸

知

臨
3
0
1
2
5
0
4
9
2

臨

論

臨

685,454,603 

両璽
598

璽
霊
023

置
曇
璽
065

蕊

6
3
3
5
9
恥
砥
颯
3
3

71

1

1

1

 

和

I 
→ 
人

215,330 

3,260 
2,822,268 
112,5安
109,76) 
95,540 
11,915 

8,352,49£ 
2,682,68~ 
4,400,28C 

盟累l
28,400 
91.6421 ， 

11,723,132 .... .. ．． I 

8,924，磁
9,453,717i 

49 
I 

7,846,526 
109,8581 

9,453,717 
2,608,677 
6,996,879 
8,192,879 
3,138,9521 
2，839,012 

9,453,717 

I 

T円

1,552,124. 

50,9051 
20'1,718,348 
4,131,651 
:!,552,263 
4,143,1471 

• 259,099| 

747,129,485 
364,; 757;98!?1 
306,555,192 
69,435,4861 
1,472,p62 
1,373,5.祖
3,529,617 

967,532,016j 

129,740,851 
837,791,165 

ー 1

ー，
837,791,165 

837,791,165 
I 

番

号
-|

|
「神 1

2
3
4
.）

3
7
3
 

二
ー
一
―
―
―
-

'
ヽ

9,
1
.
5
`
9
0
1
2
3
4
5

1
1
J
1
1
1
 

―

-l-―
―
―
――――

-l-_, 16 

ー 17
277,6和，437|18 

14,200) 19 
48,151,958, 20 

142,807l 21 
229,345,47月22
41,348,SM¥ 23 
133,297,367 24 
M,699,251 25 
2,495,964 26 

10,061,645 27 
I 

200,554,227 28 

昭 和 年

人 は （延）

24 

所 柑 金額税

・r人

内
（女払麟;1

1,426 
9,165,195| 

I 
（女彿栢金額）

b14,8121 

C'）9際）
1印，195

8J
I
 

34 ，
 

2
 

（女鉛兜紺D
1,141,583,:l:30 

（支払金額）
7,661,:175 

1,159,024,712 
I 

rl J 

額
I 

Tm 

I 
292 

1,844,021. 

367,797 

142,98:3, 771 

H67,9G4 

146,063,553 

| nn 

人 !3C延．） 1

T・PJ 

（火粉）
129,502 

2,711 

和

所紺金

25 

額

l （女払祐金額）＇
8,946,704| 

I 
（支払粘金額

:129,732 

T刊 1

I 
l,26~,858,034 

（女払金額）
9,204,486 

I 
1,282,338,956 

一
番

サ

2

9

3

0

3

1

3

2

ー

ー

一
円_

_

 紺

|

|
34
|

ー

58

2

6

,
 

6

7

2

 

額

T

,

'

9

9

4
 

7

1

6

 

，
 

，
 

1

7

 

-＿ 
年

l

2

一

ー

税
t

33

34 

2

9
 

7

4
 

2

1
 ，
 

6
 

，
 ，
 

13

77 

1,

0, 
3
 

~
 



50 51 

3. 所
（昭 和

呈す,
1
 14 

種

年寡

番 1,200円 以下 1,200 円 超 1,500 円 超 2，⑱円 超 I

区 分
人 員 l所得 1人員 1所得 人員 1所得I人員 1所得 I万口

人 千円 6]  五

人 千円 人 千円1

不勁産所得 1 

・411-880018,,,・087854・-1 7 0 ..2441．ー667,,,・45:・081、・-3- •···· 181134701-, , , -2275420・，,,・臨15983 . 7 

196,383 72,676 172,976 83, 758 

利子配当所得 2 
123,498 29,065 113,895 37,470 

勤 労 所 得 3 
297, 790 224, 386 209, 113 192, 60~ 

.. ·---·-—幽•+•... --. -- - - ・- --・ -

事農業業所所 得得
4 95,605 33,537 57,792 20,160 I 
5 159,181 51,826 119,7 41,079 

営業所得 6 119,890 111,940 103,216 111,000 99,926 138,707 87,633 163,730 

その他事業所得 7 13,629 13,164 10,918 14,372 13,273 19,805 13,403 26,287 

Jヽヽ 計 8 
292 , ぶ嵐700 | 

176, 930 233 , 858日碑 , 1 66, 45 1 --20-8,--80----4 I 192,049 158,828 210, 177 
-------..  - ------- ... ー一言●

そ の他の所得
， 10, 2， , 87'11, 3,， 145 12,038 4,154 10,746 4,847 

山林の所得 10 10, 4， , 779 9, 5, 797 9,559 "'I 7'.428] ! 7,839 8,619 

合 計 11 内 764,, 
内 82, 内 8.5,696 内 68,755,

43 494, 612j 363, I 477,831 334,349 I 529, 7581 259,625 I 537,472 

分
番

区
号 人

表

不動産所得

利子配当所得

勤労 所 得

事業所得
農業所得

営 業所得

その他事業所得

小 計

その 他 の 所 得

山林の所得

合 計

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
 

所

ー
＿

剛
一人8
3
2
1
8
0
6
6
1
0
8
4
7

〖叫
「睾ー
1
1
2

1

6
4
8

直
4
5
8

1

-

9

9

9

9

9

 

ー

9

9

9

9

 

7

8

3

1

6

8

.

8

9

 

•

1 

1

1

1

 

15，⑱ 

22 I内

20,⑱ 

門竺」所
千円 人

36,805 
I 

15,625 
I 37, 798J 16,466 
I 

39, 9141 12,167 
---• -- •I ---・ ・ ^ -^--0 -l 

501 853 

68,958 
I 

5,360 
I 

6.880' 490 ， 
I 

76,339 
I 

I 
6,703 ， 

... ・・・・・・-・ . ・・・・・・ 、....

1.064! 
I 

,064¥ 8011 

4, 1751 5671 
内 7,789

196,0お
I 

17,3671 

超 l 30,000 円

得人員i所
千円1 人

44,835 

I 
9,8491 

51,6231 11,602 
I 

47,695' 8,356 
...．．．． . I ← -- - -- -- ---- I ・ • 

4571 367 

77, 155¥ 3,456: 
I I 5.869: 205 

' 1 
83,4811 4,028 

.. -----

1.285 
' | 

. 524 

4,643| 400l 
内 5,729

233,560, 11,843 
I 

円 超 超

-

―

 

1

|

1

1

0

 .7 
8
 ゚

6

2

7

 

ー

1

7

9

 

＂寸

l

四

7
3
0
0

.
1
8
9
9
0
1
9
9
9
2

.

9

9

9

 

1

-1

1

4

9

.
 

5

3

 

9

9

 

5

4

0

 

9

9

9

 

8

3

 

.

2
 

.

7
 

7

3

6

 

3

6

4

 

50, OOJ 

人

内

所ー一
罹
函
056901
寧

58
213 ー

1901
1191
079032

円

一

9
9
 

3
 

2

4

 

員

'

,

3

,

4

,

5

1

1

 

□―
得

臣］：］
23,626 

I 
4り

36,026 

1,825 

37, 8911 

415 

2,129 

It 7,4岱

区 分
番

号

不動 産所得

利 子配・当所得

勤 労所得

事業所得
農業所得

也菜所得

その他事業所得

小 計

そ

山

合

の他の所得

林 の所得

計

2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
 
31 

32 

円

所

ー

7

0

 

5

1

6

.
 

ー「
人

員

2
4
2

~

ooo
-

.

 

⑱
 

人

2

6
,
4

2

 

4

5

 

20 

7
13

8

 

0

4

 

2

3

-

内
33

-

人

内

-

．

0
1
1
11
8ー

0

3

7
 

.

n

c

3

9

.
0

4

1

5

 7
 

゜

4
 

4

3

1
 

9

9

9

 

得
一千6
8
5
9
8
9
-

0
3
4

0

5

 

9

9

9

 

5
 

2

1

9

0

 

3

1

1

 

超

人

内
叫
嬬
寧
ー

1
4
0

~1
。

両
9
26
9
3
9
2
0
7
2
4

1

幽8
 

，
 

3
~

2
. 

ー

．

．
 

．

．

 

．

．

 

121 

000-[lfー

'1

7

1

9

6

2

6

3

暉

⑱
 

超 円

所一
ーー
一人3
8
1
0
7
8
-
3~

⑱

員

⑱
 

得

千PJI
1,602: 

I 
22,152: | 
2,213 

超

1,512: 

g

1

0

2

疇

＿

ー

7

1

7

0

 

5

9

 

人

1,000，⑱ 円

l 
7 

7 

2 

1 

49 
I 

59 19,809 
- -

員 所

超

得

刊
孔
ー
2

0

-

T
2
7
7
6
4
-

,

~ 

12

i
 

6,073 

6,073 

゜70 

類

三 種 所

別

得 税）

3, CXX) 

人

円 超

1所得 I
人 T叫

183, 559I 122,405 
I 

130, 2981 61, 917 
I 

166, 2711 206,960 
・・・・・・ ,---響● ● ● ● ● ・ • • -- -- --

40,9501 14,881 

84,557I 236,846 ， 
13, 689I 38,919 

139,196] 290,646' 
....... ................... 

10.983 
I 

, 6, 126| •..... 

7,825 12,2991 

内 69,105|
237,853 700,353| 

員 人

内

号

＿
1

2

3

ー
悶
叫
匈

得

'

,

'

-

6
3
5
0
5
3
{
 

．

．

 

．

．
 

所

．

―

円

員
蛤
502
086
.
3
6
3
7
7
8
9
3
1
g|
函

1
497919
呵

0
0
0
3
6
3
3
9
2
5
9
:
3
,
1
4
,
1
，
砂
1
,
1
，
説

，
 

内

0

.
 

ー

・

ー

・

人

2

1

2

ー

2
]
叫

t
|
dー

r

199，
 

得
嵐
36927,
i
0
6
0
9
2
4
5
0
3
4
2

9

9

9

9

9

9

 

6
7
4
6
7
5
i
2
3
0
1
8
5
0

.
2

7

4

9

 

超

．
｀
 

.

1

1

-

3
 

所

．
•• •• 

且

人
632537355

-
165
廟

344203|
158

呵
549
直

円

|

_

9

9

9

.

9

9

9

9
 

6

3

3

3

;
3

2

9

1

 

2

6

 

5
5
9
4
6
5
-

2

3

-

000 
7
1

人

一
~

内

．

．
．
 

ー

円

1

1

7

.
5

7

2

4

-

1

サ

千
2
1
6
2
3
3
-
8
1
0
8
1
5
3
2
8
0
3
4
8
8
5

9

9

 

ー

7

4

 3

.
 

超

饒
4
1
9
8
8
9
]
3
,
3
9』

229

匝
3

,

7

••

• 

．

．

 

-

．

 

所

.

-

ー

↓

6

4

1

6

3

5

4

3

7

6

3

 

円

ー

1
4
8
7
8
3
5
6
0
9
5
5
2
1
[
5
4
1
2
7
3
8
1
 

人

九

599
菰

1
1
9
3
5
,
5
訊

4
,
3，
砥
眺

員

5, CXX) 
超 番

4

5

6

7

8

 

1,2471 

111,504 

13,402! 

126,153 
--• I 

1,6411 9 
7,3721 10 

202,8.5d 11 

70,00J 

内

円

員 I所

2,07閏
2,910 

認 51
----------------

38 

589: 
23 

650 
----- ---

124I 

87i 
I, 478 
2, 7671 

人

内

/／7824[8 

8
ー

呵
詞
ー6791

3231
995|

844

_
gー
冨

□557401
9

9

9

.
 

＇ 

.

0
 

超
，
ー

8
4
1
2
2
-

26

1．
 

所

円

I

AI369981536|

叫
叫
12

ご
醐
―

⑬

員

ー，

1，
1

,

L

L

-

丙

g
 人

・

|
）
Pll1
6
0
3
1129
`

16
叫
ー7
2
2
6
5
19
,2819

千

6

0

0

[

8

9
9

9
 

得

'

1

6

 

2
 

。

ー

超

64,069) 22 I 

人

円

7
 

＇ 

3

7

 

1

2

1

 

ー「
人

⑱
 g

 
，
 

2
 

内

「9CXX),000

得 I人口 I所街

”1 人／
58 2 'T蒻

21,9701 41 6,856 

599 -••... - 3 ......... -•..,.35:I 

二I 二］

~,................. ] 
I 

.,..................、 .. 
● ●●  ・ • - ・・  

31 66 

Ji 22,6941! 内 ニ

員 -r 
月

超 円 超

ー＇

7,3031 

人

4, CXX),⑱ 

>員

2
 

円

所

4

4
ー

T

|
l

超
—

い
弓
1
0
8
2
7
0

，
 

合 計

人

1, 1.49,9] 

776,688 

1,596,060 

員 所

496,815 

583,501 
I 

- 78,548 
, 1 

-: 1,158,864 

..―:・・・蕊，2891

- 54,027: 

内 476,148
9,378 

I 
1,879,403, 

番

号

2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

-—

」
一嬬
□

口
祠

□

、
イ
五
涵
60

塁
岡
蹴

5、

9

9

1

1

1

 

3
1
3
2
 

7

1

 

9
0
2
1
 

⑬

既

5,044,493 I 33 



52 4. 所 得 種
類 別 表

53 

（昭和24年申告納税分） C箪位， An…・・・人，所得金額••…•千円）

番 所 得金額 4万 円以下
~ , 7 万円以下 ——• 

_ 99 10 万 円以 下

← ----→` 

- ---------⇒----頂E た 。— る人口所得金 頷
区 分 人且所得金 額従たる人負1主たる --------

— 人員所得金額人 員主た ------
露たる人只主たる --------- - 1 510,230 41,183,063 

- - ------- - -- 47,201 450,275 22,521,040 58,091 

営 業 所 得
1 25,546 168,260 5,457,414 1,059,431 81,461，甜

塁業 所 1!｝I 2139,9731 355,29611,206,4621 
406,660 965,046 53,095,9651 462,541 

1 55,400 178,700 13,756,197 

その他事業所得 門 ' 1 l 
31.256 112,0911 3,577,284 

65,805 242,4441 13,186,553 l l 

原[講 演⑲ 稿 14 7紺 m⑮ 鴨 細 芯

2,8311 144,055, 3,085 3,103'. 210,100 

:、：員：了悶 51 10,lll 1 6,3571 113,187¥ 2102994;00 1 52996:41 14;，9437,； ：;,4: ：’9917: 2110::1 

利子配 当所 得 16 6,0861 4,147 6 576994;;！ 182 1 135 1 5,464 129 75 3,361 

臨 時配当 所 得 7
314 

I I I I 1 269,48412,439,661¥ 187,579 430,760 26,943,B63 

: ; : : ¥ 891 3:，;75:7959:135¥ 2,418376995:l 10669•こ[ 5050,1 284,201 1 13,s:}71 869917:5 ：ニ
5,0233,5501 93,160I ’ I 

14,4261 5,960: 283,869'. 21,100 
I 

山林 所 得 10I 4,3991 5,6叫 166,869 ~,8781 
6,317l 340,l 1 19,016 6,263 511,565 

I 

謡渡所 得 11
12,636 

1,534 5861 30,63> 1,832856 61,748 

； の時他：所：サリ 11123¥ 5：四［， 8：：5l 1 266,386¥ 71024,:：:11 1,91628,0:21106720:5,321864 878,762 2 2293,2:,: \66~ 

9.  -

會

,, 15 万円以下 ,, 20 万 円以下 ，， 22 万 円以下 II 25 万円以 下番
. 

従たる主た芍＇所得金額従たる主たる所得金額従たる主 たる所得金額従了ごー 主 たる —
人 到人 KI 人 只l人 此， 人 庄人 蜘 人 此人 員トJr得 金額戸

49,0祁 522,55062,559,783 28,692 324,660: 53,260,170 11,684: 100,569, 19,761;2.16 8,3911 117,474, 26,008,3871 1 

372,926 832,433 89,975,006 158,211 296,008 42,898,815 34,6861 56J9131,9591,035 28,170! 45,38718,066,17j 2 

38,614 122,224 12,833,5411 13,342 52,227 7,400,39] 3,210l 15,4081 2,665,8462,7381 15,464 2,793,0221 3 

3,566 2,982 291,972 1,756 1,512, 176,0411 580; 759: 80,059, 5571 633 98,837j 4 

35,242 8,2291 264,926 25,258' 6,C47 160,247: 10,219: 2,988: 129,316: 9,278' 2,291 86,04~ 5 

35,9841 6,190 177,469 31,458' 4,927 176,002 16,045: 3,264 93,702j 18,484 4,027j 142,1361 6 l 
2461 116 4,2041 223 4り 2,908; 190; 66i 2,4461 1801 66¥ 2,53~ 7 

241三i6:: 48：三：1:>:2: 38>: 137三i5:97:：9: 12:1:9: 15三:!〗99:II 12[[： 18 :::9：：1 : 
I -9:5-1~ ］ 11,569 6,718 652,2751 9,5L 5,023i 540,9131 4,4401 2,2821 258,239 3,9381 2,50] 267,5-均11

2,354738 51,740, 1,001 284, 29,269 438l 147 14,067 349: 1491 15,89 12 

7,200 7,538' 570,793, 6,577 2,4701 244,674: 1,551' 1,48'J, 120~404: 1,511 851 109,729/ 13 

843,9872,152,328'217,018,660! 459,853|1,084,7591143,877,4お 150,280l314,2461 48§44,7001 139,241 3!9,0621 56応 6,64;i14 

- ------— 戸 ，， 70 万 円以下 ＂ 
．~ー---―i審‘ ,,30 万 円 以下

,, 50 万 円 以 7‘. --------
- -- -

← ● 

従 た る 主 た ° 所得金額従たる
= -- --— 従 たる主た所所得金額人 旦人ー ロ A_ i~ 

区 分号従た ？主たる人吋所 得 金額人 i1人 い
~ -

三 ＼人7ロニ［こ： 3：□',8: ：7499゚：2:l-三三3,3二'9: 1,660| 1 :9,5牡汎819,978928 8 1,7: 

農業 所
得 16'. 18,906 I' 4  690,0511 , 

3651 3,624 1,977,357 183 

;,628 14,295, 3,311,989 1,370 13,491: 4, 
その他水業所得 17i ' 1 | 384l 99,797 122 1721 

48,587 56 

霞震晶月!}¥181 4381 7041 10932992521171 366 1,9461 113,798 2941¥ 456 48,328 1,361 

小 19 9,274¥ 1,556 
9,l93 1 

不動 産 所位 ' 1 1 19428 3,598 223,354I ’ 
I 7.1391 1,321, 103,237 3,481 

利 子 配 当 所 得 陪°I18,916 4,416 159,1061 9 1331 441 .3,076 75 

I I • 205 
60 3,7891 2:JOI 771 5,274 1.:>->¥ 

臨 時 配当所得 121 1 1 I I 
¥ ＼ | 1 87,707! 20,420,1681 7,763' 13,33011 4,620,965 3,353 

53436' 103,013 17 587,406 58,836 204 95,732 179 
給 与所 得 門 '1 9 

叫 粒 所 得 23i 3,791 
1,455 310,9231 2,623 1,031 

1 361-,615 5』
I 

噌 rn,M 1,628, 574 163,622 437 
1691 90,777 220 

’ I I 
4,053 1,894 353,579 1，切9

4031 146,581 705 

l 
52 14,190 103 
I ' 

523' 491,089 220 

1-11 林 所 得 241I 2,453 

孤 蔽 所
得 1225611 

3,8111 

時 所 得 222 

その他の 所 得 27 1,086 

合計 ~ 122,607

787 159,102 

2,5801 I 

I 
309,868 

92 10,947 

635 312,547 

7,166 

135 49,327 U6 

I 

83,184,936 26,311 
55,931 27,571,729 12,163 

281,664 60,247,639 ¥19,969 267,162 I 

201 

764 

6 ー

19 

100万 円以下 、， 200万 円以下 II 500万 円以下 ', 500万 円超 合 計 1番
'-

主た る所得金額従たる主たる1所 得 金額従たる主← l

--
従たる t— る 盃了こ る主 た る ロ

人――只' --i人＿n人ユ i＿ 人 負1人
-？所得金額 I所得金額いゴ只 人贔頂所得金額人 貝人 員

I 
~4.3,073,384 302; 6, 1401 8,042,576; 104¥ 1,329,3,631,2771 19 I l 193'1,792,236 245,9902~15,740,364,758,0091 15 

'|  I ~~~;- , 137:490' 694: .132~ . 59:574 170し 50:.11:6231 20: 2,..69811,64;:52贔，657,1381306S55,19316 

I 
1,68011,321,ws s2 848: 1,106,064' 16' 1sdr 542,249 21 21: 273,1121 214,9811 112,109! 69,435~56\ 11 

77I 34,198I 21 22| 21 882 7 6 14,323 - - 1 
I I 

I 
13,653 14,890 1,373ぶ39i18 

l 
2071 35,819 777 92 30,720 209, 30 20,282! 34' 6 1 18,3421 163,8011 42,8031 1,472,702 19 

656' 78,800 1,599 370 86,082 448 103 54,812 124 381 36,376'195,175 38,827 1ぷ52,124;20 
I I I 

341 3,350 22_ 351 1,0491 21 11 6,1111 6 -i 432 2,!26 1,0861 50,9051 21 
I l I I -- - 1 

309 348,617 64 471 99,448! 978,255:2,251A01乍゚7,718574i22 

71 8,4971 7 7 5,9101 74,373'42,666j 4,131,651123 

20 46,480' 4 2 14,9651 8!,670 29,751| 2552,2711 24 
I I | 

67 139,339 22 25 194,736' 60,988 40,074 4,!43,425 25 

I 
7'3,911 

72 31,494 

23,796 6,696,381 

6,263 

8,855 19 9 5,513' 
I 

5,639 9,5311 10,664,145 I,589 2,117 4,8I 9,6.50 
I 

12 

43 

8
 
16 

I 
1,085,5481 418 

10,215 14 I 
， 

34 I 54,309 

151,006 12s1 

4
 

525 106 8,573 3,524. 259,099 26 
I 

2 8,468 49,561 43,408 3,529,611, 27 

I 
304 349 2,445.427'.4, n!,667,9,453,717,967,532，約g'28
I I I I I 

2
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54 
5. 給 呉

所得 階 級

2万円以下

2万 円超

4 ＂ 
6 ” 
8 II 

¥0 II 

12 ＂ 
14 ＂ 
16 ＂ 
18 ” 
20 /I 

25 ’’ 
30 ’’ 
35 ＂ 
40 ＂ 
50 ＂ 
70 ” 
100 ” 

計

: 人
; 3 1 1［゚：＇三＼：991:29:99,！゚71]5i i’9: 1,2:5［口：’9:::II

4 135,877 9,478,142l 20,9011 1,456,1001 18,504 
I 

I 

86,718 7,786,6151 25，祁712.289,8-791 29,159¥ 

砥267¥5,523,567¥ 23,7971 
2,650,858: 34,769 

I 
I 

30,6311 4,024,598 
叫 71 3,214,l63 18,59012,437,6961 21,946 3,272,489 

芯761,6;949978:I ll,69 1,743,696 2,408,l17 

119: 50 33[]>112[678:::65[02[1:3127:::/12i7:7:li1
36 15,8043151 138,041 5:[ 233,110 

185,771:I 

投

5
 
6
 
7

8

 

，
 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

40 

81 

22,779 

6,374 

576,914140,~ 

人

8
01

2
5
~

叫
T
5|

4

3
 

6
 

6
 

叫

匈

叩

3．
 

7
1
3
2
9
9
6
 

8
 ，
 

ー゜
2
 

3
 

5
 

~
 

2
 

所―
ー員

人

694
 

．
 円

2
得
孟

人

83,799 

所 得 実

昭 和

親

3 人 ＇ 
人 且 ＼所 得

人 ぶ432 

1,595 52,598 

5,3171 267,989 

1120,,90965 5 I 
833,760 

1,806,153 

27,451 3,031,1.53 

28,715 3,772,731 

23,258 I 3,468,009 

． 11013郎4,，,額90函371611 , 2~2,970626116，郎蕊四1 

1,183，臨
1,574 505,232 

697 259,434 

736 323,189 

1:99:[1 29;1 1 1: 7̀08 

23,806,224¥ 166,985; 23,471,856 
I 

-- - → 

昭 和

態 調 査 結 果 表

24 年

族

4 一 人 5 人 1 ：人以上 1 合 計 紀 扶 浪 番

人只 l所属― 人 l1 |厩― 面 ― 人 員所得 1 人 員 1所得 親族数号

人 千PJ
—,-----l 
人 千円 人 千円 人1

237 2,731 203 2,445 149 1,6851 人
千円

13,199 160,035| I 6,290'. 1 

1,12437,064 485 15,9881 415 13,651 100,967 3 1 ,336,606 

3,217 162,276 1,5981 80,5711 1,261 
1 | l 1 28,042 2 

63,4671 209,2().5! 10,543,3821 86,2811 3 

7,676, 534,961, 3,979, 277,333 3,367, 234,741: 202,269j 14, 104,4861 165,7611 4 I 
13:004' 1,168,962' 1,s211 676,1421 6,096! 548,064! 188,oaol 16.896,2401 212:922I s 

ー・-・-----.― I-・ ;・ , --. Q';J -――▲ ー・ • ・ •. ．．．-• -• --- • -•.. .． ．. ー^・ ．．．．． ．．．．．．．．．．今●・ •一
18,7631 2,068,622 10,927j 1,204,151¥ 9,240i 1,018,131 1 73,2171 19,343,8661 364,886: 6 

21,6721 2,850,772; 13,797j 1,820,2391 12,4221 1,644,648! 150,2981 19,764,756¥ 401,8211 7 
1 | | I 

20,279; 3,023,490: 14,040J 2,092,752: 14,535; 2,165,8161 116,8771 17,426,0411 371,0261 8 

15,3551 2,599,570 12,206 2,066,1141 13,360 2,260,686 83,391 14,116,877 294,581 9 

10,129: 2,029,359) s,1011 1,646,6341 10,626l 2,oos,84sJ 55,8401 10,561,4821 200,s24J 10 

悶：！：：三I 勺゚5?2 :：□：：：I 1:：;：1 :：：：:；:； 塁：： ？，：：盟口：：：：： 
1,758 563,9691 2,l11 676,924i ,,267 2,973,417 37,007 13 

悶：：霊!I::ill ご：：：！ ：盟 ：は心：：：；1:：三322,333 

193,984 

22,206 
8,901| 

20,552,921 

25 年

践

3827111 ・.. ..噸ー..2..21.31,..,.96..50.92.11 ..... ・・・・・・ ・・・3.66..7 7 . 
・・・・・・・・ ・-・ ·•. -

207,763 1,910 1,080,113 6,655 16 

53,791 372 298,677 1,051 17 

5 6,252 68 87,684 140 18 

93,730I 15,176,0821 97,716 16,746,806 1,410,494 156,729,961 2,665,207 19 

所得 附 級

l号
5万円以下 20 

5万 円 超 21 

10 II I :23 
15 " 
20 ＂ I 24 

且；
人

651,313 

984,656 

315,318 

69,291 

17,134 

..-•••-...-•-······ ・・・・・・・ 

30 II 25 3,083 

50 ＂ I 2267 1 299 192 I 
70 ＂ 
100 II 28 81 

200 ＂ 
29 156 

I 

計 30 2,044,523 

扶
放

---2 --7、 3 人 4 人
1 人 —- --
—---. ----

得人 且 1所
~I 人 員 所得 1 人 n1所 得人ー： 」 竺竺

- --- -う‘l戸三―—百五 人噂
百）Jf'J 人

百｝iPI
62,4722,437 45,252 1,903 

32,448 1,342 18,214 

叫 ，351 16,602 169,271 13,341 115,203 9,424 
12,832 212,2591 74,4.07 167,4団 24,325148,411 18,570 
17,183 215,763 27,192 194,448 

37,765 139,002 23,523 121,799 21,103 

12,2訊 66,530 11,460 117,168 
20,061 133,237 

3,912 33,595 
7,828 68,684 16,273 

, 88558 20,992 90,294 21,452 ， 

1,290 7,338 

187 2 I 
1，246 

16 304 

96 235-

731 32 

155,128 478,208 

2,674 16,970 6,121 23,805 8,673 28,734 10,583 

702 2,429 1,442 3,062 1,747' 3,8糾 2,259 

257 533 428 844 673 959 743 

292 268 352 182 233 蕊

“゚
102 公｝ 205 14 35 20 57 

55,767 679,349 90,579 645,869 94,883l , 527,751 8j,295 

族
― ,  

5 人 6 人 | 7 人

＇ 

三吐~~I!:._一 叫 所
人百万円 人百Ji円 人

9,343 377| 3,457 256 3,259 

65,859 5,287, 32,590, 2,606, 13,154 I 1 1 
98,527'12,4431 55,892 7,027j 21,893 

90,951 15,8371 52,00]1 9,0091 25,2071 

74,646 17,904: 47,293 ll,3691 23,850 

| | 
四，898 9,063, 17,953 6,544 

I I 
3,466 2,006: 2,704 1,540 

896 7011 525 422 
I 

168 207 164 191 

98 3 8 27 

10,‘忍

1,657 

265 

47 

ー

368,778 63,923, 215,582 38,973, 99,567 
I _ 1 

数

| 8人以

得人 一叫 所

1,9森
7,536 

10,425 

12,998 

15,729 

百)JP:l
168 

1,055 

2,799 

4,388 

5,988 

. I. 

3,756 

946 

2161 
66 

3 

4,947 

9461 

250 

11 ， 
l!l,385 54,777 

上 合

得 1人 員 1所

百万円I 吋
611 833,6841 

584 1,767,9821 

1,700 1,199,679 ， 
2,299, 689,_182 

l 
3,766 459,783 

1,769 

558 

199 

15 

271 

10,9771 

137,962 

19,673 

4,765 

1,409 

2851 

5,114,4041 

，藩
ー
ー
湯

投

数

扶

族

総

親

得

計

3t認1 年，幽。
136, 138, 2,211,4 76,21 

149,0021 2,786,066122 
I 

I)9,903) 2,240,25423 

109,483 1,774,237_24 

---．ー・ 1—• -..．．．．．.----| 

50,474; 597,00125 
I 

11,382' 84,519'26 

3,800| 19,555 27 

1,793; 4,62128 

1,2661 439129 

6 1 4,9 1 1 1 1 0, 1 59,4 1 4130 
I 
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6. 業 種 別 規 模 別 の 人 員 及 ぴ 所 C
テ,1
 

（昭和25年給与所得賓匹コ査結果表）

II 

ジォ、 柱i 別
A
/
 

1.森林水炸菜

鉱 業2. ;{j 

3.その他の鉱第

クV.I 
ォミ 4 4.廷

5.食 料 品 工染

6.紡

炭

設

緑

工

工 染

7.一 股 製沿エ究

一

—

—-

ー

．

]
 

8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
 

柔

業

究

菜

鰈

他

計

Ea

a
 

-
9

動

工検

小

店

不

険,K
 

楔

卸

＇ ． 

食

一

磁

低

般
金

一

金

9

皿

訟

8.化 学 工
97.0 120.9 

11.飲

48,279; 92,121 183.0 

126.0 

13.キ

14.不

の

t
 

、K”

合
900,662 

I 

7. 所

所 得 陪 紗

5 

10 

15 

20 

30 

50 

70 

100 

200 

200 

万 円

＂ 
’‘ 

II 

" 

＂ 

以

＂ 
月 1g 

合

平

下

莉

番
使 用 入―10人以下

'_Q_班加兄 並 態 者一
乃人 員 I平 均 鉛 与

人
34,188' ー

2

3

 

5

6

7

 

番
＂
万

16 

17 

18 

z
e
2
1
 

19 

2
2
2
3
2
4
2
5
 

計 I26 

均 2 7 

ー
一ー006
ー
碑ー507
ー
総

6
5
7

低

35

。． 
3
 

3
 

.
1
 

『
竺
598

ー叫
叫
吋
邸

；
訊
認
瑯

2
3
7
9

如
叶ー
釦ー

〗
紺ー

〗
ー
細
ー

四ー

仇

[
『
二ー

〗
164-,010 

使 用 人 10人以下
のホ染 所の被 ~If ,r.·

人 R 所紺

人

お5,G28

372,372 

1'14,656 

印，361

27,489 

6,930 

公31

-4
 

四，667

‘q

，ー
一

ょ3

12t1.6I 

74.7 

- 8こ，l

"’i 
10,538,723 

27,279,252 

17,392,914 

9,525,978 

6,519,975 

2,400,090 

130,746 

73,787,678 

81,9 

人

II 

30人以ド

員 i
人

32,f>i7 

4,894 

138,4951 

3,697 

5
 

6
 

7
 

7
3
5
7
 

，
 

ー
，
 

7
 

8
 

60 
ー

＂ 
平均 鉛 JJ',

'f・l'l1 

30人以下

i i 

人

226，訊6

J51,4J0 

165,407 

65,209 

42,050 

15,301 

2,333 

513 

171 

871,760 

-r
 ＂ 

ー

3
 

_
 

．
 

7

7

 

.

4

5

 

0

9

 

6
 

ー

7
 

1

1

 

6
 

尋,1
 

＂ 

99.7 

57.0 

77.7 
I.. 

ー

叫

ー

8ー

5ー

g
,
1ー

111

⑱

g
9
0
2
3
9
6
 

階

人

得

「Pl
8,383,079. 

26,712，印4

20,033,809 

Jl,636,165 

9,999,434 

5,561,913 

1,337,719 

385,100 

2以，5l6

84,263,269 

96,7 

II 100人以下

級

8,636 
I 
I 

10,267 

49,773 
I 
I 

.40, 112 

74,426 
I 

別 経

II 100人以下

人 只

人
144,975 

318,100 

201,9お

103,062 

64,903 

I 
26,888 

5,63-1' 

1,165 

256 

所

＂ 
fi l平均 給与

人
22,sa'il 

営

＂ 

74§’ 

155.2 

叩 ．1

107.6 

110.9 

69.6 

g

-

|
0
|
A3
ー
「

1

1
0
1
5
1
5
8
9
9
2
8
3
1
7
4
4
i

91 

，

臨

ー

,

n

ゥ

3

2
 '

＆

4

5

 

4
 

5

G

J

3

6

 

ー

4

1

6

7

 

ー

，
 

ー 93.0 

175.8 

124.7 

120.S 

規

得

一て

6,397,560 

24,821,022 

24,995，牢

17,663,515 

15,867, 18-1 

10,262,4況

3,191,037 

935,7w 

314，心

101,448,225 

120.5 

、,500人以下 ，、

人 員平均 ＇与

I 9,45）8 

1,067,475 
！＿ 

模

28,043 

22,153! 

30,495 I 
I 

認，255

I 
117,723 

I 
172,(,62 

123,8871 

138,583! 

38,350] 

2,7!)9 

::!9,9551 

315,71叫

別 の 人

r•P 
131.3 

09 

5
 

7
 

5

5

 

嗚

i

払

2
|
ー

6ー

'2
_
7

ー

3
iー
1

2

L
 

6
 

ー

凶

嘔

噂

困

四

四

146.ll 

157.7 

121. 1, 

189.9 

145.9, 

1 3 7. 7, 

員 及

11 1,000人以下 I9 ' ，, 1,000人超 '’ 

- --「---人 且 平均 利j-~~ I人 ii Jl湛均を与
--

） 
3ら 品閉 人

I I 3,495 

124.6 

ひ

33,456 

10,835 
I 

5471 

5,6901 
! 

35,988 

54-,918 
l 

9,518 

．

ー

゜
6
 

-

5

7

-

9

0

2

5

2

 

訟

戟

謳

所 B
守,1
 

126.1 

135.1 

149.51 

108.4 

1so.11 

―.. I 

146.1 

140.1 

3

0

 

7
 

6

8

1

 

1

2

 

157.9 

143.9 

235,690 

36,293 

508 

2,616 

148,962 

145,531 
_ I 

139,6()41 
I 

270,751 

14,761 

3 

8,871 

115,212 

4 

1,122,331 

'T-f̀J' 
162.6 

3

9

 

．
．
 

2

0

 

3

3

 

1

1
 
97.4 

170.2 

103.0 

162.2 
I 

148.6 

168.2 

185.5 
I 

378.31 

214.3 

152.0 

::!27.8 

I 
146.5 

人

一
人

0
1
1
9
9
3
4
9
7
8
4
7
11，叩
ー
ー
T
判
ー
呼
|
661
12

員

3

7

2

8

7

2

1

5

6

7

?

9

n

5

9

9

9

9

9

,

'

，
 

3

0

8

2

6

4

1

6

4

7

 

0

1

9

9

4

2

7

1

0

1
 

合

ー

3

1

1

4

9

3

7

5

計

平均給与

円

3
，
 

T
76 

祈
＂
ツ

2

3

4

5

6

7

8

9

 

＇ 

J

o

1

1

6

7

9

0

 

．
．
 

．
 

0

0

1

4

3

1

9

 

3

3

⑱

°

8

0

4

3

 

1

1

1

 

1

1

1

1

 

121.3110 

84.4111 

159.ol 12 

975,839' 123.0113 

三□I~
277,301 

（昭和25年給与所得宜慈講査造果表）

人

II 500人以下

I 

HI所

人
118,968 

叫，947

函，339

190,468 

121,062 
l..． 

38,548 

6,545 

1,818 

6921 

88 

1,067,475 

l 

,, 

柑

'Trj 
4,656,5031 

24,0糾，975

36,067,944 

32,959,78.1 

28,594,9認

14,210,15-1 

3,808ル01

1,175,789 

892,157 

219,376 

146,980, I 06 

137-7 

人

,, !,COO人以下

i1 | i祈
人

10,866 

88,907 

82,403 

53,540 

37,076 

10，痴

1,553 
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8. 各 国 の 所 得 税： 負 担 ， 
(1) 勤労所得者

給与の金額得 1 世符の規模 I ~ - -* I 米
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昭和26年度財政支出の分類 （研究）

一昭和26年度一股会計歳出予箕の分A'じ—―

ま え が き

財政女出を，1/';Kの分姐よによつて示すことは、国鉤暉：女出を把握する上に極めて項汲なことである。主計局では、 この

よ うな目的に沿うために、 昭和23 • 24 • 25の三年間にわたつて一般会計歳出予罪を分析し、 拭作としてこれを発表して来た。
こ 上 に掲ける26年度の分類も、 同じ趣旨に従つて作成したものである。本年度の特：及としては 、 分析の単位を~J. ら「項」およ ひ
「目」にとり、決打額との比校が出来るよ う考慮した点が指摘されよう。

この分類は、その方法について、主計局内でもまだいろいろ慈見論議があり、局7)公の調土と して発表する段珈こは逹して

いない。従つて、この「昭和26年度財政女出の分類」も、主計局総務諜松本久男応'i任において作成した試作に過ぎない。な

お、分類の方法その他について各方面の忌tliiのない御批判を切に希望してやまない。

昭和 26年 9 月 大蔵省主計局

しヘクジ‘’̀ ~‘--ゞ-~• .-→-- ‘̀’̀~・ 
第 1 章 総 説

1. こ の分類の目的

国家がいろいろの政策を行おうとする坦合には、必f財政

支出が必要である。そして、財政支出の多少は、政策の汀淡

性と密接な関係をもつている。

次に、これらの女出は、ーロに財政支出といつても、勿論

種 槌々々の形で使われる。即ち、荻は用役を汎うために、或

は財貨を買うために、或は1t付のために、或は捕 U)Jのため

に、というふうに使われる。

さらに又、これらの財政支出は国家や国民生活にいろいろ

の利益を与えるが、それらの利益ほ或は此く続くものや或は

早く消えてしまうもの、或ものは物質的な利益であり或るも

のは精神的な利益であるというふうに種々楳 で々ある。

そこで、これらの財政支出が、(1)どのような政策目的の

ためにどれ程割当てられているか(2)用役や財行を凶うため

に、或は貸付や補助等のためにどれ程使われるか(3)国家や

即民生活に対 してどのような利益をどの程度の期問にわたつ

て与えることが出来るかという この三つの間に答え ることが

出来れば、財政支出の把梱のために非常に好部合であろう。

この分類は、以下の，沿々の表によつて、この三つの間に対

して致字を通じて解答を与えよう とするものである。たゞ、

(l)こゞで行うのは一般年,.歳出予3]のみの分l,i'iでもるこ

と、(2)財政支出が国民経梢に及ぽす波及的ないし究極的な

影翌や両位の相互作用等は、この分類では考察されないとい

うことを一言お断りして四く。

（附言 IJ分類基逸について。

分類に際しては常に）！準がIlijむとなる。），し準を定める場合

には多少とも主観が入らないわけには行かない。しかし、＇心

年度の分析以来咋年度の分析に至るまで、予3なの分折は既に

---

1岨Iを瓜ねること三回に及んだので、分類の品準は一応洸練さ

れていると名えられたから、原則と して先づ従来の1国準に従

うこ とにした。 店準の設定以外の点においても、努めて主観

の混入を避けたつもりである。昭々の表を出来るだけ谷恨的

に作成し、それらをどのように読み取るかは、これを読む方

々にお任せするということ、それがこの分類を行うに当つて

とった趣旨であるからである。

〔附言 2〕 年度比較について。

年度比校については、26年度および25年度は、この分類の

全般を遥じて、常に共通の1，蒻もの上に分類を行つているか

ら、厳密な比校にも十分役立つことが出来るが、以年度につ

いては、技術上時間上の関係から、24年度の「財政支出の国

民経済的分析J(財政金漁抗計月報第6号所収）の数字をその

まi用いたので、細部については分類方法を必ずしも共通に

していないであろうと思う。しかし、全股的に見れば分頚方

法上大きな述いはない笞である。

2. 分 類 の対象．．．．． ． 
Cl) この分類の対象は一般会計歳出予算に限定されてい

る。

国の予窮は一般会計 • 特別会計 ・ 政府関係槻関の三種の予

3なから成立つている。しかし、この分頚では導ら一般会計の

歳出のみを取り上げることにする。

財政を、国民経祐に対する関係において問題とする限り、

特別会計および政府関係機関の予冥は一般会計に劣らぬ、

否、時としてはそれ以上の、ポ必性を持つている。それはij,l

に予箕額（第1表疹照）を一りやするだけでも明らかであろう。

しかし、国民経済全般との関述を離れて、国家同布の讃能に

注IIするならば、これらの機i眩溢行に必須の経毀が、殆ん
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第 1表 昭和 26年度国家予算総 合 表

I区分

一 股 会 計 予 邸

特 別 会計予算

政府 関係機関予箕

計

調 竪 項 目

1. 会計間経 入

2. その他の調整項目額

公 依 発 行

公 依 偕 換

公 依 債 逗

見 返 毀 金

過 年 度剥余金

粒 立 金 受 入

調賂 項目額合計

純 計

歳 入歳 出

----1------25年（補正 l 
26年（当初） 25年 （浦正 増減 △ 26年（当初） ｝ を含む） 1増減 △-- -1-国 ) ＿1- ------ - 1 -
657,420,747 664,576,316’△ ~ 155,569: 657,420,747: 664,576,316△ 7,1哉国 、

2,211,112,9231 2,083,634,358 127,478,565l 2,176,645,8361 2,042,396,299] 134,249,531 

483,109,971 1,412,238,542△ 929,128,5711 481,987,2041 1,411,710,936 • ~29, 723,7321 

3,351,643,641 4,160,449,216l△ 808,805,575| 3,316,053,7871 4,118,683551l△ 802,629,764 
. -

9,  1 

△ 7i2,8: 

△ 312,& 

△ 232,8' 

△ 132,508,9密
--

--―----- -; . - -·~--· --, -- .. -― I .:_, ---. _ ¥ - 75,417,000 22,876,870: 52,540,13C: 

8:99:：芯::I6:：:：?，9167:123,：：:;：： -＿二I 二l
955,060,868 1,904,460,523△ 949,399~6551 ，四，168,871 2,014,867,706△1,085,698, 

I 
翌

----- -------

2,396,582,7731 2,255,988,693| 140,594,080I l2,386,884,916| 2,1 03,815,845,l 283,C69,071 J 

1,433,065,10]△ 

471,395,42△ 

5,292,664 

401,891,6171△ 

どすべて一般会計歳出予邸として計上されていることがわ

かる。且llち、国家の基本的機能は應ら一般会計歳出予箕によ

つて営まれるといつてよい。 同時に、国民経済より強制取得

した収入を諸々の政策目的のために支出するという財政本来

の特徴も、一般会計において最も明瞭にあらわれている。こ

れらの点から見れば、特別会計や政府関係機関は、或は歳出

歳入の背後で大きな活動を行い、或は企業的に活動する等の

点で、多少とも私経梢的色彩を含み、又、その目的において

も国家の立場からはむしろ瓶生的な性格のものである。従つ

て、本来の財政支出のみを考察しようとするこの分類では、

鯰 一般会計蔽出予邸のみを取上げる。しか し、国家綜合予

邸全般を、国民経済との関述において分析するこ とが望ま し

いのはいうまでもなく 、今後この方面の研究を進めて行きた

いと考える。又、この分類は歳出のみに因するものである

が、蔽入と綜合的に考察されることが理想である。
．． 

(2) この分類は予算の分類で あ つて 決立の分類ではな

い。

予算上から見れば2碑 度財政女出はこうなるであろういう

ことを表によつて示七うとするものである。財政支出はこう

であったという 央拭の分穎ではない。しかし、予邸実行に際

して多少の移月j流用があつても、大分には彩密 が な い と思

う。 予邸（ま央行上蔽格な契約就Iiりおよび女払統制が行われる

からである。

（埠（立千円）

第 2 章

1． 目的別 分 頷の趣 旨

目的 別分 類
.... 

認 出を必要とする。従つて、政府がその経投を、どのよ；.-......... 
な11的のために訓叫、割当てているかを示すことによつて

我々は、逆に、政府の甜図の相向する処を推し址ることが呂
国 即 、その，ふ々の殺能を悠むに際 しては、殆んど常に財
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(3) この分類は当初予算についてのみの分類てある。

本年度の補正予算は目下準備中であるがまだ国会には提出

されていないので、取敢えず当初予算の分類のみを行った。

c補正予算の分類 も、その成立をまつて 行い、この分類を補

足したい考えである。）

3. 予算緑費分類の種別

詳しい説明は各卒で述べることにし、分類の概要を取敢え

ず説明する。

CI) 目的guc機能gu)分類

国の営む機能の表現としての予箕経牲の分類である。 どの

ような政策のためにどれ程予邸経費が割当てられているか、

を示そうとするものである。

(2) 佼途 gu分 類

経毀の支出対象による分類である。用役や財貨を買うため

に、或は往付や補助等のために、予邸経費が夫々どのよ うに

使われるか、を示そうとするものである。

(3) 特殊分類

予邸経毀がその支出によつて与える諸々の利益の持続性の

程度および性収による分如である。これらの利益がどの程支

に水続するものでちるか、又、物買的な利益であるか粕神的

な利益であるか等のことを示そうとする ものである。

来る。 目的別分類が目指す処は、こう したやり方で国家の政

策の諸目的を明らかにすることにある。

国家の政策の遂行は、その政策目的が何であるかに関せ

ず、又、予め意図されていると否とに拘らず、政策遂行に伴

う財政支出を通じて 国ヽ民経済に影孵を与える。 しかし寸1的

別分類にとつては、このような財政支出の純経済的影群は第

一義的な問題ではない。経済的側面に特に焦点を置く ことな

く、財政支出を遥じて諸々の政策が広汎な国民生活の夫々の

分野に実現しようとする諸々の目的の様相を、数字によつて

如括的に示すのが、 目的別分類の趣旨了やそo• 本分類？限月
は、一言にしていえば、詰々の政策の政治的性格叉は明示的...... 
な諸々の目的を明らかにするこ とにある。

さて、予穿害の「部款項」分類は、大体目的別に従つた分

類であるが、いろいろの阪係で純粋に目的別に徹 した分類と

はいえない。そこで、従来のやり方に従つて以下のような方

法により、目的別分類に池当な各分類範略を改めて設定 し

て、この分類を行う ことにした。

2. 目的別分類の方法

目的別分類では、 予邸経fどが先づ一般国政筏•教育文化究・

社会労働保他費 ・痒業経済挫 ・物価安定費 ・国士査源維持開

発骰 • 国似骰 ・ 地方財政費 ・ 終戦関係毀 ・ 予備毀の十大範昭

に区分され、それらが更に夫々中小範密に区分される。集計

の廊i．としては、25年度まで 「事項」が用いられて来たが、

本年度は原則として所謂「部款項」の「項」を洋位として用

し、ることにした。「項」は、 「祁項」と述つて、予邸実行上統

制椴能を有するから、本年度の目的別分類は決3加の分類と比

較参照するこ とが出来るようになつたわけで、これは大きな

利点である。

上に述べた各分類範硲については、今回も本分析発足の際

（昭和23年）設定されたものを原則として承継いでいる。担当

者は従来のそれを大休妥当なものと考えたからである。尤

も、元来この種の分類は時代により人により夫々見方を異に

し得るものであるから、種々の批判がおこ り得るものと考え

られる。

1、
第 2表

国 ） 目的別分類において、 年度比較上特に次の点を考慮

されたい。 24年度については、地方財政我には、 地方自治

体の一叛財源を附与する地方配付税配付金と、地方自治体

に関する統轄事務を取扱う地方自浩庁の経究が含め られ、

地方公共団体へのその他の補助・負担・交付金等は夫々その

具体的な支出の目的に応じて、他の各分類範店に含められ

た。 25年度より従来の地方配付税配付金制度が廃止され、

池方公共団体の牧支の差額と予測される金額を交付する地

方財政平衡交付金制度が設けられ、それに従い、国郎補助

金は原則と して焚励的なものに限られることになり 、義務

教育我国月［負担金をはじめと して泌年度までは地方公共団

体に対する補助 ・負担 ・交付金であったものの大部分 （所

謂A系統補油金）が25年度以後平衡交付金に吸牧されるこ

とになった。 goち、（地方財政平衡交付金）＝ （池方配付税

南付金）・トCA系統補助金）

という関係になるわけである。 従って、24年度の地方財政

我は主として地方配付税配付金からなるに対して、 2邸目度

および26年度の地方財政我は、大体従来の埴方配付税和付

金に相当する金額に所謂A系統補助金 をプラスしたものに

相当し、同じ〈地方財政我とはいつても、24年度と25• 26 
年度との間には、そのま ＼では比較上の共通性が存 しない

ことに なる。従つて又、従来(=24年度まで）多頷の所謂A

系統補助金を計上 していた教育文化我、社会労鋤保促我等

においても共通の基礎に立つ比較がこ のま＼では不可罷と

なる。

そこで、第 2表は、24年度の教育文化費、社会労拗保健

我については、A系統補助金 (=24年に度おいて既に平衡

交付金制度が任在したとしたならば平衡交付金に吸牧ざれ

ていたであらう補助金） の主なものを取除いた領を括孤内

に示し、24年度の地方財政我については、地方配付税酌付

金にA系統補助金の主なも のを加えた額を括孤内 に示 し

た。これによリ教百文化股、社会労働保f建投およ び地方財

政殺についても、24年度の括孤外の祁iと25• 26年度の括弧

外の領とを用いて共油の甚礎の上に比校を行うことが出来

ることになろう。

なお、第3表は、25• 26年度について、逆に、平衡交付

金中A系統補助金に相当するも のを交付金から取出し各項

目に割り振つたものである。

昭和 26年度歳出 予 算目的 別分類 総 表 C洋．位千円）

昭和26年度予笠 I 25 I 24 

当初予 箕 補 正を含む 補正を含む

H 的別 ¥¥＼、1

.. 

金 額 I劣 I金一 額 I% l金 額 I劣

般国政 ＿ 骰 ― ―声 ，42豆門―1年 1--―亭 9,05↑――臼 ― ---55,3饂 8三 5
(13,834,773) (1. 9) 

教 育 文 化 毀 24,672,973 3. 8 19,684,000 ' 1 3.0 37,525,275 5. 0 
(44,259,842)1 (6. 0) 

社会 労鋤保他費 82,590,453'12. 6 66,429,088: 10. 0 
産架 経祐 費 123,698,176 18. 8 

46,161,9241 6.2' 
71,578,440 10, 8 162,163,987 21. 9 

物価安 ½:''i'iI 22,soo,000 3. 4 64,000,000 9. 6 191; 736,on zs. 9 
目 士毀 源維 持 開 発費 79,591,347 12.1 77,749,2731 11. 37,673,372 5. 1 
国似費 20,969,951 3. 2 83,336,526 12. ］ 13,319,333 1. 8 

・(92,308, 747)1(12. 3) 
地方財政費1 110,034,666 16. 7 108,526,900 16.3 66,716,1631 ,.o 
終戦 関係烈 103,935,897| 15.81 111,463,032'16.8 130,383,522 17. 6 
予 備 費

| 
1;000;000 o. 11 1450;000' 0. i ,,....... -

計 --- 657,420,747 10q. 0 664,576,316 103..t 741,046,565 1 00. o 

（備考） 本表の昭和25年度分は、 26年度と共通の払礎の上で分類Lたので、本月報第16’少の25年度分とは一致 Lない。

なお年24炭分は柑料の関係で従祁j(/_)ままをのせている。

予 午

・r3
 

別
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算 3表
Ci附位千円）

予 ”• 5JIJ 昭 和 26年度予算（当初）

``̀ H 的別___ 分ら類額 I補 助 費
_ ＿C調Im c|＿E -

------―’ 一 般 国政毀 88,427,284, 1,l92,451 89,619,735 

教脊 文 化 四 24,672,973, 26,177,171 50,850,144 

社会労働保健 ft 82,590,453 3,732,648 86,323,101 

産業 経 済 毀 123,698,l76 551,244 124,249,420 

物価 安 定 究 22,500,000i -1 22,500,000 
79,591,347 31,443 79,622,7901 77,749,273 

20,969,951 -1 20,969,951 I s3,336,s26 
110,0浪，666 △ 31,684,957 78,349,7091 108,526,900 

103,935,897 - 103,935,8971 111,46.1,032 

1,000,000 -！ 1,000,0001 450,000 

657:420,747 _I 657,420,7471 664,576,316 

分類額

61,359,056 

19,684,000 

66,429,088 

71,578,“゜
64,000,000 
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回倍t2.1・

昭和 26年 度 鐵 出予算目的分顎 総表

叩 j財政平衡交付金関係詞際）

25 （補 正を 含む）

補町―
（調 照即」

1,060,592 

26,137,654) 

2,906,1671 

261,659 
I 

目 的 別 構成割合比較

118,989 77,869,262 

83,336,526 

79,041,839 

111,463,032 

450,000 

- 664,576,316 
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3. 目的別分類各項の説明

C 1) 一般国政費⑪~4 表参照）
国家存立のための基木的経毀である。廿濯 ・立法 ・司法骰

および甚本行政烈からなり、J如本行政筏は更に、一般行政

第 4表 般 国

究 ・税務行政四 ・治安行政¥1の各中分類に分れている。ー翌

行政1四の内容ほ、各省の宜房系抗の経烈および抗轄事務行の

集計の外さらに、官庁庁舎建設費および海外出狽其他海外払

関係諾毀が含まれている。税務行政骰は所謂仮税四に相当す

る経1的であつて、その額は税収入の約3.5％にあたる。

政 費 丙 訳

＼、 予算 昭 和 26年度 予算

項：／三口算讐
烈 488,818| °. 6l °. 1 
費 1,944,227I 2. 2 

I I 
0.3 

毀 5,874,139i 6. 61 0.91 
--- ----．------—ぃ•-- -------1 - --

80,120,100l 90. 6 100. 0 12. 2 
I I 

19,132,6641 _・ 23.9 2.9 

15,177,128 - 18. 91 2. 3 

45,810,308 - 57. 2 7. 0 

88,427,284 100.0 13.5 

皇

立

司

室

法

法

甚本 行 政 烈

一般 行 政 究

税 務 行 政 費

治安 行政毀

計

金

む l
亨 I
額に対
する％I

405,7101石1--バ
1,519,112 2. s¥ I o. 2 

4,950,4521 s. 11 I o. 11 
・ • • - -・ • -....． 

54,483,782 88. 8¥ lCO. 0, 8. 2 ， 
13,466,255I -I24. 71 2. o 
1s,145,858 -I 21. 8 2. s 

25,871,669 - 47. 5 3. 9 

61 :359:056 1 oo. o: I 9. 2 

補 正

額

?5 

を 含

劣 金 額

補

一

24 

正 を

（単位千円）
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一予額
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3
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位
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ー

一ー7
8

9

6
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．
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8
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-
0

2

7

 

含

％ 

359、136
I 

1,564,838 
I 

4,367,685) 

49,075,25S 

12,429,492 

14,562,245 

22,083,5221 -

55,366,918! 100. 01 

6.7 

1. 7 

2.0 

3.0 

7.5 

C佃考） 各分類の寸要内容を示すと次

の通リである。

皇室費

宮 廷我

内 廷我

上 }筋：股

総理府宮内庁牧

星 宮哲衛牲

立 法聾

衆 議院

参誤院

国会図西節等

予備経我

司法費

裁判所（最邸嘩等・

地方 ・家庭 ・簡易）

488,818千円

111,879 

29,000 

3,833 

193,473 

150,633 

1,944,227 

1,032,818 

687,891 

211,518 

12,000 

5,874,139 

5,874,139 

基本行政費 80,120,100 

一 般 行 政 費 19,132,664 

大体各省官房系統の経我を拾つ

たがその他の各省統轄班務牧等

も若千含まれている。

会計検査院 ・内閣 ・総理li-J:.

法務li.I官房および統庫科事務股

3,367,568 

外務省官房および統轄事務我

1,069,581 

その他の各省官房および

統轄事務牧 11,227,342 

官庁営粒工事股 1,468,173 

海外出張その他悔外払関係諸牧

2,000,000 

税務 行政我

(2) 数育文化費（第5表および第 6表参照）

国家の文教政策の裏付けとなる経費である。終戦以来文化

国家を棚榜するわが国にあつては、多くの煎要な教育上の祐

改革が相次いで計画されて来た。第5表 および第 6表はこれ

らの計画の尖現の様相を或和度示すであろう。

さらに、教育文化の向上1:J:単に国家のみならず地方公共団

体の努力がなくては期待され1りないから、この教育文化費中

には地方公共団体に対する補助 ・負 担浚 付 金 も 若l^含まれ

ている。 しかし、地方財政平衡交付金制度の確立(25年度）と

共に従来の地方公共団体に対する教育文化関係の補助金の多

くは、地方財政平衡交付金に吸収された。これらの吸収され

た即）傘は、平衡交付金のヤlダは地方財政費に入れ るのが適

大蔵省主税局 ・ 国税庁•国税局・ ，

税務翠•およ び税関の経吸である。

治安行政我 45,810,308 

啓裂予備 隊 16,000,000 

約寂および詐；肋 •12,042,718 

法務 )f'.f 12,230,713 

法務官慇・1、特や工事我 (:=:t:．とし

て行刑施設我 1,038,288千m)

を含む。

悔 上保安庁 5,536,877 

f{,］、 前年度予鈴においては、国債

我よリ珀寮予佃除および海上保安

庁の経我への移用が行われた（特

寮予備隊へ 20,006,000千田、海上

保安庁へ4,590,315千JI])が本年度

はこのよう な移用はない。 l 

当だと考えたので、教育文化邪には含まれて いない。従つ

て、25年度およひ⑳年度の教育文化費は、24年度に比べて、

実質上の叩flに拘 らず表tf1i」培しい祓少を示している。

そこで、年度比較を可能にするために第6表を作威 した。

第 6表の括孤内の数字は25年度以来雌認付金に吸収された

繹紐補助金のうち教育文化費に相当するものを、25年度お

よび26年度について知く、教育文化毀の各項目に応じて判衷

つたものであり 、第 6表の括孤外の数字は、第 6表の括紐

の数字と第5表の括孤外の数字との和である。これにより、

第 6表の括孤外の数字と第5表の24年度の括孤外の数字とを

用いて、 26•25•24三年間の比較をすることが可能となるであ

ろう。
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教
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育
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別

第 5表 敦

昭 和 26年度予算

青~ 文 化 賽 内

25 

訳

当 初 予

IC俯考） 各分類の主要内容を示すと大

の通 l)である。

羞務教育費

初等教有費

中 等 教 育 我

特殊教育我

学校保偲体育我

教琺艮研修諧舎袈

教科用図杏我

公立文教施設整価および

災害復旧我 5,016,229 
そ の 他 28,062 

大 学 高 奪敬育費 13,796,711 
国 立 学 校 我 11,633,069 
大学振奨 我 19,697 
大学附既研究所牧 1,049,441 
教職只研修罪召我 52,520 

第 6表

、

’,i

究

毀

毀

般経費

費

般

毀

他

ヰ 補正を含む

劣信□9□二□讐：

:] :•281 10:24683:37: ：：.:1 : 6 8: 

l | 、 I
2,456,5門10.01 0. 41 1,557,876 7. 9 

I 
0.2 

85,0031 0. 3 | 0. 0 1 61,0311 -0. 31 0.？I ~ • -

2,080,267, 8. 4 o. 3 

566.378 
| | 1,945,1541 バ。．:!

' 1 2.3 0. 1 378,567 1.9 0. 1 

153,6721 0.6i 。.o I 

I 
I 129,2ss1 o. 7I o. o 

24,672,9731 I 00. 0, 3. 8 
I I I 

l 1 1 1 9,684,000 1 00.。 1
) 1 

3.0 
I 

私学振典我 1,006,811 学術調 査 研究費

そ の 他 35,173 科学研究我およ び

新制高校教背費は淳ら地方財政平 科学研究施設我 528,903 

衡交付金に合められているo 気象官署 1,387,131 

私学振典我は、年度比較の都合上 その他C教育・ 就計数理・逍伝学 ・

これを大学涵導教育我に入れたが 国語研究所、国立科学博物館、

私立中等学絞等への補助我等をも 粋度誤測所等の経我） 164,233 

含んでいるo 藝術文化費 566,378 
学校教育全般経費 2,456,554 芸術文化振興費 27,014 

育 英事業我 2,426,702 近代美術館殺腔捜 100,000 

学徒厚生施設我 29,852 国立博物館牧 67,878 

社 会 教 育 費 ぉ，003 文化財保存我 364,486 
社会教育扱典我 44,914 そ の 他 7,000 

復 貝者教育按 3,546 そ の 他 153,672 

社会体 育 我 12,172 日本学術会議 75,875 

その 他 24,371 その他 77,797 

（地方財政平衡交付金関係調整） （単位千円）

I 2sc補 正を含む）

(24,781,337) 
30,025,099 

(666,996) 
11,035,353 

C2i:［9 (1!！員

5,534,38~千円
141,392 
28,062 

19,539 

29,037 

231,497 

40,570 

額

5,534,388 

13,796,711 

金

育 文化 費の内訳

昭和26年度予算（当初）
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（単位千円）

金
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額

含

劣

む

万額に対
Iする劣

I (3,159,208) (22. 8)) (0. 4)' 
25,777,698 68. 7i 3. 5; 

(4,754) （0.0)1 
582,929 1. 6 

C55. 1)1 
7,609,638 20. 3 

(1,069,939) （7. 7)1 
1,548,772 4. 11 
(64,110) (0. 5) 
79,114' 0.2 

I - -． I 
f ---・-.... 
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(3) 社会労佗保鱈費CM7表および第 8表参照）

国民一般の生活水準を向上させ健康を増進することを目指

す、いわば国民全般の厚生を目的とする経費と、社会政策的

な見地から班ら労鋤力を対策の目撰とする経毀からなる。

(a) 社会関係費

貧困者身体即碍者救済問題•婦人少年保膜問題・社会保険・
住宅問題 ・引揚問題等一述の社会問題を処理するための経笠

である。無償国家給付と しての移転的経費の多いこともこの

経費の特檄である。失業対策翌のみは、明瞭に労働力対策を

目指す経費であるから、当然次の Cb)労動関係毀に含められ

るべきである。敢えてこの (a)に含めたのは年度比復の便の

ためである。

(b) 労慟関係費

尊ら労働力を中心とする諸対策の経費である。労働基準法

に基づく労働基準の監督、労働関係調盤法に基づく労資の調
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停、労慟組合の健全な発展をはかる労働組合法の適切なお

行、および殿業安定所等就業の安定確保の経翌を根幹とし、

船員労働、婦人少年労働等の特殊労働力に対する対策野をも

含んでいる。なお、 (a)の社会関係毀に含められている失栗

対策毀も本来この(b)に含められるべきであることは粕述し

た。（後述の国士資源維持開発毀等は事実上同時に失業対策に

も役立つことになると思われるが、こゞでは明示的に失業対

策費として計上されているもののみをか上げたo)

(c) 保鐘衛生費

治療 ・予防 ・環炭衛生および薬務対策諸毀等広汎な国家の

保健衝生施策に要する経費である。

社会労働保健費も24年度までかなり多額のA系就補助金が

計上されていたので、第7表のまゞでは年度比絞が不可能で

ある。そこで第8表を設けた。表の見方は教育文化毀の場合

と全く同じであるから、見方の説明は繰返さない。

（備考） 各分類の主要内容を示すと次 引担関保我 3,662,586 琺業補導我 238,425 

の通りである。 引揚援談渭I務我 436,047 社 会 保 険 我 3,940,632 

社会関係費 63,662,455 ,, 布業我 499,000 国民偲康保険我補助 2,070,712 

救済保護我 22,881,590 帰返転送我（商紐智理 厚生保険および船只

生活保誨費 21,063,456 委只会へ交付） 358,283 保険特別会計へ緑入 1,377,761 

婦人兄童保護費 236,756 外地引揚戟只給与我 80,000 健康保険粗合補助 457,157 

身体諒害者保護衣 183,885 未復員者等給与股 2,289,256 社会保険審査我 15,416 

社会面祉施設我 894,687 失業 対 策 我 14,597,841 厚生省保険局経我 19,586 

援護物許取扱我 97,773 失業対策事業我 7,750,000 年金およ び恩給

厚生弁金代付金 300,000 失業保険衣 6,309,416 住宅建設牧 10,635,002 

災杏救助我 50,629 政府職且等失業者 瞬只宿合建設般 1,200,000 I 
厚生省社会局経費 54,404 退戟手当 300,000 公共事業投中の

住宅建設我

住宅金激公崩出脊金

建設省住宅局経牧

労 働 関 係 費

労働関係覇整法

労拗組合法関係

労働基準法関係

4,394,187 

5,000,000 

40,815 

2,333,825 

89,809 

777;408 
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壕業安定所関係 1,308,248 保健衛生 交 16,544,173 

その外特殊な労鋤に対する対策我と 公 衆 衛 生 究 534,881 

して 予防 窃生 衣 2,287,998 

船貝労拗関係 85,145 医務薬務対策我 2,451,150 

婦人少年労拗関係 38,183 医療 施設 我 8,535,375 

がある。 大学附屈病院喪 2,722,044 

そ の 他 85,032 そ の イ也 12,725 

第 8表 社 会 労 働 保 健 費 の 内 訳

（地方財政平衡交付金関係調整）

(4) 産業経済費（第 9表参照）

自由放任が建前の衰本主義経済においては、国家の国民経

済に対する役割は、私経済主体間の自由競争の円滑な進行を

はかるという消極的なものにとゞまるのが通常であるが、戦

中戦後のように特殊な事梢が生じたり、或は又、或種の産業

の発逹がおくれていたりする場合には、資本主義社会の国家

も、国民経済の保誨助成という多少とも租極的な活動を行わ

ざるを得ない。

そこで国民経済の調蕗と復腿援助というこの二つの目的の

ための予邸経費がこ 上にい う産業経済毀の内容となる。戦後

8本経済は戦時中に受けた打棺からまだ完全には恢復してい

ない。 生産設備の狂弱、毀源の涸渇土雄の荒廃は今後共大い

に復I日に迫車がかけられるべきである。このような現状のも

とでは、先づ、乏しい物資を最も緊急な用途に割当てるため

に、いろいろの討務的な操作が必要である。又、元来後進的

で零細な塁業に対しては常に保護助長が必涙であり、 さら

に、我が国の中小企業ほ、その競争力が極めて弱く 、戦後は

殊に弱体化した。そこで、これらの私経済主体の復興自立を

援助するために諸々の経毀が計上される。又、貿易等におい

ては資金の不足を補う等のために財政支出が要求される。要

（単位千円）

＼ 予 算
額

昭和 26年度予算（当初）． 25 （補正を含む）

項
目

金 額 I 劣 I 予額す算にる総対劣 I 金 額 I 
劣

芦する爵劣、一
(266,72,308,209,5427 ) 

闘 （ 訳 ((l153,11(,,93L9717'-30:,,印598818752,,,79352，,,2．1960(685訊8)0) 873 14 )5 ) | （67.4) （08.3.) o 
社 会 関 係 費 76. 7• 

救 済 保 謡 費 (225(13,4,,64833231,,4761,,257147) 07) 3 7 
(03.4.9 ) (5928.1.8) I 1 (03.3.) 0 

引 楊 関 係 費
4 (00.0.) 6 (75.9.) 6 (0O.0.) E 

14,597,(840) 1 (016.0.) 9 (0.0) 
1,487, (016. O. )6 i (0. 10. ) 7 

失 菜 対 策 翌 2.2 
ーー．．．．----一●亨9● -------・―-..----・ --. --. -- ・・--・・-・--・・---------------- -- ．曇ー・・・・・・”-・-・-------------―-『--------------1 •-------------

10(138,,,(949090(63854,4,,,960536) 1，,(忍如切IB0)2) 2 ） 

(04.2.) 6 (00.0.) 6 

92,5，芯別(1(657，5,？8四，0230o7(LS60 08 0r) ) ） ) 

(0.2) (00.0.3 ) 
社 会 保 険 費 3. 1, 

(2.9) (0.1. 0) 2 (08. O.4 )j (00: 0.) 9 
年金および恩 給 9.3 

(012.1.) 3 (0.1.0) 6 (014. 2.)21 i (0. 0) 
住 宅 建 設 吸 1.5 

そ の 他
． 

--------------------------------------—- . ---------• ー一ー・←—+.,~-＋ 
.. • -- ーっ —---+ . - -・ - - - -- - --・  --- --. ······-·-··•— —— ---------------

労 慟 関 係 費
(12,9557,93,1164) 1 (53.2.) 0 (00.0.4 ) 

(6k2,9((2980137,5,,5037870635,籾,,94231A,6255737579 ) ) 1 ) 

(43.7) .7 (00.0.) 4 

(831(,7687,,33312627,,312464,,410801) ) 3 1 
(2201.9. ) 1 (0.1) (2719.9.) 6 (02..10 ) 

保 f建 徳 生 究 2.6 

(100.0) ゚ (013.5.) 1 (100o.0.) o (010.4.) 4 
計 !00. 1 0 

するに、経済の統制と産業経済の復興援助のための経毀がこ

L}こいう産業経済翌の根幹をなし、その外、経済の調盤のた

めの若干の経毀が含まれるわけである。

国士資源維持開発投も、その多くは生産力の涵狡に役立つ

経校であるから、広義に考えれば産業経済のための経毀であ

ることはいうまでもない。しかし、国士資源維持開発費は、

疇の保謡功成を直接の目的とするものではないから、こ上

に含めなかつた。

(a) 経 済 統 制 表

（イ） 紘制経済的経筏

経済の安定、統制の解除に伴い、既に咋年度も滅少し、本

年度は更に激減を見た。

（口） 経済調蕗的経毀

この経毀は私経済間の利害の調蕗その他国民経済の円滑な

進行のための支出である。

Cb) 経 済振 興費

私経済主体の復興自立をめ長するための経費である。従つ

て、経済振興fどは、我が国廂業中最も生産性が低い農業と、

占領下という特殊事俯と敗戦国の社弱な経済という困難なハ

ソディキャップの下に海外諸国と取引しなければならない貿
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品との両者に最も露点を四き、傍ら、比較的競争力の脆弱な

中小企業にも若千の経費を割いている。

昨年度に比して本経毀がかなり増加しているのは、班ら外

第 9表 産 霙 経

国為替査金特別会計への繰入の増加によるものである。

(c) 酷後経済処理費

済費内訳

（備考） 各分扇iの主要内容を示すと次の通りである。

経済統制費
8,416,7€5 

銃制経済的経我
5,843,161 

薔在の需要供給や物価に統制を加えるための経我であ
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経
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産

後
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済

済
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項

経

経

戦

る。
物衣および物伽調整事務取扱我

新開出版用紙割当局

食 糧 庁

商船管理委員会補助

その他

経 済 詞整 的経我
経済主体間の利害の調整を目的 とする経費、又は国民

経済全般の田滑な進行をはかるために必要な経我であ

るo統制経済的経我が経済の正常化と共に不必要とな

るものであるのに対して本経我は正常な国民経済に於

て汲小限必要な経我というぺきものである。

公正取引委且会経牧
64,971 

公益項業委且会経控
257,738 

理財局一般事務我

投金）汰地金買上衣金補足

銀行局一k知事務我

安定本部経済潤査庁

” 行区経済局

そ の 他

そ の 他

宝くじ発行委託費

418,181 

6,150 

124,048 

44,818 
893 

877,Jl7 

3,721,415 
65,700 

83,835 

707,467 
64,718 

1,979,514 

（単位千円）

6.005,983 
4,581,74 

2,009,17] 
476,094 
139,499, 

8,090,100, 

8,255,0邸
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0
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〗
〗
〗
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5
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10,115! 

2,011,297 

2,000,oool 
11,297, 
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鉱 弄こ 1,560,726 費 易対策 賠我 3,449,547 
地 下安源対策言者我 398,815 H本盆出銀行出衣金 5,000,0CO 

特別鉱杏復旧公共ホ梨我 533,400 緊要物打諭入基金特別会計へ繰入 2,500,,ooocoo: I ; 
その他（鉱業技術試験 ・地質濶査 外国為杵衣金特別会計へ緑入 50,000 

所 ・池産省通商産染局） 628,511 運 蒻 4,231,488 
商 工 業 6,124,760 海 辿 関 係 1,374,335 

工業振 興投 1,156,184 睦 運 関 保 2,704,196 

国民金融公 JilI 2,000,000 そ の 他 152,957 

中小企業対策諸我 1,339,587 逍 信

技術特許および研究関係賠我 1,252,849 祉波行政我 1,139,7531 

商鉱 工 業覇査我 323,571 戦後経済処理費 40,231 

そ の 他 52,569 保険事業損失捕償金 40,231 

貿 易 60,949,547 

（註 1) 股林水産業金融経典はその大部分が、本年度から新たに設けられた貶林漁業費金磁油特別会計への繰入であるが、

この繰入額20位口は、見返脊金特別会計からの繰入額40低国と合して楼業に 4,174百万円、林業に 1,194百万m、水産業に

632百万口夫々磁脊される計画である。本経我の24年度がゼロであり 25年度が極めて小額なのは、 農林漁業査金激通特別

会計が本年度において始めて設けられた ものであるからである。

（註2) 公益索業委且会等の経我は振痰サしよ 1)は調整衆であるとの見地から本項には計上せず上表の示すように調整的経

費に含めた。

（註3) 金激捜関の助長の為の経我が本項に合められるべきものと考えるがそのような経我は本年度歳出予算にはない。

日本輪出銀行．、国民金融公郎等への出弁金は名特定産業の振典を目的とするものであるから一般産業中の各該当項目に含

ませた。

(5) 物債安定費3言10表参照）

物価安定費は価格調蕗費のことであつて、最初は戦後イソ

フレーションの抑圧の一対策という謡図を以て低物価政策の

ために設けられたが、それは同時に国民の財政角担過諏の大

きな原因になると共に、漸次産業助成金の性質を帯びるに至

った。 24年度に経済安定計画が樹立されて以来、 価格調賂毀

の削減に大きな努力が払われ、既に咋年度において国内物衰

に対する価格調盤は全廃され、本年度予邸においては、翰入

第10表 物 憤 安

譴価格調幣補給金のみとなつた。だから、 価格調賂投の対

象は、今や安定帯物査ではなくて、恵ら翰入食国であるとい

わなければならない。従つて、物価安定毀は、その今Hの性

格においては、むしろ国民が食糧を低価格で得ることが出来

るようにするための経四といつてよい。 24•25•26の三年間に

おける物価安定毀の性格の著しい変遷の様相は、第10表の数

字からも或程度うかがうことが出来るであろう。

I¥～ へ ？箕 別
昭和26年度予算 25 24 

項 _
当初予箕 補正を含む | 形 I予対罪す総る額％に 補正を含む目ー～ ---1. 安 定 密 物 資 分 20,699,000 32.3 3.1 102,349,000 

特定涯業向石炭 17,653,000 
鉄 銅 13,062,000 20.4 2.0 41,943,000 

I 
非鉄金属(24年度は銅） 1,400,000 
肥 料 6,866,000 10. 7 1.0 22,157,000 
ソ ダ 771,000 1.2 0.1 1,880,000 
23 年 度 分 17,316,000 

2. 翰 入 物 衰 分 22,500,000 43,301,000 6.5 73,151,00C 
食 糧およ び伺料 22,500,000 32,222,000 50.3 4.8 47,798,000 

I 
肥 料

37,,914831,,0000001 、
6.2 0.6 13,317,000 

煎 要 原 材 凋 11.1 1.1 ⇒5iT,9 886OOO ,9 000 
絨 維
そ の 他 2,018,000 

3. 翰 入 塩 3,700,000 
^ -← →一. . ・--・-...... -•ヨーー一 • -•· ~ -- ・ • - - - -- ＊ ・ •-- ,  -

4. 特 殊 補 給 金 I 12,536,071 
国有鉄逍へ緑入 3,052,363 

I 
函信事業へ繰入 412,717 
船舶運歯会補助 9,070,991 

計 22,500,000 64,000,000 100. 0 9.5 191,736,071 

定費内訳 （単位千円）

（備考） 本表の物価安定1々は価格調痰役のみである。 本月報第16り・31頁に掲げた昭和25年炭予3iの物価安定牧は、価格

調整我のほか「その他」（価格濶整関係事務股）を含めているが、本号ではこれを産業経済吸中に含めている。
なお25.26年庇郵政事業会計へ繰入は一般国政牧に含めている。
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(6) 国土資源雛持開発費（第11表参頂）

国家や地方公共団体が主体となつて、毀源の母体と しての

国士を維持・修復 ・開発するための経毀である。所謂公共事

業判のうち、住宅水道等の阻生施設の建設および災害復旧、

農林水産業・ 逮翰等の振興のためのエボ等、特に他の分類に

入るものを除いて、河川 ・治山 ・道路・港湾等の経毀を入れ

た。 国土の維持・修復 • 開発を直接の目的とする点において

第11表

前述の狭義の涯業経箔毀とは異なるが、 国士査源の維持開発

はいうまでもなく大部分同時に生産力の涵捉をもたら し、傍

ら遊休労働力を稼鋤せしめるから、同時に産業の振興、失菜

の救捺という機能をも果すこ とになる。この意味において産

菜経済毀等と関述させながら見て碩くことが必要であると考

える。

国 土資源 維持 開 発 費 内 訳 （単位千円）

□[金
l予豆薔
1額に対
する劣

額 I
災 害復 1日毀

河川砂防

治山（註）

道 路

港湾

，．． ． 計 画

予
市備

毀

毀

防

）

路

湾

画

拓

儘

発

砂

山

開

IIJ 
河

治

持維

道

港

都

開

悩

そ

市

の

計

醐

計

策

他

ヽ対

面&，1
、

2
3
2
4
 

江

葛

昭和 26年 度 予 算

当初 予算

l予算総

額 I 劣 額に対
Iする形

I 

:::i 
0. 31 2,057,500 

2,696,944 

236,000 

8,000,000 

44,533,430 

19,272,151 

5,941,5031 

6,772,705 

2,963,822 

3,199,290 

6,383,959 

0
/
 

39-2. 100. 0 

-＿1 58. 41 
I _, 6.61 

3,819,8731 4. 8 

79,59 1,34 7|1 00. 0 

8.61 

0.8! 

25.61 

56.ol 100.0 

43.3 

13.3 

15.2 

6.7 

7.2 
14.3! 

0. 4! 

o.o: 

1.2: 

6.8! 

2. 91 

0.9 

1. 0| 

0. 5l 
o.s: 
1.0i 

61
ー

1
．． 
0

2
 

金

補 正

25 

を含 む 補正

24 

を

額

41,825,061 

26,220,000: 

400,000 

50,000 

2,363,985! 

120,000 

12,671,076: 

32,797,653 

13,339,928 

4,550,000 

4,862,92叫
2,606,000 

劣

53.81 100.0 

2,255,506' 

5,183,2971 

3,126,559| 4.o 

77,749,2731 100. 0 

62.7 

1.0 

o.11 
5.7 

0.3 

30.21 

42. 2¥ 100. o1 
40. 7 | 
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108,000 
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5.1 

（備考） 1． 
2. その他とは何れにも屈せぬ全般的経我であ る。 主要なものは次のような経我である。

地方建設局公共事業事務我 1,020,692千田

建設概械整備費 1,062,000 

C註）

各項目とも事槃咬と事務我の両方を含む。

その他

沿山は従来、林業振興牧と見傲されたもののようであるが林業助長よ りは治山に爪点を骰 く経牧であると考え ら

れるので新たに沿山を一項として設けた。

C7) 国債費（第12表および第13表参照）

一般会計負担に屈する国債 ・偕入金の伯森および利子支払

に要する経費である。

現代の各国家を酒じて、国位烈の財政支出に占める割合は

極めて大きく 、我が国においても戦前は一般会計支出総額の

約16.3疹（昭和10年～20年平均）を占めていた。戦後は、イ ゾ

フレーショソによつて歳出の総額が相対的に増加 したため、

右の比李は、 21年度4.8劣、 22年度3.5%、2訟F度2.1％と

激減を見せた。以年度においては、経斜安定計画に従い依務

伯還が租極的政策としてとられるに至つたが、一般会計負担

の依務佃還を主とするものではなかつたため、又、一般会計

歳出総額が培加したため、比率は約 1.8％と減少を見せた。

25年度も引続き債務倍還がはかられたが、25年度は一般会計

負担の§国が多かつたので、比率は12.5％に及んだ。

これに対して、本年度は、 国似毀は激祓し歳出中における

比率は佃かに 3.2％に過ぎない。又、依務釘環のための出貨

および投査も、咋年度に引続き、皆無である。24年の経済安

宦計画の摺立以来の目標であつたイソプレーシヨソ収束策が

略々逹成されたことを示すものといえよう。

第 12表 国 債 費 内 訳

71 

（単位千円）

項

国釈借入金返済I
国

借 金

利子およ び割引料

国 依 利 子

借入金利子

流 動依利子

割

国

専

(8.) 

窟
・

予

計

箕

目

入

引

依諸

務

別

依

料

費

毀

ら 金

昭和 26年度予 算

当

額

10,780,150! 

10, 778,9371 

1,213 

10,109,5211 

8,308,963 
.. 

1,324,758, 

475,800 

80,2801 °. 4 
20,969,95 ! I too. o; 

I 

地方財政費（第14表参照）

ヽ

＼ 予勾： l 
＼、 別 I―

項 ＼

~ J 
地方財政平衡交付金

地 方 配 付 税 配 付 金

務 毀 I
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24年度においては、この範懇には、地

方自治体の一般財源を附与する地方配付

細付金と、地方自治体に関する統轄事 ー

務を取扱 う地方自治庁の経既が含まれ 一般会計負担国使および借入金

円：？げ：二；：：：I ： ： ： : ： ： ： i : 
25年度より、地方配付税配付金制度に 計

代つて、地方財政平衡交付金制度が設け 歳 出 総 額 に 対 する 劣

られたことは前述した。平衡交付金は、地方財政の収支の座

額と予測される金額を交付する ものであるから、その具体的

な内分けを示すことはその性質上困難である。従つて、全額

を一括して示す］こ止めるの外はない。

第 13表

地

伯 ...... 
逗

方

34,666 0.3 

I 
11 0,034,666 t 00. O 

依

財

一般会計巖出中の債務償還額 C単位千円）

戸jiJ2-6旬←——-
（当初） 1 

昭和25年度
（補正を含む）

1昭面匹五
- [ 
10,780,1501 72,317,633| 3,781,42 1 

- 30,000,00] 

1,273,000 

｛ 25,0GO,OOO) 

り咋度は、従来の補助二ニニ
年度に比し著しい増加を示した今年度は昨年度と略々同額で
ある。
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(9) 終酷関係費（第15表参照）
理毀によつて調逹した物毀中不適格その他の理由によづCit

敗戦に伴う特殊の経毀であつて、連合国軍の経費を調逹す 害 1,
872号に基づき国内に放出された物資の引取・保管 ・売

る終戦処理翌、賠依施設の管理 ・保全に要する経毀である賠
却等の経袈である解除紐処理麟よびその他の終戦畔知

輝 設処理究（賠償施設撤去に要する経費は25年度から除か からなる。
この経四の総財政支出による割合ほ瀬減の傾向に

れた）、連合国財距 ・掠恋物件の管理・保全 ・返森および拿捕 の）、
t;, t 本：年度も昨年度に比して割合、絶対額共に減少してい

船舶の整備返還に要する経究である特殊財産処理毀、終戦処 る。

第15表終戟 嬰 係費内訳

昭 和 26年度予算 25 

二 1-口ニI
目
＼I~―:―瓢こ一；□二／―認臀

する劣 する劣

98.91 100.01 15.6 109,262,091l 98.0 100.0 16. 4 

— 97. 8 -1106,974,650l ] 97.9 16. 11 

ー 2.2' -1 2,zs1,441¥ -I 2. 1 o. 3 

0. 5 100. o1 0. 11 658,133 (）．6 100. o o. 1 2,663,000 2. 1 100.0 0.4 

I I I I 
I 

I □ 9: :l ] 59:;,8::I --¥,t : °・ . ；1 2,：゚；塁t:--94¢忍 I

473,323J 。.5 1 100. 01 0. 1 887,832 0. 81 100. 0 1 0. 11 1,756,939 1 3 100. o] 。.2 

419,536' - 88. 6, -1 826,488 - 93. 1 0. 1 1,670,000i - 96. 0 -

I I I 
53,787 - 11. 4 -1 61,3441 -＿1 6.9 0.0 86,939i 4.0 -

117,795 0. 1 -l o. 0 413 222 1 

83.9邸 0.0 -' 
0.0: 2419,7541 心：i二 心心 4二’9::〗 °.32 二心．；

103,935,897 100. o1 
I ー 15.8 ¥ 11,463,032¥ 100. QI - ! 6. 8 130,383,522 1 oo. 0 

_＿ -— ---i7こ6

[＼― 
予 箕

＼ 

項

別 ，

終 1戦処 理毀

事 業 毀

布務 空

賠償施 設処理費

処理費

亭 務翌

特殊財症処理費

返 還 翌

事務毀

解除物件処理究I
その他の終戦関係
喪

計

C備考） 「その他の終戦関係我」は次のよ うなものである。

ふ虜枯報局 7,045 外務省述絡局 26,800 

24 

C岸／立千巴）

補正を含む

金 額 劣 予額す豆にる没対'{, 

I 125,242,734 96. 1 100. 0 16. 9 

122,852,500 98.0 

2,390,234 2.0 

連絡覇整事務局 50,108 

(10) 予 備 費
〔附J 麗査統計究 ・試験研究費の抽出

・試験研究費をと り
各省において既定予邸に不足を生じ、或は予箕外に必要が

目的別分類の各経毀について調査統計

出した。第16表はその額と目的別総額に占める比煎とを示す。
生じた場合の予備経翌である。

第16表 調査統 計費・試院研究 費
（単位百万円）

事別特＼

目

¥
 

的 別 ｀

叫

剛

四

控

毀

建

政

化

｛

洛

定

E
ド,1
 

国

文

働

経

安

労

股

育

菜

価

会

一
教

社

佳

物

第 3章使途別分類

I 茂究祝 計 毀 試験研究毀 - -＿＿三
項 125―；度 1 25 年 度 26 1 25 26 25 

玉額~:liii1―:̀「三三三□□＿`二1金 額 9る・ 1

1,712 1.91 2,140 3. 5 2201 °.3, 330 0. 5 1,932 2. 2 2,470 4.o 

33 0. 11 45 0. 21 2, 115 8. 6 1,6341 8. 3 2, 1481 8. 7, 1,679l 8. 5 

I 
I I 

l~~ 0. 21 1岱 o.2! 4521 0. 5 371 o. 6 
6101 0. / . 5191 。.s 

4,029[ 3. 3! 4, 084 5. 71 4, 5211 3. 6 2, 473 3. 5 8, 5501 6. 9l 6, 5571 9. 2 

―i ―, - -l -I > — --I —| —I —
417 0. 5 233 0. 3 97 0. 1 58 0. 1 

5141.. 0. 6, 2911 0.-! 

毀

毀

毀

毀

毀

発開

政

係

L~ •. 
1
 

維

債

財

関

伽

計

源衰

方

戦

士国

国

地

終

予

I （備考）

41 
| -1 二＿1

-1 | 

0.0 4 I 
0.0 

I 

□I 
27 0.0 

27 0.0 

6, ~53 1.0 6,677 1.0 7,4C5 1. 11 4,866 C.7 !3,758 2. I !1,543 1 ~ . • i 

つて、「目」による使途別分頴は、財政支出の形態と国民所得

との関蓮の単なる一側面の把握としても十分とはいえない。

一般会計の 「目」を整理すると次のように大別出来る。

人件毀 「目」 名

（ ＝依袷 ・ 給料） 誤員歳毀 ・ 檄員基本袷 • 特殊勤務手

当 ・超過勁務手当 ・諸手当 ・雑給与

旅毀 旅費

物 件 毀

1. 25年庄は椅正を含U。
2. 劣はる 目的月IJ分姐・＇』と a3,｛分比である。

1. 使途別分類の趣旨

前卒では、予冥経毀を、その支出によつて諸々の政策が逹

戌しようとする機能＝目的によつて分類した。この京では、．． ．． 
径の各々を支出対象によつて分類する。

使途別分類は、政府がその目的を達成する場合に、その予............... 
蘊内をi．ういう形態で使おう としているかを、 示そう とす

る。つまり用役や財貨をどれだけ買い、住付や補助等のため

iこどれだけ使おうとしているか、とい うことを表に分類して

明らかにしようとする。さらに、これらの支出された経究ほ

その大部分が当然国民所得の中へ流れて行くわけ で あるか

ら、幾何の予算経毀がどのような形で国民所得に流れ、又、

その対価として幾何の財貨 ・用役等が政府に吸上げられるか

ということも、 この使途別分類から或程度わかるのである。

この分類は、従つて、予算経費がど うい う形態で使われるか

という分類を通じて同時に、財政と国民所得との関連の一側

面に多少の光明を与えるであろ う。 目的別分類が政策の政治

的性格の分類であるのに対して、この分類は予算経笠をどち

らかといえば経済的な側面から分類したものである といえ

る。

2. 使途別分類の方法

ここでは、使途別分類として、予算の使途別分類科目であ

る「目」の集計配列を行つた。

現行の予算制度では 「目」は議員歳毀 ・檄員基本給・旅究・

物品袈 • 原材料烈等25 に区分されている。 （「目」は咋年度は

24であつたが、今年度は供託金利子が一つふえて 25になつ

た。） これらの 「目」のうちには、「渡切費」、「補助 ・負担 ．

交付金」、「他会計へ繰入」などのように、厳密な意味の支出

対象による規定でないものも含まれている。 又、 終戦処理

行 ・ 賠伯施設処理毀 • 特殊財産処理四 ・ 解除物件処理毀およ

び公共事業毀は、事業費につ い ては、予箕参照害に 「目」

の区分が行われていない。 C事務毀には「目」の区分がある。）

．しかも、これらの経毀は全経費中大きな額を占めている。従

補 助 費 補助金負担金および交付金

他会計へ繰入 他会計へ繰入

そ の 他 報依費 ・渡切費 ・委託毀 ・交際安 ・

賠伯伯還および払戻金 ・保証金 ・補

使金 ・年金および恩給 ・狂付金・出

資金 ・供託金利子、ならびにその他

事業毀等 「目」の区分のないもの。

23 • 24年度の使途別分類は「節」（＝「目」の細分）を単位

としていたが、本年度は咋年度に引続き 「目」 を単位とした

ことは上述した。「目｝ は、「節」と違つて、予箕執行上統制

機能を有しているから、「目」 を単位とするこの使途別分類

は、決算の分類と比絞することが出来るわけで、「節」単位の

分類に比して大きな利点がある。

3. 使途別分類各項の設明

第17~18表は、上に示した区分に従つた使途別分類の総表

である。人件毀は人の労務に対して支払われる経四、物件丙

は物財の睛入（製辿 ・維持等のための労賃等を含む）にあ

てられる経毀、旅費は人件毀と物件毀の中間的性格を有する

麟 、補助毀は特定の事務又は事業を助成し又はその経翌の

財源を分担する等の経費 （地方財政平衡交付金等巨額のもの

が含まれている）、その他の経費は以上のいづれにも属さな

いものである。人件毀 ・物件毀等の区別は人により仕方を異

にするので各々その内訳を明らかにした。

第 17表 使途別分類 総 表

物品費 ・原材料毀 ・役務喪・食祖喪・

施設費

予-‘‘- 3i 別 昭和26年度予豆（当初） 25 （補正を 含む） 9 24（当号J]のみ補正を含ま"t)
使 途 ---.I, 金 額 I 劣 金 額 I 劣 金 額 1 ％ 別

60,661,161 I 
I 

人 件 費 9. 25 ( ! 

1妬36ぬ8，,,，5762308577,四5,屈32346切5 2 l l 

7.0 81,600,774 11.6 

旅 毀 9,727,672 1. 1.3 8,787,737 1. 2 

物 件 費 51,546,553 I 7.81 5.5 I 106,395,889 15.1 

補 助 四 166,202,021 25.31 28.4 213,614,353 30.3 

他 会 計 ヘ 強 入 127,265,843 19.4 I 148,407,415 22.4 235,812,478 33.5 

そ の 他 242,017,499 36.8 234,956,094 35.41 58,456,360 8.3 

計 657,420,747 100.0 664,576,316 100.0 I I 704,667,591 100.0 
| 
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第 18表 目

＼ ！ 人件費― l

目 的別 、1仏給給料 1横の％位の形

l l 26年当初 33,398,356;37. 8j 55. 

一般国政叫
25年補正含 22,878,266137. 3j 49. 2 

| 
1教育文化役に ：： 二：二 ：：」 ：：］ 

旅

社会労働保 26 

麟 {25

産業経済費{
26 

25 
物価安定烈126
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町育文化判I 25,9 
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町 資 源 維126 ,9 
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目債
」26
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26 
終戦関係費
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予伽 吸 蒻
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（単位千円）

8,648,261.1 

7,306,281 

6,763,704 

,, I 60,661,1611 

,, I 46,519,527 

9,727,672: 

CI) 人件費および証費（第19表参照）

人件毀として表に示されたもののうちには、檄員基本給 ・

特殊勤務手当 ・超過勁務手当のように政府織只に対する もの

の外、 国会談員の歳骰 ・諾手当のうちの議員手当 ・談員秘害

手当 ・ 委員手当、雑給与のうちの~Ii外国人給与 ・ 諸謝金等特
殊な勤労に関するもの、瞑、郷退檄手当、政府駿員等失

業者退粒手当、未復J員者等給与のように現在の勁労に基づか

ないもの、或は社会救梢的性格を有するものが含 まれてい

る。

麟は人件究と物件毀の中間ともいうべき経筏で特殊な性

格のものである。

(2) 物件費（第20表参照）

物件毀のうちには、消耗品 ・被服 ・備品費を含む物品毀、

国布財茄となるH稿 の取得又は培加となる経四である施設費
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等物件費と しての色彩の強いものから、役務我のようにその

内容が複雑で人件毀との区別がつきにくいものもある。又、

主と して刑務所等の収容者、或は引楊者復長者等の収容所お

よび船内の食糧に要する経費である宜糧毀ならびに刑務馘

の作菜に必要な原材料毀等、一般庁用のものと区別される経•

費をも含んでいる。

(3) 他会計へ繰入（第21表参照）

繰入先の特別会計によつ這分しその内容を示した。癖

取扱費 ・保険年金等約付費 ・国麟 ・連転距金 ・貸付亙補足

等性格の異なるものが混在している。

(4) その他 （第22表および第23表参照）

人件毀 ・ 旅毀 ・ 物件究 ・ 補国 • 他会計へ録入に含ま姑
いものおよび「Fl」の区別のな い もの力渫計整理されな

る。箕付金 ・出毀金については第23表において特に内祁を示

した。
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（備考）1.各分し｀云内容 を示すと次の通りである。
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a.外国為替資金査本補足

b・作業上の牧支高整のための資金補給

c. 日本銀行における資金運用部当座預

金利子相当額 9,840 

d・国依借入金返済 10,109,521 

利子および割引料 10,109,521 

事務我 80,280 

e. j'i;金艇地金買上杏金補足 3,721,415 

f. 業務取扱我財源繰入 737,190 

促康保険業務取扱咬 、， 347,276 
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厚生年金保険給付我 ', 178,285 
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表の 1の各梱の上段の数字は終戦処理業務毀、下段の数字 という分け方で「目」を区分しているため、本年度予算と

は予算参照害にいう終戦処理事業毀である。占領軍やその の比較が出来ないので、25年度についてほ決鉢額によつて

物資の翰送究は、「目」の旅毀とは大分性格が迩う独特のも 分類した。
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第 4章 特

1． 特殊分類の趣旨

目的別および使途別分類がいづれも歳出を哀正面から分類

するものであるのに対して、特殊分類はや 1.特殊な誤点から

歳出を分類しようとする。すべての歳出は、国民生活および

国家機構に対し・ていろいろの利益を与えるものであるが、そ

れらの利益の中には、比較的長期間にわたつて持筑するもの

と、割合に早く消えてしまうものとがある。そこでこれらの

利益ら紆函ら籍函と村函ら社蚊に従つて歳出予算を分類する

ことが出来る。この特殊分類が行おうとするのはこのような

分類である。従つ己特殊分類は、目的別および使途別の両

分類に取つて代り得るものではなく 、新たな表現により歳出

予算に特殊な側光を与えち前の二分類を補足し歳出予算の

把握をより明確にしようとするものである。郎ち、目的別分

類が、一応時間的な考慮を離れて、歳出の目的を端的に示そ

うとし、使途別分類も、支出対象の表面的な区分を行うのみ

であるのに対して、 この特殊分類は、今や時間的な考慮を稼

極的に取入れて、歳出予算のより突つこんだ把握を試みよう

とする。 郎ち、この特殊分類によつて前述の両分類も一府有

第25表特殊

殊 分 -B 

筆
犬

意義なものになるのである。

国民生活、国民経済、および国家懐樅に対して諾々の財政

支出がもたらす各効果が夫々 どの程度持続的であるかを摂括

的に示し、それによつて又同時に、国家の財政的現状はいか

なる位匠にあるかを多少と も明らかにするのが、 この特殊分

類の目的である。

2. 特殊分類の方法（第25表参照）

歳出予算は次の四大範密に先づ分類される。即ち、

C 1) 国家資産の増加

(2) その他の開発的目的のための経骰

(3) 諸々の援助のためのおよび特殊事業のための経常笠

(4) その他の経常毀（政府運用窃）.......... 
である。このうち、 (1)と(2)は当該年度以後にわたるJ:t絞

的永続的な利益をもたらす歳出からなり、(3)と(4)はむし

ろ一時的経常的な利益を与える歳出からなる。具体的内容は

後述にゆづるが、この利益の永続性如何ということが先づ根

本的な葵準である。

分顎総表 （単位千円）
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I 
分類糖表（績 （郷 i．千円）
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寡25表特殊分類蒻表（纏）

国土資源維持開発毀 1 国 依 究 予 備 費

目 的 別 1 26 1 25 ー五――-25- - -2: - 25 -

国 家特：；類の 増 加 金額尉□:翠1金［い鼠％ロ

I 1. 3 1. 3 

-------j 
1 | I I 

5. 71 997,066, 7. 3 

箕 付 金

有 形諸究産

その他の開発的目的
のための経費

有形諸究産 （国家査
産以外のもの）

（1:iifv.．千円）
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C洋(9,：千円）

竺贋
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額金

計
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劣悶
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；
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一
劣鷹

」ー
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縦
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劣

一

際
隅
ー

25

額

費政

金

9
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 ＿
劣

財方

縦

横

＇
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額

地

金

＇ 

別

＼

＼

加

的

、

壻の産

類

目

資

分

家

殊

＼

特

国

貸付 金

有形 諸 安 産

その他の開登的
1目的のための経
費

有 形諸咬産 （国
家査産以外のも
の）

研究および調査

教育、研修、保
健および生産技
術の進歩

士木亭業および
天然交源調査

1諸々の援助のtこ
めのおよび特殊
事苓のための経
常費

その他の経常費
（政府運用費）

利 子

統制および取締

政府の一般運用
および行政疫

費

還

費

毀

政

係

計

伯

備

計

財

関

務

方

殿

総

予

似

地
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-| 21,498,3621IOt:i1 13,445,15010謡
I 2. 91 . I 2.1 

-. 18,762,013100. ol 13,628,323100. o: 

-1 1 2,535,9681 10i:！ 10,437,555 1 0i g: 
1. 7 1 1. 5 

- 11,052,061IIOO.Ol 10,226,545100.0 

l― l ―― 51,660,628磁．！ 39,407,8241ぷ
I 1 4. 4 1 1 2. 41 
00. o: 82, I 91,902100. 0 

I I 
1 6. 81 | 1 7. 1, 

-- --I 110,439,3951100. oI1 13,780,830 100.］ 
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- - - - -| ＿| 4. ol l 3. 5 
26, 103,705100.0 23,224,86,:100.0 

1 0. 1 | | 6. 3 
-, 66,649,123100.0・ 41,766,395 100.0 

- - - - 1 1. 4| I 1. 91 
-1 - 9,023,cro100.o'13,144,076・100.o 

ー I -| ―- --432,670,034 |372,268,749 

I 1. 6 1 0. 9 .| ―- --10,780, 1 50 1 00. o| 72,31 7,632 1 00. o 

100.o| |100.0 100.0 100.o 
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100. 0 1 00. o| |1 00. o 
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（備考） 26年度は当初予邸の数字、25年度は補正予尊を含む数字である。以下の邸表についても同様である。

＇、
ーし
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但し、この区別は所謂 「貨本的支出と消毀的支出」の区別

とは若千趣きが述う。「貨本的支出と消毀的支出」研区別ほ、

歳出によつて紺られる対佃が当該年度を越えて存続するかど

うかを示すものであるが、特昧分頴ほ、歳出がうみ出す利丘

が当該年度を越．；ーて存続するかどうかを甚準として分類を行

うからでおる。例えば、諮々の研究所などの経毀は、消毀的

支出ではあるが、研究の成果が与える利益は永続的であるか

ら、 特殊分類では経常毀とは見（!f.(されないで(2)に含められ

る。次に、減価餃却費、1肝付金の扱失可能性なども考慮され

ない。同じく、只本的支出であるかどうかという視点に立つ

ての分類でないからである。しかし、以下の諾表は、巧みに

利用するならば、資本的支出と消究的支出という区別観点か

らこれを読み取ること も或程度可能であろ うと考える。この

ような利用の仕方については以下折にふれて附記する。

各経空支出が国家の旺籾計画に砧づ くものか援助交付金で

あるかの区別は、この分類の全般を函じてこれを明示した。

援助交付の対粂としては、地方公共団体や各法人個人等要す

るに一般会計および特別会計を以て代表される国家以外のす

べての団体個人を一括した。厳密な意味での 「実経究と移転

的経費」とい う区別の任には堪え得ないであろう が、両経毀

の配分の大体の頷向はこの特殊分類からも うかう応得るので

はないかと考える。

集計の単位と しては、目的別分類の場合と同＇こく 、「天」を

主と して用いたが、旋設毀、補助 ・負担 ・ゑ安金、狂ナ全、

出貸金等は、この特殊分類の恙旨から考えて特に煎四f.::.「目」

であるから、これらの誼要な「日」の若千については授；こ応じ

てそれらの「目」を単位として用いた。しかし、いづれにせょ

「項」 又は「目」が導ら単位とされているから、 この特殊分類

も、決罪額との比絞が出来る。

3. 特殊分類各項の設明

C 1) 国家資産の増加頃~26表参照）

貸付金の増加、ならびに有形諸資産の取得、建設、および

改麟らなる。後者はさらに、主要手持商品、主要庭談の培

加ならびに官庁庁舎等の営搭および買収の経冗こ分れる。こ

れらの歳出はいづれも比較的永笠的な利益をもたらすこ とは

明らかであろう。たゞ主要手持商品の増加のみ は 例 外 をな

す。又、この主要手持商品の培加を除いた本要芍の各項目は

そのま．I.貸本的支出と見倣されて差支えないと考える。

I‘ tI • 第26表 「国家資産の 増加』の内 訳 （三

的 一般国政費 教 育文化究 社 会 労 約 保他裳
別 - -- ----L_-------

特 26 年度 25 年度 26 ' 25 1 
殊＾

26 25 

ノJ 類 金額彩金 額IJる金額 形金 ｀i―戸 金｀ ー劣; ~額劣
貸
一対此林付水涯一 畠 ニ ニIー ニ ーニ3,372,0竺‘-82」1,779,489!67.65,300,000―6d.95,500,COO1-65.5 

I 〗商旦ェ〗 二， ニ ニニ ＝二 □1 三I□ □, □：口1
対 住 宅 所有者 寸 —, — - - -’’  I 

-1 -5•OOO,00_o! 61二35,000: 59三
対 地 方 公 共 団 体 ― ―' - -- - -
諸狂付金および話求権

有形諸資産ン）取得、建設 1 
- -, -I -:3,372,025, 82. 1 L 779,489, 67 ~珈，000 3. 6 500,0006.d 

I 
および改善 7,257,579100.06,285,245 100. 0 734,0791 1 7. 9 853,2301 32.412,8CO,227 35. 1 2,898,622 34.5 

主亜 手持油品l -, —l - - - -
主要施設、主要備品 3,367,810 46.43,075,937 48.9 734,079 17.91 853,230 32.4 565,470 

_| ＿11,065,137 13. 11 919,791 11. o, ＇ 

官庁庁舎等竿桜およひi , 1 6.9 774,330 9.2 
買収 3,889,7691 53.6:3,209,308/ si. 1/ - -: -I -11,229,6201 

I_ -- -_I I 
I -| -1,229,620 15. 1 1,2g,501 14.3 

I--］ 7,257,5791 00. 0 6,285,245 1 00. 0 4, 1 06, 1 041 00. 0 2,632,71 9 1 00. o18, 1 60,227 ! OD. 0 8,398,622I ! co. oI 

特

I ¥ H 的｝JIJ 産 業経済一毀＿ 犀 毀源維持開発費 計

殊分；；i＼ 、 ＿26三 25 26 - - -25- --― 26 --—―万5-―I
--- {£頷％金額 1 劣金額 1 % 百「額―玄-~——―額――戸'-金――----
貸 付 ・ 金 I12,826,337 65.26,165,661 70.4 

額 劣

I対 貶林水 産 菜 3,573,88218.21,365,751|
- - - -I 21,498,362 53.4 

15.6 
13,445,150万9.7

対 商 工 菜 250,000 1.2 0 1 
| 3,573,882 8. 9 1,365,75 1 5. 1 

月 貿 劫 5,000,00025.42,500,00028. 6 l l - - - -1 25 0,000 0. 6, 0 
-~ _ ＿ --

迷鯰 2,000,00010. 2 
5,000,000 1 2. 4 2,500,000 9. 2 

0 -1 1 -」 -,-| 2,000,000 5. o o 
対 住宅所布 名 一― -- -' —' - , — - 5,000,C00 12.4 
対地方公共団 体 ・2,455 O. 0 4,910 O. 0 ... _:I ．ー・

—::-'_ :-:-'!:>,OQO,COO 12,4 5,000,000 18.5 
- ＿ ＿ ＿1 

1 詔往付金および油求松
2,455 o. 0 

2,000,000, 10. 22,295,000 26. 2 - - 4,910 o.o 

1有形渚名産ク取澤、唸 I 
- - 5,672,025 14. 1 4,574,489 1 6. 9 

および改善 6,848,188 34-82,594,160 29-6 1,062,0CO 100,0, 997,066100. 0 18,762,073 46-6 13,628,323 SQ. 3 
1 主 要手 持 洛i品 6,708,183::S-1. 12,48-1,226認．4 — _ 1 

主 変紐 没、主級伯品l I 
- -, 7,773,325 !9.3 3,4(1d,OJ7 12-5 

而 庁認鯰 およr? 110,000 o. 7 109,934 1. 3・1,062,000 100. o 997,066100. o, s,869,359 14-6 s.s 1(1，497 21.s 

此収 -- - - - - - - -|5,119,389 12. 7 
計 1 9. 67~,s:s100. 08,759,821 

4,413,809 16.3 
_ 1,062,000 100. 0 997,066100, 0 40,260,435 100-0 27,073,473 100. Q 
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2iその他の開発的目的のたジの経費（第27表参照） 育、研修、保他、生産技術の進歩等のための経費がこ.1.lこ含

こLには国家父産の増加によらないで永笠的な利益をもた まれているのは、それを通じてやはり、政府や国民が氷絞的

らす諸経筏が一括されている。従つて、すぺての開発的経骰 な利益を得ることが出来るからである。治山治水等の祖轄エ

3悉く計上されているのではないことを先づ明記して四きた 事費を士木市菜四と して本範Qに含めたのは、治9Kのための

じ。 堤功等は国家の所有であつて も迂涯assetsとして(1)に含め

＇ この範窃は、地方公共団体亥は私的法人個人の所有となる るのは適当でないと考えたからである。

ペき改は所有する有形諸貸産の取得 ・建設および改も、研究 この鹿屯の中で、国家資産以外の有形諸毀産の及得、廷設

および調査、教育 ・研修 ・保健およ び生涯技術の進歩、なら および改苦役と士木事業役とは交本的支出lこ、その他ほ消筏

びに士木市菜および天然廷源喪迂からなる。研究、闘査、教 的支出に、 大体相当するであろう 。

第27表 『その他の開発的目的のための経費」の内訳 C単位千円）

目的別 一 般 国政究 教 育 文化毀 社会労的保健笠

三類＼長孟叫パニニ:三-:了I
霊嘉霜惰靡 I I I I I -! -~ _J -'5,297,431'25. 81 5, 137,040130. 1 I 1,238,537113. 51 5,3oo,51 s! 13. 2 
よび改善 I ' 
鴫体： ニコニI二5,：：忍？此↑:l雪ご28.8 7,238,537 13.55,300,515|13.2i 

9罰` i:認〗腐！｝｝撃り旦遍璽｝i[ ［攣iii！盟虞[g] i謳［ロ
び生産技術の進歩

697,832'39.4 613,395, 28.712,118,1601 58. 9i 9,360,2321 54. 9j 38,217,367 7!. 2; 29,019,5721 72. 3 

I I 
援助交 付 金 17,766 10.0 9,240 0.4 475,6031 13.5| 297忍8 1.8 25,590,798 J7.7 19,349,284 48. 2 
国家直轄計画 680,066 38.4 604,l55 28.311,642,557 45.4 9,062,5841 53.1 12,626,569 23.5 9,670,288叫．1|

土木事哭および天然資
源講査 I 

_ ＿1 - - - - - 8,042, 1 9 1 1 1 5. 0 5,697, ! 53 1 4. 2 

国求門巧愕 ；1，769,2己。こ12,136,6:100:20,566,8：100:I17,05!2;［100:5t:tit誓温〗! 4霊：函1 14; 
＼ 卜1的 別 産 業経済 !_1国 土 廷 源 維 持 開 発 費 計

ヽ 26 年 度 25 年戻―. 26 25 ------―-----1 ニニーてコ6二 ニ 二＿25--昧殊分類
し、 金額竺亙と＿ 額を＿一金＿ 額二 を ＿金 ＿額劣＿ 金 額 劣 金額 疹

l 
- -! -| ＿＇」 12,535,968!7. 4| 10,437,555! 7. 3 

（国家資産以外の）有形
藷資産の取1尋、建設お l 
よび改善

印訟共団体有 I 麟虹 ― ― _1] ＿ _ ＿ | 12,268,868 7. 210,215,291 7.2 

私有有芦畑 ー—I —1 -l 口」 ー 一 I 267,！000.2 222,264| 0.1 
祈究および隅査 6,091,855 25. 9| 5,685,1081 30. 2 573,307 0. 8 338,370 0.5 1 1,052,061 6. 510,226,545 7. 2 

国家面霞計画 6,091,855'25.9 5,685,108 30.2 573,307! o.8 338,370 0. 5 10,550,058| 6.2 9,726,545 6.8 

-- --- -l l.-• .. - | -援助交付金 ― - - - - -I 502,0031 o. 31 500,0001 o. 4 
敬育、研修、保嘘およ ．．． 
び生産技術の進歩 626,81n 2.6 414,150 2.21 452 0.o 1 4 75 1 0. 0 51,660,628 30. 4 39,407,8241 2 7. 7 

国家直轄計画 I 609,690 2.5 402,1501 2.1 452 o.o; 475 o.o 25,559,334 15.0 19,739,652 13.9 
援 助 交 付 金 17,127, 0.1 12;000: o. 11 

土木事業および天然資~
――1 - - 26,1 01,294 1 5. 4 1 9,668,！ 72 1 3. 8: 

源講査 I 16,838:419: 11. s 12,?s2:4s2! 67. s 69，お話8 99. 2 63,742,287 99. 5 94,836,198 55. 7 82,191,902 57. 8 

国家面鞄 計画 4,253,318 18. 1 2,328,415 12.428,921,57:41.020,847,593 32. 61 33,174,894 i 9. 5 23,176,008 16. 3 
援 助 交 付 金 12,585,101 53.4 10,424,0-17, 55.341,0紐，912'58.242;894;69466.9 1t:661,304 36.2 59,015,894 41.5 

計 23,557,091100. 0 18,851,720 1 oo. 0 70,529,347100.064,081;132100.0110;084,855,100.0 142;263,826100.0; 

(3）諸 の々援劫の、しこめのおよび堵殊Z吟のヤめの宅常費（第 な若干の毀用を踪く外、これらの経茂の大ぐ，分は経常的な、

28表参照） 却ち年々歳々必妥な経匹である。と同 因こ、これらの経北は

塁林水賄柔、商工鉱業、翌み、迄．；、金記＇匹の各帝菜つ授 すぺて、 そのもたらす利益灼喝々‘li咳年文内：ことゞ まるiの

域滋、労鋤｝J保全のため 吋蚤¢笠、住宅所七ぶ り1拐者守の でもる。例えば、丑菜のーI:地改良叱こついては、 ニ1.では、

ための社・ニ市定な経役、なン加 こ物ば安定毀からなる。 サ1 七地改良決迎行等の経‘'；つみ含められ、門・営→磁秒和kn.：菜
郡槃戎・、考砂安定裟たと の、r滋図 特殊？芥恥 こふづく臨芍的 毀などは第二庇ー3のうもの上ぷぶ柔如こ含められている。
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別表 1．資金運用部資金運用計画 別表2.見返資金運璧計画

区 分

1・ 国使の応募

特切別気会通信計螂の分

郵特別政会計事の業分

I 2• 金国特別有林盆野I事Jt菜/J 

3. 公日社本抒国付有金鉄道1 

4. 住住宅付金金融公庫
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668 日本開発銀行 I 
計 濡I800 I日本 医 掠

合 計 I 1, 5441 1, 509 備考マー＊百う頑漏期20万総屯互雁面ヱ i 計

． のため70似追加投資の予定

(b)「有形諸毀産の取得、建設および改密」の内訳 （第31表 から、全額を純増加と見倣してよい。特殊薬品の充払予定祉

参照） は上表の括孤内の教字によつて示した。括孤外と括孤内との

主要手持商品の増加のうち、費金属中の金銀は、将来正貨 差が純増加となるわけである。

として用いる意図の下に、今後も国家によつ所有されるであ 主要施設は、官庁関係のものを除き、主揆なものを列．拳し

ろう。他方、稲出船舶については、代金は既に昨年度予め外 た。従つて、「目」の施設毀が全部こ いこ計上されているわけ

目より支払われて貿易特別会計の収入となつて居り、今年度 ではない。同時に、「目」では施設毀とされていない諾々の人

はその代金に見合う商品として国内より餘出船舶を買上げた 件毀、 旅致、物件毀も、こいこ学げた主要施設の取得、建設

のであるから、これらの船舶は実際は国家の手持とならない および改苫のための経費と見倣されるものは、各主要施設費

でそのま り外国に引渡されるわけである。しかし、その外は に含ませてある。 しかし、 この項目の根幹はやはり「目」にい

栓入緊要物災にせよ、特殊薬品にせよ、白金族地金にせよ、 う施設毀である。又、この項nは「fl」の旅波費中の煎西なも

早晩売却せられるべき商品でありながら、或は取引の便宜に のをかなり含んでいる。

より茨は厚生対策上等の必要によつて、一時国家が買上げて 官庁庁舎等営紐及買収毀は、主として営紐工事四と、「目」

しるものである。 このうち毀金屈は特別会計で処分されるの に施設究として挙げられている覆員布舎施設筏および士地建

で、一般会計の立場からは売払予定祉は明示出来ないから純 物買収骰からなって居り、他に裳紐事務費若干が含まれてい

加を示し得ない。 翰入緊要物汽も特別会計で処理さ れる る。

が、これは年度内に四fuJ転した後年度末に全額在庫品となる
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別表3．出資金回牧金牧入(「11位位円）

計 画 額

50 

金 額
区 分

昭和26年度1 25 

復 典 金 融 金庫 7,639149,,060033I I ', ll,195,000 

公 団 6, 1,604,505 

産 業復興

3,200二333,,000 000 

価 格 関 整 30,ooo; 

食紐配給

肥料醗 給

抽砂糧糖 配 給

~5261205,,,000 000 000 ＇ 
鉱工品貿品

絨維貿易公団

食料品配 給 40,000 

飼料 配 給 10,000 

配 炭 200,000 

船 舶 - 1,324,505 

日本製鉄株式会社 45,471 

帝株 国式鉱菜会開 社発1 2,700: 

中央食田営団l ―I 
9,000 

日本翰 出塁産物
株 式 会社

団1 68,450i ―
14, 130,2s4:12,s11,oos 
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孜

省

省

省

省

定

六

冬

省

計

r
 

安

産

り

拗

設

助

部

頃
8
⑮
C
i
t
暉•
5

_8

2
 

別

特 殊 分
類

阪面、研修3保鑓およ
び生産技術の進歩
国家直轄計画
図困館烈
教育および研怪
OO理府所府）
（法務府、，）
〇務省，I)
C祀省 II)

保他術生
改 晋．省月竹S・)
(]'J.生省、，）

生産技術の進歩 7)

ための経究
（塁林省所腎）
逗 培省，、）
頃 産省，I)

援 助 交付金
致行および祢習
（法務界t所怜）
改 音；名，I)

保 他徊生
の生省所釘・）

生；浜技術の進歩の
ための経代
（通牽省所怜）

計

廂 業経 栢 究
― , 

26 25 

11的 ―

26 

金 額

一

年

第33表 r研 究 お よ び 訊 査』の内訳（笠）

（『たの他の開発的目的のための経費』の細分顎その 2)

金額

計

173,922 

434,938 
51,498 
19,708 

17,766 

度

％ 

9

4

4

8

 

．．．． 

4

2

7

2

 

2

6

 

I 

2.5 

697,832 100. 0 

143,254 

387,272 
40,037 
33,592 

9,240 

劣

23.4 908 

悶ニ
5.5 -
- l l,091,6 19 

ニ
ー
「ニ

1. 5 -
ー 475.603， 

0.0 

25 

金 額I 

884 

＇ 

96.19,061,700 

ー

―
-
．
 

3.9 297,648 

I 

I - -, - -
100. 0 1e,11s ,1•~• 100. 09,360,232 

％ 

o.o 

ー '

96.8 

2
 

＇ 

．
 

3
 

―
―
―
―
 

金

26
一
額

1,814 

2,722,044 
9,902,711 

一ー
一ー
l|
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ー
バ
~

一
↓
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-
7
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 ゜

0
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-
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?
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I 
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/0 

o.o 

1
9
 

ー

邸

金

（箪位千円）

25 

額劣

社会労岱保｛建究

1,820 0

1

,

1
ー

9
4

．
盆

・ ー

1
-

――
゜

.＇ 

――
 

2,283,765 
7,384,703 

67. 0 19,349,284 
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第34表 「最育、研究、保饂および生意技術の進歩』の内訳 （続）

（『その他の開発的目的のための経費』の細分顎 その 3)

9、
II 的

1：：：：：：：：：：：--

（単位千JI;)

廂 契 経 済 翌

別
26 年度 25 年 度

特 殊 分；＼ ＼ 、 金 額 1 ，る 金額ー ： ； 金

藪 育て頭、保鐘およ
び生産技面の道歩
1・国家租紹井画 1 
図習 館 四
教育および研修

3,367 0. 5 3,510| 。.8 

（総理府所府） 一 ― - -1 
（法務府 'I)

」 I I _J - - -, -
（外務省ヽ;) -! -' - ―I 
改 部省，，） ―！ -' ― ― 

保改贋姶嘉:)生 ―l -！ ← - -1 
（厚生省，，）

I 
-i -1 -1 -

生涯技術の進歩の
ための経究

I 
（農林省所岱i) | 74,035 11.8 22,256 1 5.4| 
環 藷省，，） 396,305 63.3 246,246 59.5 
頃 産省,,) 135;983 _ 21. 7 130,138; 31. 4 

2.援 助 交 付 金 —•- -1 ・ I 1.... --
教育およ び諮習

（法務府所腎） ― ― ― ― 
改 部省 ，，） —! - - -

保 健衛 生
（胆生省所りci＇) | 

＇ 生産技術の進歩の
ための経四 I 

（通産省所狩） 17,l27 2.7 12,000 2.9 
計 626,817 I~ 

(d) 「土木事菜および天然衰源調査」の内訳（第35表参照）

土木事業 と公共ボ業を設然と分陸するのは困難であるが、

国土否源維持開発投

26 

u的 別

計

劣

――― 

金

25 

額 I
| 1 

475, 100.0 

I 

二

□ 

26 

額 I

I 
180,4631 Q. 4 

ー 434,938
I 0. 8 

- 51,498 o. 1 
- 19,708 0.0 
-::-11,641,_6_49 _ 22.5 

ー 2,722,044 5. 31 

-I 9,902,7 1 1 1 9. 21 

二1ニコ 贔鐙計晶脅〖
-I -I - 135,983 o. B 246,246 

I • - -•I I -1 
ョ ー 一—, 1 7,766 0. 0 -- -— 475,603, o. 9 I u• "I 
-1 -I -I -, 25,590,798 49. 6. 19,349,284 

I I 

I 1 7, 1 2 71 0. 0 1 2,000 0. o 
4521 100. ol 4751 100. 0 51,Gfil),6~ 

失済と生産力の培進とを特に意識的に目指していると思

われる経毀を公共事業毀として計上した。

額 一

I 
452 100.0 

劣 金

第35表 『土 木 事業および天然資源謁査』の内訳

erその他の開発的目的のための経費』の細分類 その 4)

劣

25 

1金 額 1,6

149,943 

387,272 
40,037 
33,592 
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年
金額- =--

土木事業および天然充原謂査
1・ 土木 事 菜 笠

国象ifI紐計画
氾1JI I 砂 ~}j
（総理府所管）
（安本所管）

治 山
（安本所密）
追路

（柁 理府所管）
（安本所管）

港 満
（陀 理府所り陀）
（安 本 所 り 怜

独路標識悌備毀
（総 理府所怜つ
（安本所管）

扱助 交 付 金
河 川 砂防

（総理 府所怜）
（安本所 怜）

I 
治山 I 

（紀理府所怜') I 
（安本所 腎） ・ — 
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第35表 r土 木事業および天襟資 源講 董』の 内暉

(「その他の開嚢的目的のための経費』の細分類 その 4)

朕
別

道 路
（総 理府所悴）
（安本所 管）
港 湾

（安 本所管）
水 朕 施 設 費

（総 理 府 所 符）
本所管）

12・災害復18土木事菜費
国 家直郡計画

本所狩）
川砂 防

崖
業施設

援財i交 付 金
路標識

理府 所行）
I方公共団体財政補功
翰 省所岱）
道特別鉱害復1日
本所怜）
川砂防

息栗施設
別鉱吉復旧

3．都 市 計画
1 国 家 直鞄計画

⑪理府所管）
援助交 付 金

理府 所 管）
本所管）

4．士木事業計画および調査究
頃 涯廷設安本所行）

5．公共事 業毀
国家直鞘計画

f悴）
本所腎）

霜屑嘉腎）
本 所 n)

按助交付金
役t
所 怜）

本所府）
孔t菜毀
理肘 所腎）
本所怜）
施設毀
理府 所腎）

-生省 所腎茫）
本所狩）
対策 費

I l労慟省 所秤）
6．土木事菜および公共事業事務
四

計

i 26 年 □
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7

8
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2
1
1
0
9
0
6
4
3
8
7
5
3
 

8
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1
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3,456,246 I 
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I 
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第35表 r土 木事霙お よび天然 資源講査Jの 内露（続）

（｛t．単ィFE)

ミ

特 ‘
殊 I•

ガ 類

ムロ‘‘
、.

LI 的 ，
別

土本事業および天粂資源調査

1．士 木 事 業 笠

国家直籾計画

河川砂 防

oo理府所管）

（安本 所 狩）

山

（安本 所 it)
逍路

（総 理 府 所 管）

（安本 所 府）

泄 湾

(「その他の開発的目的Dtこめの経費」の細分類 そ(/)4)

国 土貨 源 維持開発費

ヽ
． 匹年度 l

¥ | 
—・

金額劣金額 !%.I金額 1 ,6 金額 劣

i I―-| ---|―| --| 19 9| 12,808,5841 15 6 

I 

盈::::;:： ;:ご::i此：；II塁：悶昇l

946,7261 1. 4 633,1611 1.oi 946,7261 1. o | 

I 
1,435,280, 2. 0 1,124,000/ 1. 8/ 1,435,280 

1,995,852 . 2.91. 1,341,328! 2. 11 1,995,852 

333,500! 。.5 270,000 0. 3| 333,500 

1,376,224 1. 9 1 131 0951 | 1 9 9 

1.s: I,376,224 

—| —| —— 98,1 50 
- - -1 ー 221,850

,305,4~3 23. 3 12,863,416: 20. 2, _ ..,--,ー一一

I I 
175,000' o. 2 90,000| 0. 1 175,0001 

9. 41 5,267,000/ 8. 3i 6,558,400 

226,283 0.3 160,0581 0.21 226,283 

6. 8 3,756,7811 5. 9i 4,768,494 

0.2! 106 130 

| ' | 

'1 
0.2 
I 

129,000 

4. 61 2,278,542: 3. 6¥ 3,193,948 

（総 理 府 所 府 ）

（ 安 本 所 管）

航路標識整備究

（笹理府 所府）

l安本 所 岱）

援 助 交 付金

河 川砂 防

環理府 所 管）

（安本 所府＇）

治 山

G総 理府 所 管）

（安本 所 ↑？）

道 路

（総理府 所 府）

Gた 本所管）

港 湾

（安 本 所 岱う

水産 施設毀

噂理府 所管）

（安 本 所 管）

2・災害似l日土木事業四

国家直 籾計画

（安本所 管）

河 川 砂防

設

識

施

標

栗

路

治

逍

港

臣

航

山

路

湾

援 助 交付 金

26 年

4
|

|
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ー

8
1

ー
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0
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9
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1
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3

5
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5

1
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1
2
9
1
1
2
 

4

,

3
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1
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0
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第35表 『土 ＊事業および天然賽源隅査Jの内繹（続）

erその他の開発的目的のための経費』の細分類 その 4)

特殊
分

類

目 的 別

（総 理府 所 管）

地方公共団体財政補助

頃 輸 省所管）

鉄逍特別鉱害復l日

（安 本 所 管）

河川砂防

治 山

港 涜

都 市

淡 業旅設

特別 鉱 害復 旧

3・都 市計画

国家直結 計 画

（総 理府 所 管）

援 助 交 付金

C総 理府 所 府）

（安 本 所 管）

4．土木事業計画および調査既

頃 産建設安本所狩）

5．公共市業究

国家 直桔計 画

土地改良事業費

（総 理府 所 府）

（安 本 所 竹）

開拓事 業 費

（総 理府 所 竹）

⑤ 本所 管）

援 助 交 付金

土地改良事菜費

（総 理府 所 ↑1)
咳本所 行）

開 拓事 業 毀

（総 理府 所 笠）

（安 本所笠）

水道 旅 設 毀

澤理府 所 怜）

（厄 生省 所 怜）

（安 本 所 行）

失 菜対 策 既

（労慟省 所 ↑笠）
6•誌事菜および公共事菜事
細 計

6
7
0
7
2
8
4
0
0
9
5
0
2
1
0
1
6
2
9
3
5
8
1
4
6
9
5
5
5
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2,72', 

2,01ヽ

660,604 

1,354,353 

2,193,433 

63,742,287 100. 0 

26 

20,100 

37,044 

235,047 
I 

7,750,000| 

2,697,247 

94,836,1981 

計
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（単位千円）

38,626 

゜23,523,510 

400,000 

2,146,185 

120,000 

6,824,8261 
| 

562,124i 

------_ 1,931 

2,228,000 

19,775 

2,208,225 

115,944 

4,787,946 

154,834 

1,464,7721 

440,873 

2,727,4671 

9,559,207, 

180,194 

1,666,903 

1部，000l
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(3) 諸々の援助のためのおよび特殊事霙のための経常費

（第36~3表参照）

第36,--..42表の細分類の各項目の名称はすべて、第7表およ

び第9表のりii考判の細分類の項tlの名称と一致せしめた。従

つて、第7表および第9表の熊考勅と第36-42表とを比餃す

れば、産業経済毀および社会労働保健費の細分類の各金額に

第36表 『対農林水痘業」の内訳

（「諸々の援助および、特殊事業の
ための経常費』の細分類 その1)

三ロ
C単位千円）

痒栗 経祐 費

26 年度 25 年 度

特 殊 分 類 金額 1-;:-1--;-五］~I
1対農林水童業 I I 

（農林省所管）

国家直轄計画 10,009,285 55. 7 8,899,299 55.41 

農霙 9,276,097 51. 6 7,643,181 47. 6 

農 地 調盤 毀 963,607 5. 4 1,805,613 11. 2 

士 地改 良 究 37,711 o. 2 26,498 o. 2 

品村 振 興 毀 248,476 1. 4 162,21¥ 1. 0 
I 

検査所等諸経費 703,770 3. 9 586,707 3. 7 

畜 産 振 典 毀 118,798 0.7 95,580 0.6! 

蚕糸菜 振興 毀 35,575 o. 1 26,445 o. 2 
I 

俣業 保 険荻 7,055,608 39. 3 4,829,080 30. o, 

開 拓 骰 112,552 o. 6 111,047 0. 7 

林業 | 82,953 0.5 369,076 2.3 
I 

造林計画関係 24,899 o. 1 31,889 o. 2 
| 

そ の他 58,054 o. 4, 337,187 2. 1 
I 

水産霙 1 638,938 3.6 878,139 5.5 

憔業制度改革毀 145,906 
I 

0.9 
I 

392,121 2.4 

水産 振 興刻 493,032 2. 7' 486,018 3. 1 
I 

農林水産業全般 11,297 o. o 8,903 o. o1 

援助交付金 1 7,960,539 44.3 7,165,715 44.6 I 
農霙 6,735,357 37. 5 6,079,274 37. 8 

品 地 詢蕗践 465,352 2. 6 1,416,684 8. s, 

土 地 改良 毀 159,642 o. 9 100,498 o. 6 

＇ 森村 振 典既 4,333,265 24. 2 3,316,971 20. 61 

畜 産 振興 毀 357,296 2. 0 315,919 2. o, 

蚕糸菜 振典既 103,924 o. 6 75,906 o. 5 
I 

品 業 保 険 !J!i 1,199,456 6. 6 770,067 4. 8 
I 開拓 毀 116,422 o. 6 83,229 0. 5 

林業 948,989 s. 3 1,049,392 6. s; 
I 

造林計画関係 743,674 4. 1 805,287 5. 0 

そ
I の他 205,315 1. 2 244,105 1. 5 

I 
水産霙 1 276,193 1. 5 37,049 0.3 

醗 瓢j度改革役 216,041 1. 2 0 0 

水旅振り，！牧 60,152 o. 3 37,049 o. 3 

| 17,969,824 1 00. 0 1 6,065,0 1 4 1 00. oi 計

つき、その幾何が純粋に経常的な援坊毀でちるかをセるここ

が出来よう。なお、住宅所布者に対する経常毀ほその全額z;
建設省住宅局の経四であり、従つてその全頷は第2S，とaらす

らかであるから、改めて表示しない。物価安定毀につ．．て、こ

前述の第10表を見られたい。

第37表 「対商工ユ芙」の内沢 C,，その2)

C鉗．位 --R) 

産 業

26 年度

I 金額％

対商工鎮霙

（連産省所管）

国蒙直轄計画 ！2，212,652 69.21,573,137 

商工 業 1,5!95,01s1 so. o 966,984 

工 業振興費認5,7351 8. 9 236,356 

中小企業対策諾費 1,110,846¥34. 8 576,470 
検査所および検定
所諸究

198,4371 6. 2 154,158 

蹟 業 617,6341 19.3 606,153 

地下資源対策諸毀 120,815: 3. 7 107,524 

そ
I 

の他 4-96,819j15. 6 498,629, 

援助交付金
I 

984,7351 30. 8, 570,161 

商工業 1'06,7351 22.1: 2 
工 業振興費 480,449115. 0 155,000 

中小企業対策諸四 226,286; 7. 1 116,286 

績 業 278,000| 8.71 298,875 

地下査源対策諸投 278,0001 8. 7, 298,875 
I 

3, 197,3871 100. 0 2,143,298 100. 0 
I 

目

特殊分類

計

第38表

的 別

『対貿易』

経栢

25 年 度

金 額％

の内訳 （If その3)

（洋位

杏
．

73.と

45. 1 

11.0 

26.9 

7.2 

28.3 

5.0 

23.3 

26.6 

12. 7 
7.2 
~一
3 • 3 

13.9 

13.9 

千円）

|`＼、 目的別 産 業 経済究¥ ::； 25年；~,, 
特殊分類 ＼‘| 金額 1％ 金額 I

畠貿易 l 1 | 
52,891,774j 99.9 

I 
（総理府所府）外国

為替衰金特別会計I50,000,000I 94. 41 10,000,000 
ヘ紐入

G輝省所行）貿易

対策諸翌 2,891,7741 5. ::,i 
援助交付金 11,0001 。.1

頃 産省所行）‘孜易

対策諸毀
I 

71,0001 0.1 

52,9; ,;:;; ~ IQ~:~! 10,622,063 1 oo.o 計

593,463 

28,600 

28,600 

/
0
 

0

/

 

99. 1 

94.1 

5.6 

o.3 

0.3 

茅39表 r対運籠」の内訳 C,，その4)

(!Ii位 千円）

日 的

特殊分碩

計

別

第40表 r対金融』の内訳 C,，その5)

（単(、‘i.

産 ゴ
ォ 経 箔 費

酎運諒
（運輸省所管）
国家直轄計画
海運関係
陸迎関係
そ の 他

援助交付金
海速関係
陸運関係

I 
26 年 度 25 年 度

--j  
金 額 ％ 金 額 ％ 

I I 
ロ
| 

1,200,028 96. 3 
547,300 43. 9 
628,628 50. 5 
24,100 1. 9 
45,840 3. 7 
33,000 2.6 
12,840, 1.1 

| 

1,245,868 100. 0 

_3
2
9
1
2

7
7
0ー
ー

0ー

9
9
8
7
1
0
1
0
0
0
0
0
 

．
 

995
111
753

悶邸
ー門
125，

 

4
 

盟
鍋
塁
3
0
3

睾

第41表 「対労伯jの内訳 C"その6)

（単位 千円）

目

特殊分 類

的

対金融

国家直轄計璽

C大蔵省所管）金 忍

楔関損失補伯

援助交付金

（運槍省所管）船 的

建造貨金貸付究補助

計

第42表

社 会 労働保健毀

26 年 度 25 年 度

―|  金 額％金額劣

寸 労働
' 1 ! 

'国家湮轄計画

（運愉省所管） ．
船 員 労偽関係 85,145: 1. 

I （労渤省所腎） 2,168,909; 24. 
I 一般 労慟関係 2,130,726:24. 

埼人少年労励関係 38,l83I 。•
1 74. 

I • • I 
究 6,309,416:71. 
毀 1238,425| 2. 
他

I 
1 oo. 08,210,5181 1 oo. 0 

目

特殊分類

的

援助交付金
（労拗省所府）
失莱保険
檄菜補祁
その

計

第 43表

別

『その 他Jの内 訳

25.6: 

8
81
2
6
.
4
 

〇

紐

砂

0

[
t

71.4 
2.3 
Q.7 

目

特殊分類

C,，その 8)

Ci社位 千円）

計

日

ヽ

特殊分頌

的 別 般 国 政 骰

そ の 他

居家直轄計画

ほ 蔵省所管）

閉約機関および解
散公団損失補伯

扱助交付金

環袷 省） I 
観 光叶じ

計

業経

I 
26年 度 25年 度 26 25 

金額I？る 「金額I劣云司ご＿竺竺」％

I ; 

I -1 ] ]―;―4,400,5051100.0: 

菜 35,000100. o, 30,000:100. 0 

| 35,000! 00. 0130,0001 1 00. o 
I 

I I 

廂

ー
ー

別

I 46, 7791 92. 71 

3, 6931 7., 

50, 4721 1 00. ］ 
「引揚関係』の内訳 C,rたの7)

Ctli r,;: 千円）

的別 社会労鋤保他毀

26 年 度 I 25 年 度

金額1% 金額1%
引揚 関 係

国家直籾計画 I 
（外務省所管） l 

外地引揚猥員給与毀 80,000 o. 2 222,994 

＠碑省所~D 3,224,303 88. o,2,891,259 
l 

引揺扱設事務費 436,047 11.91 539,137 

＇， 事業費I499,000 13. 6; 581,757 
I 

麟 口者等給与費2,289,256 62. 6),770,365 

環紺省所狩） I . I 
帰溢翰送毀 358,283' 9.8; 543,389 

I 
l 

3,662,586I 100. o 3,65 7,€42 1 oo. o; 

(4) その他の経常費（政府運用費）（：寡

44表参照）

(a) 「利子」の内訳

公債利子は国似および借入金利子から、

その他は流動依利子および割引料から な

る。 国賀および｛け入金返済は別項の債務償

迎に含ませた。詳しい内訳は第12表および

第13表に朋らかである。なお、参考まで'I：：
一般会計蔽入となる利子収入を別表4とし

て示した。

(b) 「稼制および取締」の内訳

経済往打Jの既用と司法行刑等の投用を計

hした。

(c) 「政府の一般運用および行政役」の

内訳

一股的な政府の行政費が主で、その外に

屯tg5の毀用を含んでいる。

洛 費

―l ―| 
-:4,400,505 1 oo. o: 
I 

産 業 経

千円）

箔 笠

26 年 度 25 年度

金 額 1 ％・金額 96-

-1 
| 

I 
21, 1241 90. 9 

I 
2,122: 9.1 

I 

I I 
23,246'100. 0 

L
0
7
d
)
4
 

6

四

比

瓦

他

14.91 
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100 

第44表 『利子』、「統制および取縛Jならび1
こ「政府の一般運用および行政費」の内繹

(『たの他の鯉常費 （政府運用費）」の細分類）

国 政毀

26年 度 l 25年度 l 、26

類＼ 金額 1 ，る 1金額 l% |□；； 
利 子

- - -i _1 」 - -1 可
- - - -

公債利子1そ の 他 一 一l -- -- - -

〗務塁：［政g且：1125:[[1 ;9::://II> ］ 叩 4n:nn/1 l 
そ

羞（大安蔵i;冒i;三，員 2̀1]鸞聾I3』:lロロ□1 口1

の
他 10,262,839 12.9 6,910,720 13.01 8,262,650 100.0 5,984,0541 100. 01 

計
I 79,342,4371 100. 0 52,884,175 100. 0 8,262,650 100. 0 5,984,054 100. 01 

I | 1 --

` - --
声業経済費 国 債 毀

計

目 的 別 二 26年度 1 25年度 [

〗；在：債門：のこi/：1] 1̀］ ：; ］1 ：こI1] ［［：［］ 2: 三〗
そ の他の法律の施行 ， 
会計検査院所管
裁 判 所 所 管 □，□1 -1 二！ 口1□1り，璽璽 t・;4,！盟需

ミ后甘 11445:1; 18/［三i゚/1-36:I ゜：I；：:;；：〗：[;;g[］4:［：3: 

1,109,565) 18. 1 
- - 1 7,994,095 17. 5 18,088,379 23. 8 

35,0;＼。: 80,二1 。]tt,01:::］。:！計晨晨：1i !1』璽嵐サ！
6, 1 19,422I 100. ol 1o,189.8O I I 100. 01 11,018,893i 100. Oj 

102,862,349; 100. 0 76,006,544 1 oo. 0 
• 一

特
目

殊
的

-
|
|
 分

別

般 社 全 労

o/ 
/0 金

働
一ー
—
ー

特
殊

分
類

財 務 行
（ 大 蔵 省
立 法
治安行
その

計

政
所

政

毀
め
役
毀
他

保 他
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4,170,144 
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ロ
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20,000 

5,067,461 

別表 配当金および利子牧入

分
暗和25年度
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1日本銀行

帝国石油株式会社
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（単位千円）

額

1,100 
I 

3,250 
I 

4,350 
I 

昭和26年度

むすび

以上、昭和26年度一般会計歳出予罪について、大体三つの

角度から分類を行つた。 23• 2-1年度は、統計機械を利用し集

計の単位も 「事項」および 「節」を用いるという精密な方法

が取られたが、「事項」と 「節」は予算執行上の統制機能を有

しないために、他面においては、決算額との比較が出来ない

という欠陥があつた。本年度は、昨年度に引続き統計機械の

利用を行わず「項」と「目」を単位として、恵ら人力を以て

この分類を作成した。従つて、多少とも精度が落ちることは

否めないが、他方、決算額との比絞が出来るという点におい

ては、従来の分析に比して若千の長所を有すると考えられ

る。

目的別および使途別分類については、従来の形式を大体踏

襲したが、特殊分類は、アメリカの予算害 TheBudget of 

the United States Government for fhe Fiscal Year end-

ing June 30 1952の Special Analysis D. Jこヒゾ トを得

て、それに大体ならつた。従来の経済的分類とはや 視ゞ点を

異にする試作であること前述の通りである。流出先分類は時

間の都合上今回は省略した。今後再び時を得て作成発表した

い考えである。

歳出予算の分類は、過去三年の研究を通じて大いに洸淡さ

れて来たと考えられるものの、なお完壁の域に逹するには程

遠 く．、又、従来のと異なる全く新しい角度からの分類も今後

大いにいろいろ試みられるべきであろう。殊に、この分類は

そもそものはじめから、究極的には財政支出と国民経箔との

関連の把握をその理想として居り 、しかも、今日迄の分類の

みを以てしては到底この理想を逹成し得ているとほいい得な

いから、特にその感を深くするのである。

この理想の実現のためには更に、前年度担当者が正しくも

痛感しているように、「国民経済の状態を計数的に表現する

諸統計資料に対する考慮」、も、新たな分類角度の考案に劣ら

ず厭要である。さらに又、将来は、単に一股会計歳出予算に

とゞまらず、国家綜合予箕全般の歳出入に対する考慮を必要

とするであろう。

従つて、この分類が、 「財政支出の国民経済的分析」とし

て、一般に妥当と見倣される点まで到逹するためには、なお

多くの改遊が必要であり、この分類に対する各方（園の忌憚の

ない御批判、御指尊を切に期待する次第である。

（附表） 本号財政支出 目的f'J分類と第16号同分類との差異

（本号の目的別分類の内容が、第16号所載の力と異つている点については、 61頁、2.目的別分類の方法中
に明かであるが、本号で変更した主要な点を具体的に示せば次の通リである。 ） 

一 般 国政 費 宝〈じ発行委託我を経済統制我に、

海難審判庁典を経済振興我に移す。

社会労働保瞼費 阿波丸事件我を終戦関係費に移す。

産霙経済 費 山林事業咬を国土資源維持開発我に

移す。

物 価 安 定 費

国 債費

地 方 財 政 費

す。

安本物価局経費を産業我に移す。

班務我を一般国政翌に移す。

地方自沿庁の経代を一般国政費に移

（第¥9号）

-― -̂9 - -9 -^ ～~シン―-~ジ- ゾ--～へ；， 
正 誤表＾ヘ-~~~ ～`ク, r" …v i 

頁 行及 び欄

＇ 表紙解

s ! 右側—15行 Fl
7 1左側下から8,9
I ,, i 右恨1J-— 11 " 

8 左側—-44,、

11 左側下から19"

;1右側下から1299
12右側下から材子El

説

一 頁 1行及 び欄 I

物価統制とその撒廃物価統制とその撤廃 1221左側下；；五 ― -
の 経 綜の経鈴 I 屯力址の生帝 前力批の生廂

にお まてはにおいては

同 社の数指同社の指数、，右側—- 9,， 水 発 湿 地 幣 水 力 発 霞地符

各週 毎 に，た ま 各 過 毎 に，また 28 右側下から3,, 156 品 rl1 6 l品目

小充物価指数またわ 小売物価指数または 29 左側一一番号． 4 -— - 263 . 399 

全 額計 の割 合合 計額 の割 合 42 番 号 24 I P 224, 524 P 424, 524 

当分 復 治 を 当 位 復活を 59 番号 50 421 321 

鉄糾価額鉄 鎖価 額 |75 番号 60 89.4 ]81.2 86.2 181.6 

物準 水準 物価 水準 I80 右 側＿ 番号．48I 224. 42 . 244. 42 
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◎ 財

災書蘊害看に対する租税の減免露牧直予苓に関する法律

の随行に関する政令の一郊を改正する政令 (26.5. 1-

政令第i31号）
(1) 災沼被害者に対する所得税の減免及び相笠税、富裕税

の課税価額の軽城措四は、期限後に申訪苫の提出があつた坦

合においても、それについて正当な事由があると認められる

ときは、これを認めること。
(2) 給与所得に対する源泉徴牧税額についての徴牧病予申

討j害の提出は、 被潜を受けた日後最初に給与を受ける 日の前

日までに限定せず、本人が徴牧の病予を受けようとする給与

の支彿日の前日までとする。
(3) 給与所得について源泉徴牧所得税の徴牧を猶予した沿

合の甜後拮四として、災密があった年分の給与所得について

ほ年木謁猿によ らずすぺて確定申告によることと、災害があ

った年の翌年分の従たる給与、日屈労務者の賃金について

は、1内予期間が満了してもこれを徴牧せず、主たる給与につ

いては、猶予期間の満了に伴い紺予した税額を徴牧すること

とする等を定めたこと。
（り災筈に因り被害を受けた者の納付すべき物品税の徴牧

猶予は、その納期が翌々月までとされているので、徴牧角予

を受ける物品税を披害を受けた日の屈する月分及びその「在前

の 2月分とすること。

等を規定したものである。
大葦省組織規定J)一部を改正する省令 (26.5.1.大蔽省

令第51号）
湖財務宜の定数を二人から三人に増加したもの。

照給法の特例に嬰する件の一部を改正する政令 (26.5.

1．政令第130号）
旧屯人軍属に対する一般の恩給ほ、その支紀を停Jt'．された

が、厚生年金保瞼法によつて一般人が茄潜年金等を受け得る

のと同程度の低病がある場合に限り増加慇給又は（り病賜金が

支給されており、その金額は概ね／衷生年金保瞼法による｛i坑害
年金等と同様のものとなつている。しかるに今般肛生年金保

防法特例が制定され、偽害年金等が2倍に培額されたのに伴

い、これに合せて 2個 こ培額することとしたものである。そ

の笈旨は、 (1)本年 2月1日以後給与事由が生ずる軍人屯屈

の培加息給及び似病賜金の額は、現行の 2倍とすること。但

し、煎症のものについては年額3万円、それより軽度のもの

についてほ2万4千円を限度とすること。 (2沐 年2月1日

現在で培加恩給を受けている者は、 2月分以降の年額を(1)に

準じて改定すること。 (3)家族加給は、1人 2千 4百円 3人

分7千2百円を限度としている等の制限がある。

資金運用部特別会計法施行令 (26.5-9政令第143号）

荘金迎用部特別会計法の実施のための手続その他その執行

について必要な事項を定めたもので、例文的規定の外、究金

述用部i梵釦こ屈する迎用毀産の価額の改窄、収支計罫表等の

作成等につして規定したもの。
登録税法施行規則の一部を改正する政令 (26.5.9.政令

第144吾）

宗孜法人が宗教法人法の規定に茄き換内地建物及び換内地

についての登品並びに生活保諌法の規定に甚き保姦施設の経

裳を1」的とする法人が当該施設の用に供するための土地及び

辻物につしての登記の登紐税の免税要件としての証明を邸道

政

府栞知事の証明とし、社会福祉事菜法に基く社会福祉法人が

社会福祉可げ菜の用に供するための土地及ひ建物についての登

記の免税疲件としての証明をl店生大臣の証明と したもの。

日本銀行門司事務所に国庫金の出訥及び国漬に関する事

務等を取扱わせる省令 (26,5.9・大蔽省令第43号）

日本銀行門司苔吐務所を、国庫金の出納及び政府所有有佐証

券の受彿並びに国債事務取扱について日本銀行支店とみなし

これらの事務を取り扱わせることとしたもの。

大蕊省組織規程の一部を改正する省令 (26.5.17．大蔵省

令第45号）
金、外国通貨及び外貨表示証害の買上に関する政令のた往

事務は、従来理財局為替帝迂課が所祁していたが、これをf司
局外債課の所掌事務とするとともに、税務署の位涎、管諾；5
被について所要の改正を加えたもの。

結壌予防法施行令 (26.5.9．政令第142号）

結核予防法の施行に関し、｛吏用者が定期他1お診断を乍わた

ければならない事業又は郡務所の指定、その長が定期健康診

断を芍わなければならない施設の指定を行 うとともに、同法

の規定による都道府栞、国庫による補助、実究如牧に関し実

毀の範囲等を規定したもの。
遺失物法の一部を改正する法律 (25.5.23．法律第157-'it)

従来壊察官昭で保怜してした遺火•物で受取人のないものIt

国庫に帰はすることとなっていたが、秀察法により国家地方

毯察と自治体警察とに警察が分かれたのに伴い、 1依秤門察••ば
署の区別に従い、国警の場合は国へ、自治繁の湯合は、当該

地方公共団体にそれぞれ遺•9大物の所有権が帰低することとし

たものである。

国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託

の特例に関する政令の施行に関する命令の一部を改正す

る命令 (26.5.23法務府、大蔽省令第2号）

供託金の保管換の手続につき、保狩金彿込布務等取扱規程

の施行に伴う所要の改正を加えたもの。
公庫の国庫納付金に関する政令 (26.5.26．政令第162号）

国民金恐公庫及び住宅金漁公庫が紺事業年度国庫に納付す

べき利益金の額は、当該事菜年度の祖益計罪上の益金の合計 、

額から担金の合計額を差しり1いた金額として益金及び扱金の

内容について規定するとともに、納付の手続について規定し

たもの。
大蔵省綽総規程の一部を改正する省令 (26.5.26．大詣省

令第47号）

(1) 各財務局を遥じておかれる証券検究宜の定数を64)＼か

ら72人に培加し、（公）出入国監理宜を新に青森税関支密にも配

世することとし、(3)各税関の鑑査邪餘入縦北謀を腹JIIJとiして

三課とするとともに、同鑑迂部に閲税鋸査直をおき、名古投

税関に外国郵便課をおくこととしたものである。

予算決算及び会計令の一部を改正する政令 (26-5.28．政

令第163号）
支出官の設置されている追怨又はnt務所の檄民に支給する

紀与及び政府が日屈労働被保瞼者につき屈主 として納付すぺ

き失業保祖親についての咬金前渡並びに放送受信料の前金択

を認めることとするとともに、国が日本専充公社、法 令rこ＿
る公団等との間で契約する現合には随慈契約によることがで

きることとしたものである。

1. この統計月報は、財政金躁に関する各種の統計と重要な経済統計をのせ、執

務 の 参考と一般の利用に供するものである。

2. 毎号原則として、特定の車柄に関す る掘り下げた統計 を特集し、なお大体三

ヶ月毎に、月次統計を主とした普通統計をのせ、その月々の推移は、毎月の

せる「財政金融経済重要統計要略」で、・知る こと ができる仕組みである。

3. 一応の試算 ・研究又は未定稼の ものなど、大蔵省の公式の発表又は解釈とい

えないものも、参考にのせ る。

5. 「紐汁梨報」の、濶をおき、臨時に発表される財政金融経済関係の重要統計を

のせる。

6. 原則として、毎 月発行するが、沢料の都合で臨時号、または合併号を刊行す

ることがあ る。

発 行者
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 本号は租税負担特集として、主税局濶査裸の同研究と

主計局総移裸の財政支出分類の研究を掲げた。

租税負担については、本月報第2号「租税統計特集」

及び第8号の 「視税玩計の見方」 の内でも相当触．れてい

るが、本号では特に租税f1担だけを取り上げて、 あらゆ

る角度から抱り下げその問題点を究明し、また翌宮な絵

計在料をもつて現突の負担測定の方法とその結果を示し

ている。 辿般行われた昭和25年度所得実態調査の結果も

このうちに紹介されている。 いろいろの冠味で租税負担

の問薙が国内的国際的に一そうの関心を深めてきた際、

この基装的研究が各方面において広く活用せらるること

を期侍する。

財政支出の分類は、第6号に昭和24年度、第16号に同

25年度と、いずれも分析集計作業の関係で年度経過後に

発表されていたが、26年度分は作業が非常に早く進捗し

たいら、本号にこれをのせるこ とができた。このため今

阿は単に基礎的研究として利用されるばかりでなく 、26
年度補正予罪、 27年度予葬検討の究料として役立つこと

いなったのは、本研究本来の目的に向つて更に一歩を進

めたわけである。 26年度は特殊分類において従前と梢々

趣を異にしている点が注目せられる。

C大蔵省調査部）

財政金融統計月報 第 20号

定価 1 8 0円

送料 6円

昭和 26年 10月 5 日印刷

昭和 26年 10月 10日 発行

編 集 者 大 蔵省
京京了干;、[ll区ぷ：渭町lが 大虹右5戊 切

財団法人 大蔵財務協会
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印 刷庁

創 刊 号

第 2 号

第 3 号

第 4号

第 5 号

第 6 号`

第 7 号

第 8 号

第 9 号

第 10号

第 11号

第 12号

第 13号

第 14号

第 15号

♦ 既刊．分内容紹介 ●

昭和 24 年度予寡特集

租税統計特集

財政金忍経済月次抗計

法人企栗沈計調査特集 （昭和四年分） ．

国際牧支特集

財政支出分析•月次統計

昭和 25 年度予ヰ特集

税抗計の見方•月 次統計

地方財政特集

国庫金 牧支特集

月次統計 • 四半期別法人企業辻計調査

法人鰈鱈・調査特襲⑪召和24年分）

外 国 貿易特集

専充 ぶ菜特集

月次枕計 •四半期別法人企業・命計調査

第 16号 国際牧 支 • 財政支出の分析

第 17号昭和祁年度予算特集

第 18号 月次統計 • 四半期別法人企業統計調査

第 19号物価特集

◇ 第 21 号内容予告◇

月次統計•四半期別法人企業統計関北




